
平成 18 年（2006 年）2 月 6 日 

 建 設 委 員 会 資 料 
都市整備部経営担当 

 
 

平成１７年度行政評価結果に対する区の仕事の見直しについて 

 

 

平成 17 年度の行政評価を踏まえた区の仕事の見直し等を取りまとめ、下記のとおり報告する。 

 

 

１．報告書 

「よりよい区の経営にむけて 平成 17 年度行政評価結果に対する区の仕事の見直し報告

書」（添付冊子のとおり） 

 

 

２．報告書の内容 

（１）外部評価を受けての各分野の見直し内容 

外部評価の指摘事項について、全 42 分野における区の考え及び平成 18 年度の改善事

項を記載。 

 

（２）行政評価制度への提言と見直し内容 

    行政評価制度への提言と平成 18 年度の見直し内容について記載。 

 

 

３．公表のスケジュール 

（１）3月 5日号区報に概要掲載。 

（２）区報と同時にホームページに全文掲載。 

（３）地域センター、図書館、区政資料センターに閲覧用冊子を備える。 

 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成 17 年度行政評価結果に対する 
区の仕事の見直し報告書

中野区は、平成１６年度に行なった区の全ての仕事について、その

実績、成果を最終的に外部の評価委員が評価し、仕事を見直していく

こととしています。 

 本冊子は、区民の方などで構成される外部評価委員会が行った評価

に対して、区の仕事を見直した内容をまとめたものです。 

見直し内容について、区民の皆さんから意見をいただきながら、更

にサービスの向上に努めていきます。 

２００６年 ２月 

中 野 区 
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１．評価結果の状況 

 

評 価 結 果 分野数 

AA さらに推進すべき中野区として誇りうる分野 0 分野 

A 改良の余地はあるが推進すべき分野 ３分野 

B 
内容的におおむねよいが、課題があり工夫すべ

き分野 
２６分野 

B－ 事業の十分な見直し再構築が必要な分野 ９分野 

C 廃止も含め、抜本的な再構築が必要な分野 ４分野 

計 ４２分野 

 

２．各分野の見直し内容  

※下記表中の評価の詳細ページは(別冊)「平成 16 年度主要施策の成果」のページです。 

分野

番号 

分野名 

（平成 17年度現在）
主な仕事 見直し内容のページ 評価結果

評価の詳

細ページ

区 長 室 

01 経営改革分野 区の組織、行政評価 ４ B ２２ 

02 政策計画分野 政策の調整、基本計画 ６ B- ２６ 

総 務 部 

10 総務分野 
総務、情報公開、文書法務、統計、

国際化推進 
８ B ３０ 

11 広聴広報分野 広聴、広報 １０ B ３６ 

12 平和人権分野 平和、人権 １２ C ４０ 

13 財務分野 財産管理、契約、財政 １４ B- ４４ 

14 営繕分野 庁舎管理、施設営繕 １８ B ５０ 

15 人事分野 人事、人材育成、福利 ２２ A ５４ 

16 情報化推進 
情報計画、庁内 IT、電子手続、地域

IT 
２４ B- ６０ 

17 防災分野 災害対策、地域防災 ２８ B ６６ 

18 税務分野 課税、納税 ３０ B ７０ 



 
※下記表中の評価の詳細ページは(別冊)「平成 16 年度主要施策の成果」のページです。  

分野

番号 

分野名 

（平成 17年度現在）
主な仕事 見直し内容のページ 評価結果

評価の詳

細ページ

区 民 生 活 部 

20 地域活動分野 地域活動支援、地域センター ３２ B ７４ 

21 戸籍住民分野 戸籍、住民記録、外国人登録、証明 ３４ B ８０ 

22 産業振興分野 創業支援、商店街振興 ３６ C ８８ 

23 

産業振興、環境と暮ら

し、地域活動、住宅分

野 

消費者相談、勤労者、区営住宅 ３８ B ９４ 

24 
環境と暮らし、土木公

園分野 
環境施策、地域緑化 ４２ B- １００ 

25 ごみ減量分野 リサイクル、清掃事業 ４６ B １０６ 

子 ど も 家 庭 部 

30 
子育て支援分野 総合相談、子育てサービス、児童手

当 

４８ 
B- 

１１０ 

31 子ども健康分野 子ども医療 ５２ B １１８ 

32 保育サービス分野 保育園、幼稚園 ５４ B １２４ 

33 子ども育成分野 健全育成、児童館、学童クラブ ５６ B １３０ 

34 男女平等分野 男女平等、女性施策 ５８ B １３６ 

保 健 福 祉 部 

40 保健予防分野 保健予防、結核予防、衛生検査 ６０ B １４０ 

41 
生活環境、環境と暮ら

し分野 

生活衛生,食品衛生,環境衛生、環境公

害 
６２ B １４６ 

42 健康づくり分野 健康推進、疾病予防 ６４ B １５０ 

43 保健福祉分野 保健福祉審議会、福祉オンブズマン ６６ C １５６ 

44 地域保健福祉分野 保健福祉センター ７０ B １６０ 

45 高齢福祉分野 高齢福祉事業、介護保険施設 ７２ B- １６６ 

46 障害福祉分野 障害者福祉事業、障害者福祉施設 ７６ B １７２ 

47 生活援護分野 生活保護、福祉資金 ７８ A １８２ 

48 保険医療分野 国民健康保険 ８２ B １８６ 

49 介護保険分野 介護保険 ８４ B- １９４ 

都 市 整 備 部 

60 都市計画分野 建築審査会、地区計画、紛争調停 ８６ B- ２００ 

61 土木,公園・道路分野 道路管理、交通対策 ９０ B- ２０４ 

62 公園・道路分野 公園計画、公園管理 ９４ B ２１０ 

2 



3 

 
※下記表中の評価の詳細ページは(別冊)「平成 16 年度主要施策の成果」のページです。  

分野

番号 

分野名 

（平成 17年度現在）
主な仕事 見直し内容のページ 評価結果

評価の詳

細ページ

63 建築、住宅分野 建築確認、共同住宅指導 ９６ C ２１４ 

64 

地域まちづくり,拠点

まちづくり,都市計画

分野 

地域まちづくり,中野駅周辺整備,西

武線沿線まちづくり 
１００ B ２１８ 

収 入 役 室 

70 収入役室 会計管理 １０４ A ２２４ 

教 育 委 員 会 事 務 局 

80 学校教育分野 学校事業、就学、健康推進 １０６ B ２２８ 

81 生涯学習分野 文化・スポーツ、図書館 １０８ B ２３４ 

82 教育経営分野 教育改革、教育委員会、学校管理 １１２ B ２４０ 

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 

90 選挙管理委員会事務局 選挙 １１４ B ２４６ 
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０1 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 目指すべき将来像は、行政改革が全国で日常

化している現在においてはややありきたりであ

るといえる。区民に対して、この将来像の実現

によって何が変化するのかを具体的に示す必

要があろう。 

区の内部組織への働きかけを

仕事としているため、直接、区

民への成果を表現しがたい

が、区民への成果を明確にす

ることが区民志向の行政の入

り口であると認識している。 

18 年度には、職員数の削減、

区の全ての仕事の成果指標

の向上、効率化の向上がわか

る目標値を掲げ、区民への利

益を重点的に明らかにする。 

（２） 「民営化」、「民間委託」等の民間化の流れは、

国の法制定、法改正等によって加速化してい

るが、これらは区民に対するサービスの向上と

経営の効率化を図るための手段であり、それ

らが自己目的化しないように区民に対する説

明責任を果たす必要がある。 

民間委託を前提として考える

のではなく、区民の利益（成

果）を前提とした提供主体（民

間委託や区の直営など）の選

択を行いたい。 

18 年度から業務のプロセスを

分析し、民間と比較できる資

料を揃えて最も相応しい提供

主体を判断できる取組みを行

う。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

「目標を目指して働きやすいと感じている職員」

など、表現が区民には理解しにくい。 

区の内部的な表現を改め、区民から見てわかりやすくなるよう改

善する。 

（１） 

 

経営改革分野は個別事業の実施が主である

分野とは異なるため、最終的な効果は区政の

改革全体で判断されるものである。しかし、行

政評価の確立により、あらゆる職務が「やがて

評価される」ことを前提に遂行されることにな

り、その効果は少なくないと思われる。 

現在は計画-実施-評価－改善を区の全ての仕事の進め方とし

ている。評価の段階で区民等外部の意見が入ることにより、より

区民生活に合った取組みへ改善が図られると考えている。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 行政評価においては、評価票が昨年より見や

すくなったこと、特に事業の人件費が読み取れ

るようになったことは、職員の働きをイメージす

ることができ、また、人件費が膨大であることも

良く分り、区民として職員に何を求めて行かな

ければならないか、明確になった。時間と人件

費を考える時、民間ならどのくらいの経費節減

が出来るか、と考えさせられる分野が多かっ

た。 

区民に対する成果と費やしたコ

ストは評価の 2 大視点である。コ

ストには直接支出している費用

のみではなく、人件費など付随

する経費も含み、企業会計と同

様な方法で評価することで、比較

が行えるようになると考えてい

る。 

18 年度においては、民間企

業の会計により近いかたち

で、区の支出を整理する取

組みを始める。民間とのコ

スト比較を行なうことで、より

効率的なサービス提供を実

現していく。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（１） 職員提案制度については、その件数、内容とも

に物足りないと言わざるを得ない。事業部制の

長所を発揮させつつ、所管にとらわれない自由

な発想が区内の政策形成において反映される

ことは、区の活性化、区民サービスの向上のた

めに必要不可欠である。 

各担当の区民満足度向上運動と

して「おもてなし運動」（職場ごと

に 1 年間を通した取組み成果を

発表する運動）を進めている。職

員提案制度は職場横断的な提

案の受け皿であるが、十分な成

果をあげているとはいいがたい。 

職場横断的に発想し、区政

運営に取り込める仕組みは

大切である。18 年度は職員

への PR を充実するととも

に、意識高揚を目指した具

体策を検討中である。 

経営改革分野  外部評価結果 Ｂ  評価のページ(別冊) ２２ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 保育園、図書館などの民間委託を行った

施設のサービスについては、今後とも質

の低下が発生しないようにする方策を確

立することが肝要である。 

民間の力を活用した区民サービ

スの提供について、サービス水

準の維持や公平性の確保につ

いて、区は責任を持っていく必要

がある。 

「市場化テスト（区と民間が競争

して提供主体を決める仕組み）

の導入も検討しており、それに伴

って、区としてもサービス水準の

監視、指導の考え方を構築して

いく。 

（１） コスト削減の主要因は、民営化、民間委

託等による人件費減であり、事業に関わ

る経費の見直しは今後も継続的に行う必

要がある。 

評価視点のひとつであるコスト削

減は各分野に共通した責務であ

る。評価改善を継続的に行い、コ

ストの削減を進めたい。 

コストの改善視点が把握できる

ようにするため、18 年度から仕

事の手順をフローチャートで可視

化し分析、改善する手法を用い

て取り組む。 

（２） 行政評価に関するコストが前年度を上回

っているが、評価手法の蓄積によりコスト

が今後拡大しないように留意する必要が

ある。 

行政評価には区全体で関わる仕

組みであり、見直しのための事

務量を軽減させていく必要性を

認識している。 

18 年度の実施にあたっては、区

全体での行政評価にかかるコス

トを計測して、削減目標値を設定

する。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（３） 「区民と区長の対話集会」が他分野へ移

管したことにより人員削減が図られている

が、他分野へ移管したのみで経費総額に

は変更がない。明らかに人件費のかかる

事業をこの分野こそが改革すべきではな

いか。対話集会に関しては、多数の職員

が執務中に職場を離れ、特に区長以下主

な部課長が勢揃いしてまで実施する必要

性に疑問がある。 

区民と区長の対話集会には、テーマによっては関連する部署の職員

が出席する場合があるが、基本的には区民と区長の直接的な意見

交換が対話集会の目的であり、必要最低限の人員で実施している。

なお、基本構想、１０か年計画の策定にあたっての意見交換会には

関係部課長が出席していたが、幹部職員が地域に出て、区民の意見

を直接聞くことは重要なことだと考える。 

（１） 区の全施策、事務事業についての内部評

価と、それに対する外部評価の定着は評

価できるが、評価することが自己目的化し

ないように努めていただきたい。また、評

価の仕組みが区民により一層わかりやす

いものに改善する必要がある。 

評価が目的ではなく、評価による改

善が目的であると認識している。評

価によってどのように区政が変わっ

たか、区民に対して説明していくこ

とで、さらに住民主体の区政を進め

たい。 

18 年度から年度当初に区政

目標や目標値及び行政評価

による改善点を公表し、区民

のだれもが区の取組みを評価

できるような、わかりやすさを

第一とした情報提供を行う。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（２） 危機管理施策については来年度以降、事

実上初めての評価が行われることになる

が、近年急速にその重要性が注目されて

きている領域であり、積極的な取り組みに

期待したいところである。 

国民保護法や地域における安心・

安全に関する危機管理体制につい

ての区として整備を進める必要が

ある。 

17 年度から区は十分な実施

体制を取るため、担当分野を

設置して体制を強化した。 
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０２ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 中長期的な将来像と成果指標がまった

く一致していない。将来像から成果指標

を設定し直す必要がある。 

中長期的な将来像の達成を的

確に測定できる成果指標とな

っていなかった。 

将来像を踏まえ、以下のとおり成果指

標を設定する。 

1.ずっと住み続けたいと思う区民の割

合。2.区民の意見・要望などが区政に

反映されていると思う区民の割合。3.

この１年間に、地域活動やボランティ

ア活動に参加した区民の割合 

4.「基本構想」の内容を大体知ってい

る区民の割合 

（２） 「基本構想」を重要視する姿勢は理解で

きるが、１６年度中に成立が確実視され

ているものを、「中長期的な将来像」に

書き込むのは問題である。これは、総

花的な将来像しか描けていないところ

に問題があると思われる。 

将来像は基本構想をつくるこ

とが目標ではなく、常に区民の

声を反映した基本構想や基本

計画を持ち、政策展開を行っ

ている姿を目標としている。 

－ 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

成果指標の文言にある「区民の割合」

では、区民全員の３０万人を想定してお

り、明らかに実現不可能な設定である。

誰に対してどうアプローチするのか、と

いう顧客の絞り込み、戦略の練り込み

が早急に求められる。 

個々の施策や事業の立案・実

施にあたっては顧客の絞込み

は必要だが、当分野は区民全

体を顧客として目標を設定し

ている。 

－ 

（１） 

 

「しくみづくり」や「対話」が主な事業とな

っているが、こうした事業が必ずしも成

果指標と結びついていない。 

分野の成果を的確に測定でき

る成果指標となっていなかっ

た。 

将来像を踏まえ、以下のとおり成果指

標を設定する。 

1.ずっと住み続けたいと思う区民の割

合。2.区民の意見・要望などが区政に

反映されていると思う区民の割合。3.

この１年間に、地域活動やボランティ

ア活動に参加した区民の割合 

4.「基本構想」の内容を大体知ってい

る区民の割合 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 顧客設定が十分になされていない。さら

に、中野区のおよそ３割を占める、５年

以内に転居する「流動区民」に対し、な

んら対策が立てられていない。この２つ

の大きな原因により、「区民の意見や要

望が～区民の割合」の目標も達成度も

低くなっている。 

分野の顧客は全区民である

が、短期の区内居住者に視点

をあてた区政運営も必要だと

考える。 

人口構成、人口移動について分析

し、短期の区内居住者の効果的な参

加促進策を立案する。 

政策計画分野  外部評価結果 Ｂ-  評価のページ(別冊) ２６ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

 

（３） 区民との話し合う場を増やそうという姿

勢は十分に評価できる。 

引き続き区民との話し合いの

場を増やすことに努める。 － 

（１） 「区民と区長の対話集会」は、その姿勢

は評価できるが、リピーターが６割、50

代以上が７割を占め、成果が上がって

いるとは言いがたい。 

対話集会は、様々な層が参加

できるよう、開催時間の設定で

工夫をしている。なお、年代に

片寄りがあるからといって、た

だちに成果が否定されるもの

ではないと考える。 

若年、若いファミリー等といった、対話

集会への参加が少ない年齢層が関

心を持ちやすいテーマを設定する。ま

た、対話を希望する団体やグループ

を募り、対話集会を実施する。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 基本構想・基本計画などの策定に関す

る説明会の参加者に関しても、同様の

問題が指摘できる。 

基本構想・基本計画の説明会

においても、開催時間の設定

を工夫している。 

－ 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 話し合いの場を増やしたり、審議会を設

置するなど、必要不可欠な事業が数多

く、経費が増大したのは理解できる。こ

うした事業が効果があったのかは検討

の余地があるが、経費が前年度に比べ

て削減できなかったことはマイナスには

あたらない。 

必要最小限の経費の中で効

率的な事業に努めたい。 

－ 

（１） 「基本構想」や「自治基本条例」は、成

立前よりもむしろ、成立後の区民への

周知こそ重要である。成立前の話し合

いを重要視する姿勢は、「区民とじゅう

ぶんに対話して作りました」という区側

の言い訳に映りかねず、現状ではそう

判断されても仕方がない。「基本構想」

を区政の重要な柱と位置づけるなら

ば、この構想をどう生活に生かしていく

か、という視点での区民との討論会、講

演会、対話集会などを開く必要がある

のではないか。基本構想は作ったら終

わりではない。 

「基本構想」および「自治基本

条例」の制定後も、シンポジウ

ムの開催やパンフレットの配

布等を行い、区民にＰＲをして

いる。なお、「基本構想」の内

容を大体知っている区民の割

合を成果指標とし、今後も更に

ＰＲに努める。 

－ 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（２） ４０歳以下の区民、流動区民に的を絞

った事業が必要ではないか。「３０万区

民全員を対象にする」という夢想を捨

て、誰を顧客と考えて事業を行えば区

政に関心を示す層が拡大するのか、早

急に検討すべきである。 

当分野は区民全体を顧客とし

て目標を設定しているが、より

多くの区民が区政に関心を持

つ必要があると考える。 

人口構成、人口移動について分析

し、短期の区内居住者の効果的な参

加促進策を立案する。 
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１０ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 本庁舎職員の窓口（電話）対応の区民満

足度は、１６年度目標は９０％（８９％）、１

０年後は９７％となっている。より高い数値

を掲げるべきではないか。 

 区民満足度については、１４年度

の世論調査結果しか持ち合わせて

いなかったことから、この数値をベ

ースに将来の目標値を推計した。 

区民満足度については、１

６年度からは毎年調査を行っ

ている。調査結果の数値の推

移を見ながら、目標値を改め

て設定する。 

（２） 政策法務（機能）とは何か、区民にわかり

やすいように補足するべきである。 

「政策法務」とは、条例等の自治立

法により、独自の政策をより効果的

に展開することをねらいとしてい

る。 

区民にわかりやすいよう表現

の工夫をする。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

個人情報保護については、平成１７年に法

が完全施行されたとはいえ、従来からたい

へん重要な課題となっている。何らかの指

標を作成すべきだったのではないか。 

個人情報の適正管理と運用に必要

な事項が共通認識できるよう努め

る。 

個人情報保護の体系を確立

し、運用指針に反映する。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

（1）目標に対する達成度は概ね高く、所期

の効果はあったものと判断できる。しかし、

上記(1)のとおり、目標設定が低いと思わ

れる箇所があり、来年度以降の指標設定

の際に検討していただきたい。 

「分野の目標について」に記載 

（１） 本庁舎駐車場の休日有料開放につい

ては、開放時間、料金などを評価シートに

明示する必要がある。 

 施設をどの程度有効活用してい

るかを、その事業概要や実績につ

いて簡潔に表現した。 

事業概要の表現を工夫す

る。 

（２） 職員による不正等の有無について、公益

通報による事案がないからといって不正

等の存在が皆無であると判断することは

問題である。構造的に不正が生じない仕

組みを構築することが重要である。 

公益通報がないことは、区政運営

が適正であることを判断するひとつ

の基準である。 

制度の目的や仕組みに関す

る周知を強化する。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 各種統計の回収率を向上させるために

は、調査方法以前の問題として、その統計

の意味を区民に十分説明することが重要

である。 

統計調査の内容について調査員

への周知を図り、充分に説明でき

るように努める。さらに広報の充実

を図る。 

登録調査員に対する研修を充

実し、調査員としての質の向

上を図るとともに、調査開始時

に行う説明会の改善を図る。

区報・地域ニュースの掲載内

容の充実と関係団体への協

力をさらに充実させる。 

総務分野  外部評価結果 Ｂ  評価のページ(別冊) ３０ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 情報公開については、条例にもとづく公文

書開示制度以外にも日常的な情報提供が

重要であり、日頃から質と量の両面で十

分な提供が行われていれば、情報公開に

対するコストは減少する可能性がある。 

情報公開制度の充実・向上を図

る。 

情報提供が適切にされるよ

う、他分野との連携・調整を強

化する。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 国の法律にもとづく「指定統計」は中野区

固有の事務ではないが、定型的なもので

あるため、今後もコスト削減に取り組むこ

とが必要である。 

調査の手法等は定められているが、これまでも可能な限りコストの削

減を行ってきた。今後も、事務の合理化等によりさらに削減に取り組

む。 

（１） 「信頼性の高い区役所」と「諸外国の交流」

が同一施策になっていることについて、確

かに「くらしについてのサポート」という点

では共通と考えられるが、外国人の比率

が高い中野区としては、施策を独立させる

ことも考慮できないか。あるいは、「地域活

動」、「区民生活」の分野への移行も検討

課題と考えられる。 

外部評価委員とのヒアリング時にも説明したが、１７年度からは「諸

外国との交流」を「信頼性の高い区役所」から施策として独立させた。

（２） 統計情報の利用回数については、単にホ

ームページのアクセス数などの増加に満

足することなく、区民にとって「使い勝手の

よい」情報の提供に努めるべきである。 

区民にとってさらに利用しやすくな

るよう統計情報の提供方法の改善

に努める。 

ホームページの掲載につい

て、さらに利用しやすい内容と

する。また、区民のニーズを生

かした、必要な情報提供がで

きるよう工夫する。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） 政策法務能力を有する職員の割合につい

ては、単に法制執務に携わり専門知識が

蓄積している職員を増やすことだけを目的

にしないでいただきたい。分権時代におい

ては、国の法令を自治体が独自に解釈し

（法令解釈権）、それぞれの地域に適用す

る応用能力を有する職員を育成すること

が重要である。 

区は現在、地方分権の推進、自治体役割の変容や少数精鋭化等に

対応するため、「人材育成基本計画」の策定に向け検討中である。人

材開発、人材活用のあり方について、組織的な共通認識のもとで、

長期的視点に立った取り組みを行っていく。 
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１１ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（１） 分野全体の成果指標にある「様々な媒体

による情報提供に関する満足度」「必要な

区政情報を入手できるとする区民の割合」

「区が実施する広聴活動を評価する区民

の割合」は、目標にもかかわらず、消極的

な数値目標を設定している。広報広聴活

動が、区民生活にとって重要だと認識する

ならば、こうした低い目標設定はありえな

い。 

成果指標の数値目標は現況を踏

まえて設定し、改善努力のステップ

を示したものである。指標は区政世

論調査で定期的に把握し、達成状

況を踏まえ目標値を見直していく。

※平成１７年度中野区政世論調査

では、「様々な媒体による情報提供

に関する満足度」31.1％、「必要な

区政情報を入手できるとする区民

の割合」27.9％となっている。 

区報、ホームページなど、各

広報媒体の特長を生かし、区

民が求める情報を適切に入手

できるよう改善に努め、数値

目標の早期達成を目指す。 

また、広聴活動で大きな割合

を占める専門相談の利用内容

を充実するなど、区民要望に

応えられるよう、事業の改善

に努める。 

（１） 

 

区報、ＨＰ、それぞれのターゲットが明確で

なく、相互の関係も明確ではない。読みや

すくしようという工夫や努力は随所にみら

れるが、ターゲットと戦略が明確でないた

めに、全体的な効果があらわれにくくなっ

ている。 

インターネットの普及により、区ＨＰ

の利用も急増しているが、区報に

取って代わる状況ではない。各媒

体は幅広い区民を対象にし、区民

が自ら選択あるいは組み合わせて

利用してもらうことを考えている。し

っかりとした広報戦略を持ち、各媒

体の特性を生かしながら、効果的

な広報活動に取り組む。 

区報については、区民が求め

る情報を、より分かりやすく提

供するため、紙面のリニューア

ルを行う予定である。 

区の広報活動については、外

部評価のしくみとして「広報品

質評価委員会」があり、その

意見等を参考にしながら改善

していく。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 「広聴相談」に関しては、システムも整い、

区民の声を吸い上げる環境にある。 

引続き、改善を図っていく。特に区

民の声を区政に生かすしくみがより

機能するよう努める。 

区民が「声」を寄せやすく、区

民にすばやく答えが返せるよ

う、「区民の声」のしくみを継続

的に改善する。 

また、「専門相談」事業につい

ては、利用率の低い外国人相

談などの利用率を高めるため

に改善を行い、ＰＲにも努め

る。 

（１） ＨＰは、リニューアルにより、以前の見にく

かったＨＰより、格段の見やすさ・使いやす

さとなった。 

引き続き、区民が活用しやすい運

営に努めていく。 

利用者の意見を反映し、引き

続き改善に努める。 

 
実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 区民の声を積極的に生かそうとする仕組

みが整っている。 

今後は「区民の声」を区政に生か

すことができるよう、しくみがうまく

機能するための工夫を行っていく。

「区民の声」の対応結果を、素

早く幅広く区民に提供するとと

もに、「声」を区政に反映させ

るため、より活用しやすいデー

タとして所管部（職員）に提供

するなど、工夫に努める。 

広聴広報分野  外部評価結果 Ｂ  評価のページ(別冊) ３６ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 区政世論調査は、その内容が各分野で生

かされているか、疑問が残る。外部評価の

際のレポートに通年で利用できるような調

査にすべきである。 

活用状況の有無は把握している。

今後は、より詳しく活用状況の把握

に努める。 

区政世論調査が区政の基礎

的データとして、多方面で活用

されるよう、各所管とも十分に

調整する。世論調査結果の活

用事例については、把握方法

を工夫する。 

（１） 総合案内に退職後職員を活用できたこと

は人件費の面で評価できる。 

実務の経験豊富な再任用職員等が総合案内業務に従事することに

より、案内を的確に行うことができ、区民サービス向上の効果は大き

い。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） ＨＰリニューアルなど、経費増大はいたし

かたなく、マイナス評価すべきではない。 

１６年度に行ったホームページのリニューアル経費を有効に生かすよ

う、今後も一層区民に役立つホームページの運営に努めていく。 

（１） 区報とＨＰのスタンス、ターゲットの住み分

けについて、まったく考えられていない。区

報を重要と考えるならば、あくまでＨＰはそ

の補完とすべきである。区報を一字一句そ

のままＷＥＢで展開するような試みがあっ

てもいいのではないか。 

区民が、自らの生活実態に合わせ

た方法で区政情報を入手できるよ

う、紙媒体の区報、電子媒体のホ

ームページ、それぞれの特性を生

かしながら、情報提供していく。 

ホームページには、区報に掲載し

ている情報はすべて盛込むように

している。 

区報の特長・役割を踏まえ、

わかりやすく見やすい紙面を

めざし、リニューアルを行う予

定である。 

ホームページは速報性や情報

量の制限が事実上ない、とい

った特長を生かし、すばやく詳

しい情報提供に努める。 

（２） 新聞を購読する家庭が減り、さらに区報を

読んでいるかどうかを確認できるすべがな

い今、読者を絞った区報の発行が必要で

ある。現在のままの区報を発行すること

は、経費の面からも検討をすべきである。

平成１７年度区政世論調査では、

約７割の区民が区報を読んでお

り、区政情報を提供する手段とし

て、区報が区の広報媒体の中心的

な役割を果たしていると考える。今

後も多くの区民に読まれるような編

集、配布体制の確保に努めていく。

区報の特長・役割を踏まえ、

わかりやすく見やすい紙面を

めざし、リニューアルを行う予

定である。 

 

（３） ＣＡＴＶとの連携、活用の状況が、まったく

明示されていない。事業としてはっきりと打

ち出すべきではないか。今後は、シティテ

レビ中野の積極活用が望まれる。 

シティテレビ中野の地域情報チャン

ネルへの情報提供は現在も行って

いる。今後も視聴地域の拡大を支

援し、災害時をはじめ区民への情

報提供の充実を図っていく。 

シティテレビ中野でより多くの

区政情報が放映されるよう、

今後も働きかけを行っていく。

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（４） 広報は、中野の良い面、文化的財産、観

光資源を発掘、伝達する役目も負ってい

る。が、残念ながら、現在の部署には、そ

の気概も戦略も意志もない。ＷＥＢなどを

活用し、「中野のＰＲ」「観光」に重点を置い

た施策を実行してはどうか。 

中野の良い面や史跡等について

は、ホームページの「わがまち中野

コーナー」に写真付で掲載している

ほか、区報でも「なかの散歩コーナ

ー」などに掲載するなどして、区民

に情報提供している。 

今後も、中野の良さを積極的

に広報できるよう、ホームペー

ジの内容充実と、区報記事で

の紹介に努める。 
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１２ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 平和・人権・差別を一分野にする姿勢には

検討を要する。 

平和な社会の実現には、他者を

思いやる人権意識の向上が不

可欠であり、両者は密接な関連

があると考えている。 

今後も、平和で安心して住みつ

づけられるまちと、誰もが人権問

題を理解している人権尊重の社

会の実現を目指して取り組んで

いく。 

（２） 分野全体の成果指標はどれも曖昧で、指

標としてふさわしくない。特に「地域団体が

主体となって実施する平和事業の割合」

は、分母自体でいかようにもなり、意味を

なしていない。 

平和・人権の仕事は啓発が主と

なるため、成果指標を設定する

のは大変難しいと考えている。こ

のため、適切な活動指標を検討

する。 

今後、事業推進のためには地域

団体や区民との協働が必要であ

るため、平和啓発資材の貸出し

件数などの適切な活動指標に改

善する。 

（３） 

 

「平和のつどい」アンケートは、集計の出し

方が曖昧で、指標にするには問題があ

る。 

アンケートによる満足度の出し方

については、指摘のとおりであ

る。 

指摘を踏まえ、「よかった」と答え

たものを集計するよう改善する。

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（４） 個性が差別につながる、いじめへ向かうと

いう実態を踏まえ、人権啓発活動にもまし

て、「差別」の意識を取り除く工夫が欲しい

差別は重大な人権侵害であり、

人権啓発活動の主要な課題であ

る。 

特に、次代を担う子どもたちを対

象に、学校単位の人権啓発活動

を通して、差別・いじめをなくす取

組みを積極的に行う。小・中学校

を対象にした人権作文、人権の

花活動をより拡充していく。 

（１） 

 

平和のつどいや企画展示、人権パネル

展、人権作文コンテストといった、例年の

事業をこなすことに精一杯で、新機軸をま

ったく打ち出せないでいる。 

毎年実施している事業について

は、問題点や課題などを検討し、

改善に努めてきた。 

参加者など区民の声を生かし、

事業運営に反映していく。 

（２） 地域団体や個人との協働をうたっている

が、それを実現する積極的な事業、こうし

た団体を育てようとする事業がない。 

地域団体等との協働について

は、平成１６年度から開始し、１７

年度からは本格的に推進するこ

ととしたものである。 

１７年度は、戦後６０年平和祈念

事業として、区民や地域団体に

企画提案を求め、運営にも参加

してもらうなど、協働の推進を図

っている。（平和のつどい、語り

部派遣、企画展示など） 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（３） 「広聴広報」の職員が当分野を兼務してい

ることが、この分野への対応を不十分にし

ているのではないか。 

広聴広報分野との兼務ではある

が、所管部署として責任を持ち

事業の推進にあたってきた。 

今後とも、人権擁護委員の活動

支援や平和事業の推進など、目

標の達成に向けた取り組みを積

極的に推進していく。 

平和・人権分野  外部評価結果 C  評価のページ(別冊) ４０ページ 
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（１） 平和のつどいや企画展示は、例年通りのこ

とが繰り返されているにすぎず、確たる実績

もあがっていない。 

毎年実施している事業については、参加者アンケートなどをもとに

問題点や課題などを検討し、１７年度には戦後６０年平和祈念事業

として、区民や地域団体に企画提案を求め、運営にも参加してもら

うなど、多くの区民に関心をもってもらえるよう改善に努めてきた。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 人権啓発活動は中学生しか対象にしておら

ず、「区民」を対象とする目標に対し、効果が

十分でない。 

人権啓発については、中学生の

みでなく小学校や企業への取り

組みを推進し、次世代を担うこど

もたちを中心に、幅広く区民への

啓発にも努めたい。 

人権週間における街頭啓発の

実施や企業研修への講師派

遣などを行い、幅広い啓発活

動に努めていく。 

（１） 人件費の削減が経費の節減とあるが、この

分析からは、事業として経費全体を見直して

いこうという視点が欠けていると思われる。 

平和事業については、基金の運

用益を活用し、効率的な事業の

推進を図っていく。 

今後も、平和のつどいや企画

展示などの平和事業の運営に

あたっては、経費について、区

民の理解を得られる事業運営

に努めていく。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て （２） 経費節減の工夫はとりたててない。 資源を有効に活用し、少ない予算で効果的な事業執行を心がけた

い。 

（１） 区政の根幹である広報の担当者に、性格が

まったく異なる教育・啓発的側面が強い平和

人権の分野を兼務していることは妥当では

ない。例えば、「男女平等」の分野を実務と

啓発とに分け、「平和人権」分野と統合して

新しい分野を立ち上げてはどうか。 

区政目標体系については、今後も常に点検を行いながら、必要な

見直しを行っていく。 

（２） 平和企画展示や平和のつどいに、どれほど

の効果があったのか、検証されていない。例

年通りの企画を繰り返すだけならば、中止も

検討する必要がある。企画展として継続する

ならば、区側が関与する必要はない。 

区が、平和や人権の課題について積極的に取り組むことは、自治

体としての基本的な役割と考えている。効果については、参加者ア

ンケートなどを通して検証を行っている。 

（３） 何をもって平和とするのか、何をもって人権

が尊重されているとするのか、活動内容から

はまったく見えてこない。理想はこうである、

という強い主張が必要なのではないか。 

価値観が多様化する中で、平和や人権の意義や大切さを理解して

もらうことが重要であると考えている。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（４） 全体的に、平和・人権・差別に取り組む姿勢

は、施策から読みとることはできるが、どれ

ほど、その重要性を意識して重点的に取り

組んでいるか疑問に感じる。 

基本構想では、中野のまちの基本理念として、「私たちは、すべて

の人々の自由と尊厳を守り、大切にします。私たちは、一人ひとり

の個性を大切にし、みんなの幸せを考えて行動します。私たちは、

地球的視野に立って、平和な世界を築き、環境を守り再生させ、次

世代の人々へ受け渡していきます。（以下略）」と定め、区はこうし

た中野のまちの実現に向け、課題に取り組んでいる。 

外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 
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１３ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 成果指標は適正といわれる

水準として幅を設けている

が、職員の目標値を達成し

ようとするモチベーチョンに

対してはマイナスになると

考える。平均値を上回り、

かつ中野区は確実にどれぐ

らいをクリアしていこうとす

るのかという視点から、目

標値を設定して欲しい。 

大筋は区としての目標値としているが、財政

の成果指標については、一部適正水準値を

視点に設定しているものもある。 

特に財政に係る目標値の設定につ

いては、現在策定中の１０ヵ年計画

の動向を見ながら改めて設定して

いく。 

（２） 談合の発生件数が０件であ

るが、「表に出てこなければ

よい」「常識的に言ってな

い」という発想から、「あるに

違いない」という発想に転

換して検討が必要ではない

だろうか。 

不正事実（談合等）が行われたことが発覚し

た場合には、「公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律」の規定により、

公正取引委員会、建設業許可行政庁等への

通知が義務づけられており、新たに「入札談

合等関与行為の排除及び防止に関する法

律」の施行により、いわゆる官製談合の禁止

を明確に規定し、発注者側においても不正行

為を行わないよう厳しく規制が求められてい

る。こうしたことから、成果目標の実績が０で

あることが最善であるが、談合をはじめ、契

約に関連した不正行為が、いつどのような形

で行われるか予測できないものであることか

ら、「決してあってはならない」といった発想で

設定しているものである。 

（仮称）「談合情報取扱要綱」また

は「基準」といったものを策定し、区

の発注する契約に係る談合情報に

関する取扱いを定め、区が締結す

るすべての契約に関して公正な競

争を確保することとする。さらには、

契約事務の新たなあり方といったこ

とから、平成１８年度の本格稼動を

目標として電子入札制度の導入に

向けた検討や、企画提案（プロポー

ザル）方式の整備、建設工事にお

けるＶＥ方式の導入など、経費節減

の効果も含めた、より適正かつ公

正な契約事務の確立を目指して取

り組んでいる。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

財政の健全化に向う中での

成果指標としては、区側の

努力はこのような事なのか

と理解するものの、区民側

からは、その努力によって

何が得られるのか？どのよ

うに暮しの質が高まるのか

がイメージできない。区民

側に立った視線で将来像や

成果指標を見なおす必要

がある。 

用語の解説等は必要と考える。 公表に際し、用語等の解説を付け

加える。また、％ではなく、金額で

示すことのできる財政調整基金積

立額は金額に指標を変更する。 

財務分野  外部評価結果 B-  評価のページ(別冊) ４４ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 

 

分野全体としての連携が想定しにくい

分野である。その点では、効果があった

施策とそうでない施策に分かれる。 

財務分野の３施策とも主として管

理的な仕事であること、また各施

策の業務が独立していることか

ら、分野全体としての連携が取り

にくく、当然成果にもバラツキが

生じるものと考える。 

分野がひとつの目標に向けて成果

を表わしていくには、施策の分野と

しての位置づけを見直していく必要

がある。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 行政サービスの後方支援的な立場との

説明が多々あったが、現状の財政状況

を考えるなら、むしろ健全な財政になる

まで、しっかりと旗振り役に徹する必要

があると考える。各分野の「支援」という

曖昧な形での仕事の進め方は、中野の

財政を考えれば、オーバースペックであ

る状況は否めない。各分野の事業内容

まで、コスト意識を持って、区民財産を

守る立場に徹して欲しい。 

事業部制を推進しているうえで

は、各部が現状を認識し、健全

化に向け努力していくことが必要

である。財政の立場では現状ど

おり後方支援の立場しかとれな

い。 

事業部と各財務分野の担当が予算

事務等のやりとりの中でコスト意識

の啓発を図っていく。 

（１） 今後、中野区が公会計の発想で財政を

公開していくならば、土地開発公社の

「簿価」という用語は適切ではないの

で、きちんと今後のために整理しておく

必要がある。 

区が土地開発公社から土地を買

い取るときの額を表すものとして

「簿価」という表現を取っている

が、区民にとっては判りにくい表

現と思われる。 

「金融機関からの借入金」等の表

現に改める。 

（２） 予算を組むことに重点があるとのことだ

が、予算の結果分析を徹底的に行うこ

とを要望する。経済情勢など絡み合わ

せれば、必ず反省点はでてくるだろう。

このフィードバックが、適正な予算を可

能にし、職員モチベーチョンを高める効

果も果たすと思われる。 

予算の結果分析については、決

算及び予算編成時に各部が行っ

ている。 

今後の予算・決算に生かせるよう、

引き続き各部に対し、結果分析を

行うことを働きかけていく。 
実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 他区が行っている、従来から行われて

きたからというような理由や判断ではな

く、いかに総花的ではなく、ポイントを絞

った予算執行が可能な状況を作り上げ

ていく事を財務分野としては、しっかり

行っていく事が必要である。 

 

ポイントを絞った予算編成は従

前より財務分野より各部に見直

しを求めているところである。 

区全体で引き続きポイントを絞った

予算編成に努めていく。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 「財政」については、積極的に計画的な

人員削減など、得られているものは大

きいようだが、契約・入札に関しては外

部との接点が多く、従前を引き継ぐ方法

では、経費節減は経常的に難しいとい

う回答しかありえなくなる。 

経費節減とより適正な契約事務

のあり方といった観点から、特命

（業者・製品指定）による随意契

約を見直し、原則として、可能な

限り競争入札等に切り替える必

要がある。 

成果目標に特命（業者・製品指定）

による随意契約の縮小・削減を新

たに設定する。また、特命随意契

約のあり方についての基準・指針と

いったものを新たに策定し、庁内へ

の周知を図る。 
経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 他の分野に対してのコスト意識の徹底

と実践を図る努力を行うべきである。細

かい経費節減の積み重ねを身をもって

財務分野として示していく必要がある。

予算編成の権限が各事業部に

あるため、財政担当として細かな

見直しまで助言することが困難

な状態となっているが、他の各部

門に対しては、各事業部の予算

見積もりに際してコストの低減化

を図るよう強く要請しているところ

である。 

各事業部において更にコスト意識

が高まるよう、予算編成を行ってい

る部経営担当者に対し、区の現状・

事業のあり方を区長室とともに示し

ていくよう努力する。 

（１） 財政・契約・財産管理を一つの分野とし

ているが、相乗効果を挙げる枠組みで

はないように見受けられた。財政と土地

開発公社という別のものを一つに扱っ

ているという印象である。入札や土地開

発公社の位置づけを再考いただきた

い。 

財務分野は、財政担当と契約管

財担当がそれぞれ独立していた

組織が合体してできた組織であ

る。予算編成分野と財産管理と

いう別個のものが一つの分野と

なったことに無理があったと思わ

れる。 

区の土地や建物の管理、土地開発

公社保有地の取得・処分に係る業

務及び契約事務については従来ど

おりの契約管財として独立した分

野とし、財政担当は企画的事務と

の関係が強いことから経営分野の

組織として位置づけることについ

て、区全体の組織バランスを見て

考えていく。今後の組織再編の際

に見直しを図るよう組織担当に働き

かけていく。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 
（２） 土地開発公社の経営健全化計画が 17

年度で一区切りとなるが、その後の対

応策が出されていない状況では、事後

処理的な対応が更に遅れる危険性が

あるゆえ、適切な対応策が必要であ

る。 

土地開発公社保有地の買い取り

については、財務分野が自ら判

断して買い取るものではなく、区

の事業計画及び事業決定に基

づいて行われるものである。 

現在策定中の１０か年計画におい

て、施設配置の方向性が明らかに

され、事業計画が決定した段階で

買い取りを行っていく。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

総
合
評
価 

（３） 従来からの用品調達の方法や納入先、

価格の交渉を含め、庁内一丸となって

コスト管理に取り組むべきである。机の

引出しのチェックから、使ってないボー

ルペンや消しゴム集め、使えるものから

使用していき、無駄な購入を押さえてい

く努力は、民間では当然の動きであり、

一部の都立高校でも行われている状況

である。中野方式を早急に組み立てる

必要がある。 

経費節減対策としての用品調達

の方法、納入先及び単価設定な

どは、収入役室、いわゆる出納

機関が全庁的な物品管理の観

点から「用品基金」を設立して、

その役割を担ってきた。 

出納機関では平成１６年度に用品

基金を廃止し、物品の調達は各事

業分野で行うことに変更した。指摘

については事務の所管である出納

機関に通知するとともに、コスト管

理全般に渡って区全体で徹底して

いく。 
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１４ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 区有施設の老朽化が進む中、

施策目標を立てることが困難な

分野であると思うが、故障発生

件数の目標はゼロであってほし

い。指標として数値的に変化が

見え、効果が上がったと思える

ような目標とすべきではないか。 

故障発生件数は、０件である

ことがのぞましいが、施設の老

朽度を勘案すると希望的な目

標値になってしまう。指標とし

て現状がどうなっているか目

に見えるものに変更する。 

目標指標を故障発生件数から、本庁舎の

「環境衛生管理基準の確保」に変更する。設

備機器類の適正な運転管理のもと、環境衛

生基準のクリアーに努め、区民から愛される

本庁舎を目指す。 

（２） 予算措置内で、可能な維持管理

が行われているが、ファシリティ

マネジメント（施設機能を最大限

に活用できるように管理する）の

立場で、施設の維持管理や性能

保持を行っていく分野目標や成

果指標を設定し予防処置的な立

場での対応を期待する。 

できる限り予防保全の対応を

実施する。 

限られた予算の中で事後保全から計画保全

へ移行するため大規模施設の計画保全に取

り組みを始めた。今後、この予防保全の件数

を増やすよう早めに計画保全のルールを決

め、指標の見直し行う。計画保全の対象施設

は、大規模施設、その他の施設、対象としな

い施設の３区分とし、18 年度は、統合新校の

整備(２校分)開始及び中野区保健所内装改

修・かみさぎ特別養護老人ホームの空調改

修の設計を予定している。 

（３） 

 

区立施設の再編などを控え、長

期的スパンで保全計画を立て、

区所有施設の現状と将来のカル

テを早急に作成する必要があ

る。 

区有施設の大規模施設とその

他の施設及び学校等カルテつ

くりを実施する。 

施設の現状カルテは、区長部局施設につい

ては完了している。教育施設は、今年度（１７

年度）調査委託を行っており、今年度中には

完了する予定である。この現状カルテを基

に、その処方箋を明らかにし、施設の長寿命

化につながるカルテを完成させる予定であ

る。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（４） 健康・バリアフリー対策基準を設

定し、計画的対策を行なってい

ることも施策や目標に掲げても

よいのではないか 

健康・バリアフリー対策は、施

設整備の一部であり施策や目

標に掲げるのは困難であると

考える。 

平成 17 年度は、健康の一分野であるアスベ

ストが社会問題化した。健康・バリアフリーの

基準を見直し、アスベスト対策については、

来年度までに終了することにした。今年度バ

リアフリー対策について年度別計画に基づき

対応していく。 

営繕分野  外部評価結果 B  評価のページ(別冊) ５０ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 

 

緊急度 A 評価の実施率が増加

し、目標達成ができた点は評価

できる。しかし、単年度の対応で

はなく、時間軸に落としたトータ

ルな修繕計画の把握をベース

に、適正な予算執行を行い、効

果を上げていく必要がある。 

緊急度のみの対応ではなく、

長期施設保全計画の大規模

施設改善も年度別（時間軸）

計画に基づき改修を行ってい

きたいと考える。 

施設規模別の修繕部位を選択した上で、

長期施設保全計画を策定する。その上で、

予算の長期施設保全計画分と緊急度対応分

の比率を検証し、適切な年度ごとの比率を選

択中である。 区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 中野区独自の点検マニュアルや

性能チェックなどの活用で修繕

箇所の早期発見につながり、安

全な施設運営が行なわれている

ことが伺える。 

マニュアル等の説明会を今後も定期的に行い、施設管理者は安全な施設運営

が行えるように技術援助をしていく。その際ファシリティマネジメントの視点から

の研修も取り入れることにする。 

（１） 各種点検やデーター管理により

故障件数を減らす一方で、緊急

度Ａ評価により緊急度の高いも

のから改修工事を行う等評価で

きる。 

緊急度工事については、今後も適切な現状把握のもとにプライオリティーを明

確にする一方、計画保全にも力点をおいた対応を図り、高い区民満足度が得

られるような施設管理に努める。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 本来補修をすべき事項も、財政

的な優先順位や統廃合の可能

性による見送りが多く、建物や

設備の性能確保や維持管理

は、積極的に行われていない状

況である。 

施設の整備は、部位ごとに耐用年

数が異なる。この部位を適切な時

期に補修し、ある程度の年数経過

後大規模修繕を行うことになる。施

設の機能確保、建築物の安全確保

時に快適性も含め出来る範囲で積

極的に実施していると考えている。

緊急度工事とのバランスを図りつつ計

画保全に転換することにより、予算執行

の平準化と効率化を図リ、確実でローコ

ストにつながる施設管理を実現する。予

算（要求）に占める緊急度の比率は、平

成１８年度は５５％まで低下してきてい

る。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 大きな問題や不都合に陥ってい

ない状況であるが、このままの

体制では、今後大きな不具合、

機能低下が予想されるゆえ、ト

ータルでの維持管理コスト、内

容、時間的対応を把握していく

事が、急務である。 

大きな不具合、機能低下に陥らな

いよう現状調査や緊急度評価を実

施している。しかし、ご指摘のような

危険は拭いされないと認識してい

る。 

現在、全ての区有施設について長期施

設保全計画を策定しているところであ

る。保全計画が明確になることにより、

執行体制もアウトソーシングが容易とな

り、予算執行の効率化も図れる。さら

に、施設の機能維持も可能となり維持

管理コストの低減化もトータルで図れる

ようになる。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 営繕分野での要求～予算化～

執行という流れが作られたこと

で、緊急度 A 評価対応はできて

きているが、予算執行時の更な

る厳格なチェック機構を働かせ

て、コストを押えながら、着実に

効果的な執行が可能な状況に

すべきである。 

長期施設保全計画と緊急度評価による改修工事の比率を検討し、長期施設保

全計画の実施により各施設の寿命を延ばし、ライフサイクルコストの削減に努

める。その際、VE 制度を導入するなど、技術的な側面からのチェック機能も積

極的に活用し、低コスト化を実現する。その一環として、１８年度はインインハウ

スコスト削減委員会（営繕分野内）を設置することにしている。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（１） 老朽化していく施設を安全で快

適な施設として維持していくため

に、中野独自の点検マニュアル

やチェックシートなどを活用し、

長期施設の保全計画に基づく計

画的な保全が定着していること

から、施設の維持管理がきちん

となされていることが伺えるが各

施設の耐久年度の把握や費用

の算出、改修内容の吟味を行

い、長期施設保全計画を早急に

チェックする必要がある。また、

今後は、すべての施設で長期保

全計画が立てられると思うが、

学校に対する安全点検（問題に

なっているアスベストも含め）も

重視して欲しい。 

営繕分野は、１６年度は一人の執

行責任者で安全で快適な区有施設

という分野目標に取り組んできた

が、１７年度は、「区民から愛され親

しまれる区有施設」の目標に変更

し、体制も次の４つの施策を掲げ

た。（１．計画営繕、２．施設営繕、

３．教育営繕、４．環境営繕）これに

より、区有施設、教育施設の別なく

総合的な区有施設の整備に取り組

んでいく。 

区長部局の施設は、性能点検等のデー

ターを活用し長期施設保全計画の策定

を行う。大規模施設については、既に保

全計画を策定しているものもあり、これ

からつくる計画と合わせて、毎年行う性

能点検や安全点検に基づいて、計画の

チェックを行い、適宜適切に見直しを図

ることとにしている。アスベストについて

は、昨年策定した基準の見直しを行い、

飛散性のあるものは、平成 18 年度まで

に改修工事を完了することとした。また、

学校施設再編計画の実現に向けた技

術職員の横断的検討組織を設置し、現

在、統合新校等の整備基準等の策定を

進めており、その中で学校の防犯、防災

対策など児童生徒の安全確保のための

取り組みも含めて確実に行う。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（２） 財政上大きな負担になりかねな

い部分を有しているゆえ、事後

処理的な対応から、予防やスケ

ールメリットを考えた善後策を十

分に把握し、実行に移していけ

る体制づくりが急務である。 

１７年度の分野内体制は、上記４執

行体制に移行している。また、アウ

トソーシングのルールつくりの検討

も行う。 

予防保全を実現するために計画修繕に

転換することで財政の効率化と平準化

に努め、計画の実施にあたっても、執行

体制を民間に移行するなど、小さな組織

で最大の効果が発揮できるよう持続可

能な体制の整備に努める。 
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１５ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 目指すべき将来像の三点について、その相違

点がわかりにくい。まさに“区民の立場”でわか

りやすい表現にしていただきたい。 

区民に分かりやすく簡便な表

現にする。 

区民の立場で、簡便で分かり

やすい表現に変更した。 

（２） 分野全体としての成果指標がわずか一つであ

る。究極的には、その一点に集約されるという

考え方もあろうが、もう少し多彩な指標で評価

を行うことが求められる。 

他の指標も設定する。 「経営感覚、政策形成能力開

発等時代の変化により職務に

必要となった能力開発・学習

を主体的に行った職員の割

合」を新たな指標として加え

る。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

各施策の成果指標については抽象的な表現

が散見される。その意味するところを区民にわ

かりやすく表現することが重要である。 

表現を改善する より具体的な表現に改めた。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

「人事の問題は行政の核心である」と言われる

ように、公民問わず組織運営の根本を形成す

る重要な分野である。そうであればこそ、人事

分野の効果は当該分野内のみで判断できるも

のではない。しかし、中野区で行っている様々

な取り組みは、組織運営改善の取り組みとして

はおおむね評価できると考えられる。 

平成 18 年度も引き続き取り組

んでいく。 

同左 

（１） 分権時代では基礎自治体における政策能力

が問われ、各分野における専門知識の蓄積が

肝要となる。その点で、事業部制を構築し、職

員の人事異動を原則事業部内とし、各分野の

エキスパートを育成しようとする試みは評価で

きよう。 

平成 18 年度も引き続き取り組

んでいく。 

同左 

（２） (1)における事業部内の人事異動だけに限定

せずに公募制を導入していることも、併せて評

価できよう。 

平成 18 年度も引き続き取り組

んでいく。 

同左 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て （３） 職員の能力開発に関連し、既存の職員研修だ

けでなく「自主的に申し出る研修」として行政大

学院への派遣等が試みられているが、大きな

コストを要することでもあり、その実施に際して

は、区への貢献度を十分精査する必要があろ

う。 

昨年度末に要綱制定したばか

りで実績がなく、効果測定にま

で至っていない。区への貢献

度の精査は、当然行なわなけ

ればならない。 

１９年度(３年経過後)に費用対

効果を検討し、必要な場合は

見直しを図る。 

人事分野  外部評価結果 A  評価のページ(別冊) ５４ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 職員研修については、今後も費用対効果を考

慮しつつ、適切なプログラムを構築する必要が

ある。 

今後も費用対効果を考慮し、

中野区にとって必要な人材の

育成に努める。 

内部講師の活用や研修プログ

ラムの重点化などにより、費

用対効果の高い研修を進め

る。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 職員の福利厚生については、全国的に住民の

目が厳しくなってきているので、個別事業の必

要性を再検討する必要がある。 

区民の理解が得られるよう見

直しに取り組むことは必要なこ

とである。 

廃止、縮小など事業全般にわ

たって、見直しを行う。 

職員の健康管理について、産

業医を活用し健康管理を行

う。 

（１） 事業部制の導入は、当然のことながら最終的

には区民サービスの質の向上という結果として

その効果が評価されなければならない。しか

し、効果は短期間では明らかにならない。事業

部制が自己目的化しないように、常に適材適

所を念頭に置いた人事システムを構築すること

が重要である。 

適材適所を念頭においた人事

システムを構築していく。 

平成 18 年度の人事異動で

は、昇任時異動を主任主事職

選考合格者のほか、係長職選

考合格者も対象にくわえ、自

分の意思で部間異動ができる

ようにし、昇任者の意欲を高

めた。 

また、新規採用後10年未満の

職員の人事異動では、従来人

事担当が分野や担当まで決

めていたものを、分野や担当

は各事業部長が配置すること

に変更し各部の権限を強化し

た。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（２） 職員の潜在的な能力を発揮させ、その意欲を

向上させるために、定型的な研修だけでなく職

員の自主的な政策研究をバックアップする仕

組みを構築することが必要である。 

地方分権に伴う職員の政策形

成能力の必要性、効果的な能

力開発のために職員の自主的

な政策研究をバックアップする

仕組みを構築する必要があ

る。 

政策に関する自主研究グルー

プの活動を支援する。 
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１６ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） IT 推進に１０億３千万円が予算執行さ

れ、整備が進んでいるものと予想する

が、社会がますます高齢化することを

考えると IT 化された手続きが区民の便

宜性を高めるとは言い切れず、情報漏

洩のリスクもある。その意味で、区民に

とって具体的に何がどう便利になり、５

年後１０年後、それがどう役立つのかが

明確に説明されていない。目標設定に

関するアカウンタビリテイが必要であ

る。 

情報化推進分野の役割は、電

子区役所の構築や地域情報

化などの情報基盤の整備であ

るため、当分野、施策の目標

を具体的な形で設定すること

が難しい面はあるが、情報基

盤整備の意義をできる限り区

民に分かりやすい形で説明し

ていくことは重要である。 

情報化推進分野の目標について、ＩＴ

を活用することにより、５年後、１０年

後の区民生活がどのように便利にな

るのかという視点から区民に具体的

に説明できる形に改める。 

分
野
全
体
に
つ
い
て （２） 地域ＩＴ施策の目標では、情報ネットワ

ークを活用した区民間の意思疎通や多

様な区民参加をめざしている。成果指

標は、別の分野や施策である「情報公

開」や「広報」で活用すべきものと思わ

れる。目標がまったく具体的なものとな

っていないため、成果指標が設定でき

ていない。 

区の地域ＩＴ施策は都市型ケー

ブルテレビ事業を中心に行っ

てきたが、２０１１年７月の地上

デジタル放送完全移行後は地

域情報化が新たな段階に入

る。このため、地上デジタル放

送完全移行後の事業展開を

見すえた形で地域ＩＴ施策の目

標を設定する必要がある。 

施策の目標について、デジタルテレビ

の双方向性と都市型ＣＡＴＶの活用に

より区民生活がどのように向上する

かという視点から具体的に説明できる

形に改める。成果指標は、「コミュニテ

ィチャンネルの視聴可能世帯数」と「Ｃ

ＴＮのサービス提供可能世帯数」（新

規追加）の２つとする。（他の２つの成

果指標は削除する。） 

（１） 

 

情報基盤については、内部管理事務シ

ステムを中心に、ほぼ達成できたと思

われる。 

－ 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 
（２） 電子手続きについては、PR 不足がある

のか、あまりにも利用件数が少ない。 

利用件数が少ない原因は、利

用可能な手続が限定されてい

ること、及び住民票等の電子

申請を行っても手数料の支払

いに窓口に来庁する必要があ

るなど電子申請で手続が完結

しないため利便性が少ないな

どの理由が上げられる。 

電子申請の説明会を実施した後、全

分野にヒヤリングを行い、申請件数が

多く区民の利便性が図れる手続につ

いて、優先的に電子申請対応してい

く。手数料が必要な手続については、

手数料を電子納付することにより、郵

送で住民票等が受け取れるなど、電

子納付制度（マルチペイメントネットワ

ーク）の活用を図っていく。（平成18年

度実施予定） 

情報化推進分野  外部評価結果 B-  評価のページ(別冊) ６０ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（３） 情報の安全対策について

はまだ不十分であり、職員

の意識とスキル向上や緊

急対応について真剣な準

備が望まれる。 

ご指摘のとおり、区としても積

極的に情報安全対策を実施す

る必要があると認識している。

自己点検（チェックリスト）、点検結果分析による

対応策の実施、職員全員を対象にした e－ラーニ

ング方式の研修など実効性の高い安全対策を実

施するとともに、着実に情報安全に対する職員の

意識を醸成していくよう施策展開していく。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（４） 地域 ITやコミュニティチャン

ネルが整備されてきたこと

は進展であるが、実際には

どう活用されているのかに

関して明確でない。イベント

の紹介のようなものとしてし

か地域ではとらえられてい

ないように思われるので、

区民にどういうメリットがあ

るのか明確に発信する必

要がある。 

これまでの映像情報のあり方

を再検討し、区民がほしい情

報をどのようなチャンネル（メ

ディア）で伝達していくか検討

していく必要があると考えてい

る。 

ＣＴＮとの連携強化（委託範囲の見直し、ケーブル

テレビの特性を生かした活用方法の共同研究な

どによる）を図るとともに、区の広報情報だけでな

く、地域に密着した生活情報など情報コンテンツ

の充実を実施していく。また、情報を区民生活に

役立ててもらうために、これらのＰＲ、周知方法

（区報やインターネット HP など他のメディアも活

用）を検討していく。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（１） NEC、IBM などの大手ベン

ダーだけでなく、外国企業

などを活用した例などを調

査し、人件費を含めた総コ

ストの削減目標を設定し

て、抜本的なコストダウンを

図るべきではないか。 

外国企業などを活用しコストダ

ウンを図った事例については、

承知している。しかし、区の中

央電算が担当する基幹系情

報処理のシステムについて

は、そのほとんどが職員の総

力をあげた独自開発であり、き

め細かな区の施策にも対応

し、また事務改善効果も大きく

なるよう営々と改善努力を重

ねてきたものである。したがっ

て、上述の事例と同一に論じ

ることはできないと考えてい

る。 

総コストの削減の選択肢としては大きく分けて、

「既存の情報システムを適切に改修しながら使

う」、「アウトソーシングを含めて新規調達をはか

る」、の２つが存在する。ここで、後者の対象とな

るのは、丸投げ外注などによりブラックボックスと

なり、必要に応じた改修ができなかったり、高額な

費用がかかるようになったシステムである。しか

し、当区の基幹系情報システムは業務とシステム

の両方に精通した職員が開発・改修してきてお

り、この例にはあたらない。また、近年のインター

ネット系（Web 系）の情報システムとの連携につい

ても、対応する技術を必要に応じて取り込んでき

ている。また、こうした努力＝専門知識の修得が

ベンダー各社との対等な交渉を可能にし、今後の

各種情報システムの調達にあたり、適切なシステ

ム設計とそのことに基づくトータルコストの圧縮を

図っていくことに生かされうる。今後は、これらの

直営のメリットを生かしながらさらに一層トータル

コストの削減を図っていく。 
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実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 経費削減については、既に大量一括処

理の事務については実施済みであり、

情報共有や活用を目的としたシステム

が主となっているとの説明であったが、

システム導入には経費削減効果を求め

るのが基本ではないか。経費削減以外

の効果については、情報共有などがあ

げられているが、情報共有の目的と具

体的な内容や効果が示されておらず、

成果指標も適切に設定されていないた

めおらず評価ができない。 

平成１４年度以降、情報共有の手段と

して順次庁内情報システムのインフラ

を整備してきた。指標として、インフラ

の整備状況を掲げているのは、情報

共有の手段として端末や情報システ

ムの整備等が重要と考えているため

である。平成１３年度を初年度とする

電子区役所実現３か年プログラムに

基づき導入を進めてきた庁内情報シ

ステムについては、システム化による

事務の効率化や紙文書の削減、電子

決裁によるワークフローの管理などを

目的にしており、導入後数年を経て初

めて実質的な人員削減効果及び経済

効果が顕れる性質のものである。 

ＩＴに関する基盤整備は、一般

的に特に経費節減のみを目的

とするものではなく、情報基盤

の整備を行うことにより、行政

サービスの質的向上を目指す

ものである。そのために、メー

ルやブラウジングなどのインタ

ーネット環境、庁内情報ネット

ワークの利用状況を指標とす

る。なお、情報基盤の整備とと

もに各事業部門で業務改革を

行うことにより、経費節減効果

が顕れることになるので、経費

的効果の測定方法について調

査・検討を行っていく。 

（１） システムのハード、ソフトに関して、はじ

めから発注先を任意に選ぶ随意契約

（地方自治法では例外扱い）で執行され

ているため、契約の競争性や透明性が

担保されていない。競争原理が働かな

いことは、一般的には相手の希望価格

に沿うことになり、高コストと言われてい

る。経費の削減に尽力されたのかもし

れないが、手続きからすると立証が困

難であり不明ともいえる。受託企業は現

実には更に外注することが多いので重

層的外部委託になっていないか。責任

体系を確保しながらもできるだけ競争

原理が働く契約方法を促したい。 

中央電算が担当するシステムについ

ては、ハードおよび基本ソフトを随意

契約している。これは、そこで稼動し

ている応用ソウトウエア（＝個々の業

務システム）が、それらのハードおよ

び基本ソフトの上でのみ稼動するとい

う性質上やむを得ないものである。た

だし、賃貸借契約にあたっての契約

先は入札にかけており、一定の競争

原理は働くよう努力している。一方、

庁内情報系のシステムについても、プ

ロポーザルを行い、その提案内容・必

要となる経費を総合的に検討して決

定したものである。ハードウェアに関

しては、入札により導入を図ってお

り、どちらも競争原理が働かないとい

う指摘は正確ではない。 

現時点では基幹系情報処理

システムの再構築について調

査検討を進めているところであ

る。具体的には税情報に関す

る統合システムの刷新に向け

て基本的な方向性の策定に着

手したところである。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 契約の競争性や透明性が区民には感

心が深く、専門性の高い分野であるが

他の分野のようにプロポーザル方式に

出来ないものか。委託する側にも受託

企業の SE 以上の優れた能力が求めら

れるが、充分にその価値があると考え

る。 

庁内情報システム（内部事務管理シ

ステム）については、平成１４年度に

業者選定委員会を組織し、プロポー

ザル方式で委託先を選定しており、経

費面や機能面で優位性のあった企業

が選定されている。 

今後も新規のシステム開発が

発生した場合はプロポーザル

方式など、競争原理の働く方

式で委託先を選定する予定で

ある。 
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（１） 情報化推進は多額のコストを投入

する割には、人件費など経費の削

減に中々結びつかないし、具体的

にいかなる成果がもたらされたの

か、必ずしも説明しきれず、IT 推進

自体が目的となることもよく見られ

る現象である。例えば、中野区の

保健予防部門で実施される乳幼児

の予防接種は、接種別、年齢別デ

ータは集められた帳票による手作

業なので、結局詳細を抽出・分析し

ていないとのことである。データが

なければ成果指標にすることもで

きず、こういう重要な事務事業に IT

が及んでいないことは大変残念で

ある。 

人件費を含めた総コスト節減を目的

にシステム導入を進めていると考えて

いる。例示については、担当分野が

自分たちの仕事の進め方をどのよう

に考えるかであって、情報化推進分

野の役割をご理解いただきたい。 

情報化推進分野の役割は、情報通

信技術を活用し、多様な行政ニー

ズに対応し、質の高い行政サービ

スを提供するとともに、効率的かつ

効果的な情報化を推進するため、

①中央電算（ホストコンピュータ）を

活用したシステム開発、維持②庁

内情報ネットワークシステムを中心

とした基盤整備及び運用③サー

バ、パソコンを使ったシステムなど

の導入時の支援、助言④区の電子

計算組織を円滑かつ適正に運用す

るため、区全体的な視点に立った

システム導入の判断などを行って

いる。なお、投資効果については、

区民の理解が得られるよう可能な

限り数値などで明らかにしていく。 

（２） また、組織改正がある都度、自分

の部署では前年データがないから

コスト比較ができないと回答する部

門が多いが、データを仕事（事業）

別にする、または大きな部門で共

有するなどして組織改正後も活用

できるようにすべきである。さもな

いと、折角の IT 化がコスト削減に

連動しないことになる。 

財務会計システム稼動以前は、各所

属において手作業で予算編成を行

い、紙伝票により会計処理を行ってい

たため、大規模な組織改正等があっ

た場合、前年度のデータを新組織の

形態に合わせた状態に加工しなおし

て引継ぎを行うということは、年度末

の事務繁忙期に膨大な作業を行うこ

とになり、事実上不可能であった。 

平成１７年度に財務会計システム

が稼動したため、基本的に各執行

データは新組織へ引継ぎが可能で

ある。例外として事業そのものを組

替えたことにより、データとして「廃

止」「新規」の扱いである場合には、

これまで同様データ比較ができな

いため、手処理とならざるを得な

い。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） ＩＴ化が自己目的となることなく、全

庁的な視点でニーズと優先度を正

確に把握し、合理的で現実的な計

画により推進を図って欲しいもので

ある。 

ＩＴ技術の進歩が激しく、また、政府に

よるｅ－Ｊａｐａｎ構想など、外部環境と

の整合性を踏まえ、区が整備していく

べき情報通信基盤の全体像を示すと

ともに、これを効率的、効果的に進め

ていく。 

 

区の経営計画である基本構想、１０

か年計画を推進するうえで区が整

備していくべき情報通信基盤の全

体像を示す（仮称）情報化推進計

画を検討中である。これにより、区

は区民の暮らしや活動を支援する

身近な自治体として、より区民の立

場に立ったサービスの向上と地域

の活性化を図っていく。 
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１７ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（１） 成果指標としては、ほぼ網羅している

のではないかと思うが、過去神戸の震

災を振り返った時、国、都、区の円滑

な連携や各専門省庁との役割分担、

ライフラインといわれる水、ガス、電

気、トイレなどの事前手配に至るネット

ワークの構築まで目標や成果指標に

考えておく必要があるのではないかと

思料する。 

国（各省庁）との連携について

は、都との役割分担の中で整

合性を図る。ライフライン関係に

ついては、業務のあり方ととも

に活動指針を示すことにする。 

関係機関とは、防災会議によ

り、連携を図っている。 

防災会議の議論を経て、地

域防災計画を修正する。 

（１） 

 

あらかじめ掲げられた成果指標による

と、自治体一般レベルでなされる一通

りの効果は出ているものと考える。 

一般レベルの成果に満足する

ことなく、上のレベルを目指し見

直し改善を図る。 

訓練内容を見直し、意思決

定訓練を増やすようにす

る。 

（２） 災害対策について、物資と施設整備

はできても「適切な救援・救護体制」は

タテ・ヨコの連携が前提なので、この先

用意周到な準備を要するであろう。 

災害時に物的資源を十分運用

できるような救援・救護体制を

確立する。 

総合防災訓練にタテ・ヨコ

連携のメニューを取り入

れ、適切な救援・救護体制

を整備する。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（３） 地域防災について、防災訓練住民参

加率、防災訓練実施地域防災住民組

織率など努力に対して目標に達してい

ないことが残念である。防災訓練の参

加者も前年対比で減少している。 

防災訓練への参加が防災意識

を高め、災害に強いまちづくり

にとって重要であると認識して

いる。 

「防災だより」などを活用

し、幅広く防災への関心を

高める。 

（１） 被災地における、被災者のプライバシ

ー配慮や衛生環境対策など、あらかじ

め行動ルールを定め周知しておくべき

テーマについて、記述がまったくない。

避難所生活でのプライバシー

や衛生環境対策などについて、

行動ルールを定め周知するよう

にする。 

避難所ごとに作成する避難

所運営マニュアルに明記す

る。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 防災情報システムとは、地域における

自治活動を重視しているのか、官公

庁における管理活動を重視している

のかが不明。地域における災害対策

として、何を重視しているのかが不明

確である。同システムは、誰が、何の

ために、何を、どの程度活用するもの

なのかが示されていない。 

防災情報システムを通じ、区民

などがどのような形で災害関連

情報を入手できるのか明確に

する。 

区民等に災害関連情報を

伝達する仕組みを拡充す

るとともに、周知する。 

防災分野  外部評価結果 B  評価のページ(別冊) ６６ページ 
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実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 地域防災について、防災講習会などのイ

ベントはマンネリ化傾向にあるのではない

か。コミュニティをいかに再生するかという

大きなテーマと結びつけて検討すべきもの

と考える。 

地域に存在する人的資源と

の連携を図り、防災行動力

を再生する必要がある。 

事業所や中学校等に人的

資源を求め、昼間の防災

行動力を確保する。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 備蓄食品について、保存期間５年の乾パ

ンから10年更新のクラッカーに交換するこ

とで、逆に経費が増加した。但し５年ごと

の交換の手間が省ける分、長期的な経費

節減を新たな防災事業に生かして欲し

い。 

災害の教訓を生かすととも

に、新たな防災事業にも的

確に対応していく。 

備蓄物資の廃棄について

も、経費削減を図っていく。

（１） 「自助・公助・共助」において、公助は物理

的設備を中心に比較的分かりやすい準備

が可能であるが、自助と共助は地域社会

に生きる人の意識に根ざすものであるの

で、この基盤が無い災害対策は「絵に描

いたモチ」になりかねない。コミュニティの

再生に向けて、防災分野のみならず、全

庁的な取り組みが重要ではないだろうか。

コミュニティ形成について

は、各分野が一体的・効果

的に取り組む必要がある。 

災害要援護者の支援につ

いて、他分野と連携・調整

を図りながら取り組む。 

（２） 防災に関する講習会など、これまでどおり

の町会中心型では、60代、70代の高齢者

中心で底辺が広がらないし、イザという時

の機動力に不安が残る。防災訓練に集ま

る区民も高齢者ばかりが目立つ。神戸や

新潟や九州での災害時、全国からかなり

多くの若者ボランテイアが集まった事実を

考えると若者が必ずしも無関心ではない。

若い人たちが自ら参加するような方法、仕

組みづくりを住民と共にまさに協働事業と

して考えられないか。 

高齢者の経験や知識を有

効活用するとともに、若者

が即戦力として、防災に興

味を持ち、参加できるような

仕組み考える。 

社会福祉協議会と連携し、

災害ボランティアの登録者

数の増加を図る。 
分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） 関東大震災が計画のベースになってい

るとのことだが、神戸や新潟等の大震災

の分析から計画をさらに充実して欲しい。

地域防災計画のベースは

平成９年８月公表の「東京

における直下地震の被害

想定に関する調査報告書」

で示された被害想定であ

る。 

中央防災会議の「首都直

下地震に係る大綱」に基づ

く被害想定を地域防災計画

に反映する。 
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１８ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（１） 分野目標に対して、施策の目標の整合性は

あるが、指標とすべき数値の根拠が明確で

ない。 例えば、２３区の平均値などを掲載

し、なぜこの数値を目標とするのか、根拠付

けを併記すべきではないか。 

指標の目標数値については、推

移や２３区状況などにより設定し

ている。 

指標の目標数値の根拠につ

いては明示していく。 

（１） 

 

不況により、税申告が減少している傾向の

中、すべての数値で前年度並みの実績をあ

げており、この点は十分に評価できる。 

－ 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 未納者への根本的な対策が練られていな

い。 

滞納整理には個々のケースによ

りさまざまな取り組みが求められ

る。現在、年度毎に徴収計画を

策定し計画的に取り組んでいる。

税に対して理解し納得して納

税していただくことを基本とし、

個々の滞納の原因を把握し納

税指導と滞納処分を駆使して

いく。 

（１） 口座振替キャンペーンや、広報活動へ力を

入れた事業内容、姿勢は評価できる。しか

し、町内会回覧や冊子配布など、具体的な

方法に関しては、どれほど効果があがるか

などの分析が不十分であった。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 冊子「みんなの区税」の発行は、「発行した」

だけで終わっており、その先の「利用のされ

方」まで十分に練られていない（ホームペー

ジやその他の広報活動においても同様であ

る）。 

費用対効果も考慮して、でき得る

限りの機会を捉えて実施してい

る。更に効果があがる展開を始

めようとしているところである。 

個々の対象に対し、何を知ら

せるか、知ってもらうかをしぼ

り、対象ごとに効果的でわかり

やすい広報活動を行っていく。

 

 

税務分野  外部評価結果 B  評価のページ(別冊) ７０ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 「自己点検」にもあるとおり、節減にまでは

いたっていない。 

税制度の改正への対応、徴収効果

の向上を図るためには、人的、経

費的措置が必要であるが、経費節

減について工夫していく。 

事務のすすめ方、執行体制に

ついて検討する。 

（１） 冊子「みんなの区税」の発行や、HP による

区民への周知など、区民への広報活動を

行っている点は評価できる。今後も、力を

入れていただきたいが、こうした広報活動

が、区民全体へのものなのか、未納者へ

のものなのか、ターゲットが明確でなく、

「いままでしてこなかった広報活動を行っ

た」という自己満足に終わっている。このま

までは成果は期待できない。未納者像の

把握、対策を徹底した上での広報活動が

のぞまれる。 

費用対効果も考慮して、でき得る

限りの機会を捉えて実施している。

更に効果があがる展開を始めよう

としているところである。 

個々の対象に対し、何を知ら

せるか、知ってもらうかをしぼ

り、対象ごとに効果的でわかり

やすい広報活動を行っていく。

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（２） 分野全体として、例えば、収納率をあげる

ために、(a)未納者の数を減らす。(b)納期

内納税者率をあげる のどちらの施策に

重点を置くべきか、明確にすべきではない

か。日常業務と、戦略的業務をわけ、その

年ごとに何か１つ、戦略的な施策を行って

欲しい。 

徴収計画に基づき総合的に取り組

んでいる。 

年単位で重点取組事項を定め

滞納整理を実施する。 
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２０ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 目標やテーマを分かりやすく、読みやす

く、見やすくまとめる必要がある。 

分野の目標が羅列されておりわか

りづらい。 

簡潔に箇条書きにし、読みや

すく改善する。 

（２） これからのセルフガバメント的な地域実現

を目指すうえで、重要となる分野であるゆ

え、しっかりとした指標を設定すべき。 

より良いと思われる指標は難しい

が、設定できるようにしていく。 

各施策には端的に成果が測

れるような指標を設定した。 分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

自主性や主体性への支援（時限を決めた

中で）はどうあるべきか考える必要があ

る。 

地域団体の主体性を尊重し、その

役割を十分発揮できるよう支援を

する。 

地域団体や住民組織の運営

の自主性、主体性を尊重する

方向で、支援のあり方を見直

した。（住区協議会事務取扱

要領を廃止。平成１８年１月１

日付） 

（１） 

 

具体的な数値指標がないため、あがった

とはいいにくい。 

わかりやすい数値指標を設定し判

断できるようにする。 

施設の利用者満足度などわ

かりやすい指標等を設定し

た。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 組織改正や地域センターの見直しの段階

ではあるものの16年度の総括や評価を不

明のままで終わらせては、改善につながら

ない。分野の長としての判断をしっかりと

明示すべきである。 

事務事業や組織が他の分野に分

割されるなどがあり、経費按分など

で評価できるように工夫はした。 

１７年度の評価は１６年度と比

較できると考える。 

（１） 従来踏襲の支援の仕方を再考すべき（区

民思考の変化、多様化に対応して） 

地域活動を担う層の高齢化や、団

塊の世代の退職などにより、地域

で活動する住民の意識が変化する

ことを十分意識して支援のあり方を

考えていく。 

区民ニーズの把握により地域

自治やコミュニュティ活動を高

める方向での支援となるよう

見直す。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 区全体の窓口利用者の 3 割である地域セ

ンターの窓口利用に対するサービス水準

は高すぎるゆえ、今後の適正なる見直しを

期待する。 

地域センターごとの窓口取り扱い

件数の格差や利便性も勘案して､

見直しを進める。 

１５か所ある地域センター窓口

の集約のための準備をする。 

 

地域活動分野  外部評価結果 B  評価のページ(別冊) ７４ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 地域活動分野のみで、経費の削減が図ら

れたかは不明のため、目に見える事業の

効率的な見直しがされるべきである。 

施策ごとのコストはどれも１５年度

より減少しているがその要因は組

織が小規模になったことも起因して

いる。 

窓口業務の見直しに向けた検

討を具体化する。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 効率化を考えるには、分野を超えてどのよ

うな結果なのかも考えるべきである 

組織改正があったとはいえ経費の

比較ができるよう工夫したほうが良

かった。 

経費は経年的に比較していく

必要があるので、目に見える

形にしていく。 

（１） 区民の自治意識や自主性についての指

標は、今後工夫すべき内容である。支援

の仕方（従来のような助成や事務局として

の対応）を再考する必要があり、現状で

は、経費、特に人件費の削減につながら

ない。 

地域団体の主体性を尊重し、その

役割を十分発揮できるよう支援を

する。 

これまでのような地域団体、住

民組織への支援のあり方を見

直していく。 

（２） 地域センターの箇所数や配置、及び地域

活動への支援について、ターゲットを絞り

込むことや 3 年間というような有限な支援

策を通して、区民自治意識を育てる必要

がある。 

地域センターの役割・機能を見直

す。 

１５の地域センターでの窓口

業務を集約していくための準

備をする。また、地域センター

を（仮称）区民活動センターへ

転換し、地域活動の拠点とな

るよう取り組みに着手する。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） 安全安心なまちづくりは、国を挙げての動

きであるゆえ、区民意識も高いことが伺え

るが、いかに継続し結果を出していくかが

課題である。また、この面に多くの時間や

労力、お金が割かれることは、暮らしの豊

かさへの追求とは逆軸となりかねないの

で、関わり方のレベルをしっかり確認する

必要がある。 

安全安心への取り組みは、防犯の

まちづくりなども視野に入れた取り

組みが必要であるため、総合的な

観点から施策を策定していく必要

があり、経費も相応にかかる。また

住民の生命や財産を守る活動とし

て重要である。 

地域での安全・安心施策を推

進するために、警察や防犯パ

トロール団体との連携をすす

めるとともに、子ども施策、学

校教育、防災・危機管理、公

園・道路など関連する分野等

の調整を行う。 
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２１ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 各施策の成果指標について、利用者満足

度（アンケート調査）のみに依拠している部

分が大きい。多彩な指標を考案する必要

がある。 

利用者満足度とは別の成果指標

が必要であると考える。 

今後、例えば、「窓口の待ち時

間」を指標とすることを検討し

ている。 分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（２） ＩＣカードについては、現状からすると区民

の必要度はそれほど大きいとは言えな

い。もとより、それを必要とする区民も存在

するが、現状では成果指標に掲げること

の可否を検討する必要がある。 

住基カードの多目的利用が進展し

ない現状では、カード普及率の飛

躍的向上は困難と思える。 

当面、カード普及率を成果指

標とすることを見送ることとす

る。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

利用者満足度はアンケートの結果からみ

れば良好である。しかし、その結果に満足

せず、またアンケートに現れない区民のニ

ーズ把握に努めることが重要である。 

利用者満足度の高い数値結果に

驕ることなく、区民ニーズの把握に

努める。 

他区、他自治体のサービスの

内容も勘案し、区民ニーズの

把握とサービスの充実に努め

る。 

 

（１） 証明事務に関して、電子申請、休日・夜間

開庁などサービスメニューは多様化してい

るが、区民のニーズと現行メニューとの関

係をさらに検討する必要がある。 

コストを勘案しつつ、区民にとって、

より利便性の高い証明書交付の方

法を検討する。 

現在、コンビニエンスストアと

連携した証明書の交付につい

て検討中である。 
実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） フロアマネージャーは、その役割の重要性

に比して十分区民に活用されていない部

分がある。その存在のアピールを含め、役

割を十分発揮できるような仕組みづくりに

期待したい。 

当分野としても、業務のレベルアッ

プをする必要があると考える。右記

の対策を講じる。 

フロアマネ－ジャーがより効果

的に機能するよう、研修を実

施し、また業務マニュアルを整

備する。 

戸籍住民分野  外部評価結果 B  評価のページ(別冊) ８０ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 個人情報保護確保のため本人確認を厳

格にしながら、前年と同数の職員体制で

業務を執行したことは評価できる。 

今後も、新規事務の導入にあたり、

職員を増員することなく、事務の執

行の工夫により対応するようにした

い。 

－ 

（２） 上述したようにＩＣカードの必要度はそれほ

ど大きくない。しかし、イニシャルコストを含

め経費は膨大である。費用対効果につい

て、区民に対する説明責任が求められる。

IC カード（住基カード）が飛躍的に

普及するためには、行政手続の電

子申請の基盤整備が進むととも

に、カードの多目的利用が図られ、

カードの有用性を高める必要があ

ると考える。 

申請が可能な証明書、手続き

を増やすとともに、カードの多

目的利用を関係他分野に働き

かける。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（３） 夜間・休日開庁にともなうコストは大きい。

しかし、それを必要としている区民も一定

数存在する。サービスを維持しつつコスト

を削減する工夫が必要となる。 

時間延長・休日開庁窓口の現状と

して、常勤職員のみで対応している

が、今後、コスト削減のため右記の

検討をすることとする。 

一部民間委託あるいは任期

付短時間勤務職員制度の利

用についての検討を今後の課

題とする。 

（１） 戸籍住民分野は、諸手続の利便性、迅速

性および処理コスト削減が基本的な成果

目標とされるが、最重要なのは事務の正

確性と個人情報保護の確実性である。こ

の点を常に最高の価値として体現するよう

な組織体制を構築することが求められる。

今後も、区民の信頼に応えるよう、

個人情報の保護を念頭に置き、迅

速、正確なサービスの提供に努め

る。 

個人情報保護マニュアルに沿

った業務の執行を徹底する。 

「窓口待ち時間」を新たな指標

とすることを検討している。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（２） 国民年金事務は、区独自の事務ではなく

国の“取り次ぎ事務”であり、国の補助金

によって行っている。そのためか、目標が

明確ではない。区としての独自性をどのよ

うに指標として明らかにしていくのか再検

討していただきたい。 

国民年金事務の指標として、なに

が的確であるか再検討する。 

いかなる指標が、区の主体的

な国民年金事務の執行に見

合っているか検討する。 
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２２ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 中野区として、持続可能な区政運営

を行う上で、単なる民間への梃入れ

などではなく、今後とも地域での産業

振興が大切である点を示していくべ

きである。 

地域での産業活性化のためには、そ

の担い手である民間事業所への支援

が不可欠であると考えている。 

国・都や区の産業支援情報の提

供をホームページに掲載してい

るが、そのアクセス件数を成果

指標とする。 

（２） 融資策だけの事業展開ではなく、区

民の暮しからの方向性が見える将来

像や指標の設定も必要である。 

施策の対象者が事業者であり、社会

経済状況などさまざまな影響も想定さ

れ、区民の暮らしと密接な因果関係を

もつ指標は難しい。 

制度融資を充実することで事業

者の希望に即した資金の借り入

れが可能となる。今後は、「融資

あっ旋実行率」のほかに「融資を

利用して経営安定につながった

事業者の割合」を成果指標とす

る。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

近隣商店街の活性化については、商

店街だけが動くのではなく、中野区の

まちとしての再生や魅力づくりにつな

がる大きな位置付けにすることが、必

要である。 

中野区全体の商店街の活性化を見

据えながら、まず、各商店街が主体と

なり、町会など地域団体等とともに活

性化を行うことが重要だと考える。 

商店街が地域団体と連携して実

施するイベントや地域住民が参

加するイベント事業への取り組

み件数を成果指標とする。 

（１） 

 

産業振興への事業展開は、2 年目で

あるゆえ、効果の把握は構想半ばで

あるが、例年通り同じ支援策を繰り返

すのではなく、費用対効果をしっかり

把握し、見なおしすべき時期に来て

いる。 

景気状況や事業の状況、費用対効果

をしっかり把握して、施策の方向性や

事業・支援内容を見直していく。 

産業まちづくり調査会の報告を

受けて、ホームページやメールマ

ガジンなどによる支援情報の提

供のしくみを整備した。さらに、人

材育成や事業者間のネットワー

クづくりの施策を推進していく。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 商店街への対応策が、イベント等の

支援だけでは、近隣商店街の再生・

活性化には結びつかない。商店街の

分析が足りなく、最寄りの店の存続に

関して、重点的に区としての支援や

助成策を打ち出す必要がある。 

商店街に対しては、イベント支援はも

とより、活性化に対する全体的なコン

セプトをもった取り組みを支援したい。

高齢者、子ども等の交流施設の

運営事業となど地域コミュニティ

機能の強化を図るためのモデル

となる取り組み等を重点的に支

援する。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（１） 融資の斡旋や利子補填が大きな事

業のように見えるが、その結果、中野

区や区民サービスへの相乗効果は

いかなるものなのかが、はっきりして

いない。 

融資の斡旋・利子補給以外に、経営

相談や事業者支援情報の提供などの

事業者支援を行なっている。また、区

内の中小企業者の経営状況が良くな

ることにより、まわりの商店街等への

経済波及効果が生まれ、まちの活気

や住民税の増収にもつながる。税収

の増加は、区民サービスの向上につ

ながるものである。 

中小企業者の経営安定に向け、

より効果的な支援を行っていく。 

産業振興分野  外部評価結果 C  評価のページ(別冊) ８８ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（２） 商店街等への自転車の乗り入れ及

び放置対策を交通対策分野と施設整

備やルールの構築に関して、充分に

連携すべき事業あり、一層の検討が

必要である。 

商店街への自転車の乗り入れ及び放

置対策については、駐輪場などの施

設整備や利用者のマナー向上など総

合的に取り組んでいく。 

必要に応じて、商店街や区の関

係部署と連携して取り組む。 

 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 産業振興は、持続可能な区政を目指

す上で重要な分野であり、区内経済

の循環システムを打ち出していくべき

分野と位置付けられる。単なる企業

支援や商店街の再生にとどまること

なく、区内経済の活性化、有機的な

循環を目指す必要がある。 

事業所や商店街の活性化は、区内経

済の活性化に不可欠と考えている。 

事業所や商店街に対して、より

有効な支援を行っていく。 

 

（１） 区から持ち出しとなる利子補填枠の

見なおしが必要である。 

産業経済融資制度は、産業振興の基

幹となるものであり、中小企業者への

利子補給は引き続き行う必要がある

と考える。また、効果的な融資による

事業所の経営状況の向上が、区内産

業の活性化や税収増にもつながると

考える。 

産業経済融資制度における金融

機関との契約利率や利子補給率

については、経済状況、国の制

度変更や区の財政状況を踏まえ

て金融機関と協議を行う。 
経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 国や都の助成策の積極的な活用を

目指すべきである。 

施策に活用できる、国や都の助成制

度はこれまで同様積極的に活用して

いく。また、商店街や事業者に対して

も国や都の支援制度の情報提供を行

う。 

今後も国や都の助成制度の情

報を収集し、積極的な活用を図

る。また、産業支援データベース

の情報を更新し、事業者に対し

て最新の情報提供を行う。 

（１） 今後は、コミュニティビジネス（情報、

ヒューマンサービス等）への区民投資

（お金や時間、場や機会）の可能性を

導くことも産業振興の一端と捉える必

要あり、それによって、区がリーダー

シップを取っていく必然性を掲げるこ

とも視野に入れるべきである。 

地域におけるコミュニティビジネスの

展開が、地域のつながりや経済循環・

雇用機会の創出につながると考えて

おり、区としての総合的な取り組みが

必要と考える。 

コミュニティビジネスは区政全体

に関わるものであり、関係分野と

の連携により総合的に取り組ん

でいく。産業振興分野としては、

事業計画や資金計画のたて方な

どビジネス手法による事業立ち

上げの支援を行っている。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（２） 地域での就業に機会や地域経済の

地元循環を目指す事が、自立可能な

自治体への脱却策であり、民間活動

への区の梃入れや限定された起業

への支援策のみではなく、まちの経

営自体にかかわる事業展開が望ま

れる。 

地域内就業や地域内経済循環は、重

要な課題と考える。 

事業者支援や就業支援を含め、

区政全体で総合的に取り組んで

いく。 
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２３ 
産業振興・環境と暮らし 

・地域活動・住宅分野 
外部評価結果 B 評価のページ(別冊) ９４ページ

外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 勤労者サービスセンターの位置づけ

がわかりにくい。中野区の他施設や、

施策と機能重複しており、関係整理

が必要である。必要な施策ではある

が、一つの独立した施策として設ける

のであれば、区の役割やサービスセ

ンターとの分担を明確にする必要が

ある。 

勤労者サービスセンターは勤労者と

事業者の福利厚生の向上をめざし、

会員事業に止まらず、広く一般勤労

者をも対象に各種講座等を実施し区

の勤労者施策を担ってきた。勤労福

祉会館は区内勤労者が生き生きと活

動するための拠点であるとともに、区

の勤労者施策展開の場である。 

(財)勤労者サービスセンターが

任意団体になることに伴い会員

事業はこの任意団体に引き継が

れる。補助事業として行ってきた

一般勤労者事業については区の

事業として内容を精査し、委託に

より実施していく。 

（２） 寄せ集めの分野ゆえ、４つの将来像

も何の関連もなくただ羅列されただけ

になっている（成果指標、目標値も同

様である）。分野として「こういう社会

を目指すんだ！」という確固たるメッ

セージがほしい。 

それぞれの施策の成果が分野の目

標の達成につながるような組織整備

が必要と考える。 

分野の目標とそれを達成するた

めの手段としての施策という観

点から、組織体制を再検討し、平

成17年度から、「消費生活」は環

境と暮らし分野へ、「勤労福祉」

は産業振興分野へ、「住宅」は都

市整備部住宅分野へ、また、「保

養施設」は地域活動分野へ、そ

れぞれ組織改正を行った。 

（３） 

 

施策「住宅」に関しては、ユーザーの

ニーズを把握するシステム、そこから

導き出される成果指標、といった体勢

を整えて欲しい。現在の指標からは、

具体的な事業は導き出せない。 

この施策におけるユーザーとは、区

営住宅や福祉住宅への応募倍率が

毎回数十倍となり入居希望者全員の

要望には対応できない状況から、区

民全体を指すものととらえ、効率的か

つ適正な運営を図ることがニーズに

応えるものとして指標を設定してい

る。 

事業の成果や効率性を適切に区

民に伝えられる成果指標として

いる。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（４） 施策「保養施設」のアンケート集計に

よる「利用者満足度」は、設問の仕方

を含め、検討し直すべきである。 

区立保養施設は、効率的運営を図るため、平成 17 年 3 月 31 日をもって

廃止（民営化）したため、区としては、アンケートは実施しない。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

啓発講座のターゲットに高校を含め

たことは、十分評価できる。どこまで

が学校の役割なのかは線引きが必

要かもしれないが、より現場に詳しい

担当者による説明には効果が大きい

と思われる。成果指標としての記載

に工夫をお願いしたい。 

各学校に消費生活相談の実態等を

伝え、啓発を行うことも現場の使命

と考えており、今後も積極的に行い

たい。 

１７年度は主な対象を専門学校とし

た。今後も順次、区内の学校を対

象に講座を展開していく。 

相談解決件数と解決割合は併せて

表示をし、また、出張啓発講座は、

対象施設名称と数も併せて表示を

したい。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 当分野は「消費生活」「勤労福

祉」「住宅」「保養施設」という

ほとんど関係のない施策の寄

せ集めであり、そのことが、分

野全体の効果を著しく低くして

いる（確固たる将来像を打ち

出せないのはこのためでもあ

る）。こうした施策を１つの分

野にまとめようと提案した者、

決定した者は、その過程を検

証し、さらに責任を負うべきで

ある。 

分野としての目標とそれを達成するための手段

としての施策という観点から、組織体制を再編

する必要があると考える。 

分野の目標とそれを達成する

ための手段としての施策という

観点から、より効果的な組織

体制にするため、平成１７年度

から、「消費生活」は環境と暮

らし分野へ、「勤労福祉」は産

業振興分野へ、「住宅」は都市

整備部住宅分野へ、また、「保

養施設」は地域活動分野へ、

組織の再編を行った。 

（１） 勤労者支援を施策として実施

するならば、事業の委託先で

ある「勤労者サービスセンタ

ー」の人員、内容、経費等を

常時把握しておくべきである。

この施策は有意義だが、大変

中途半端な位置づけに見受

けられる。 

勤労者サービスセンターの経費等については

四半期毎の遂行状況報告書及び年度毎の実

績報告書で把握している。なお、勤労者サービ

スセンターは助役が理事長、区民生活部長が

常任理事を務めており、担当職員も理事会・評

議員会に出席するなど随時運営状況の把握に

努めている。 

今後も同様の方法で把握に努

める。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 一部に積極的な活動を行った

ものもあるが（例えば消費者

相談）、多くの事業は現状維

持に精一杯であり、目標を遂

行しようという積極的な事業を

打ち出せないでいる。 

「住宅」に関しては、民間事業者やＮＰＯが区と

の連携のもと、住宅の建替えや改修のプランづ

くり、資金面まで区民の住まいづくりに関するさ

まざまな相談に総合的に応じ、情報や専門技

術を提供できる体制（以下「住宅まちづくり総合

支援」という。）を整備し、民間の資源やノウハ

ウ等を有効に活用して、施策目標を達成してい

く。「保養施設」については、効率的運営を図る

ため、平成１７年度から民営化している。「勤労

福祉」に関しては、中小企業退職金共済会及び

勤労者サービスセンター共に、それぞれ「あり

方検討会」の報告に基づき制度内容の見直し

を行った。 

「住宅」に関しては、平成１９年

４月住宅まちづくり総合支援を

立ち上げる。また、「勤労福

祉」に関しては、利用実績・事

業効果等の観点から「中小企

業従業員生活資金融資あっ

旋」事業を廃止する。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） この分野においては経費削減の

努力をしている施策と、そうでな

い施策がある。 

どの施策においても、常に経費節

減の意識を持って事業運営に取り

組んでいるが、更に、執行方法の

改善等に知恵を絞り、節減に努め

ていきたい。 

「保養施設」については、１７年度より民

営化することにより効率化を図った。ま

た、「勤労福祉」については、利用実績・

事業効果等の観点から「中小企業従業

員生活資金融資あっ旋」事業を廃止す

るとともに、（財）中野区勤労者サービス

センターが任意団体化（平成１８年４月）

し、規模が縮小されることにより、補助

経費の削減を図る。 

（２） 保養施設は民営化されるが、区

営住宅の提供は区民への重要

なサービスであり、今後の老朽

化からメンテナンスの費用をま

すます増大させることが予想さ

れる。中長期的な費用の計上を

工夫できるよう、経費節減を継

続していただきたい。 

今後とも、歳出における経費節減、

歳入における収入確保に努めてい

きたい。 

事業の成果や効率性を適切に区民に伝

えられる成果指標としている。 
経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（３） 住宅の管理運営を「東京都住宅

供給公社」に任せたまま、他の

委託先との経費や内容の比較、

委託先の変更等を議論してこな

かったことは、大いに問題であ

る。コスト節減のためにも、早急

に検討するべきである。 

効率的な管理内容となるよう指定

管理者制度を有効活用する。 

区営住宅、区民住宅及び福祉住宅につ

いて、指定管理者制度を導入する。（事

業者を公募し選定する。） 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 啓発講座について、さらに対象

を広げられるように検討していた

だきたい。啓発チラシ増刷にも

かかわらず、コストを抑えられた

点はすばらしい。さらに費用対

効果の発揮を期待したい。 

啓発講座については、今後も対象

を広げて行くことが大切と考えてい

る。経費面では、最小の費用で最

大の効果があがる努力をさらに続

けていく考えである。 

講座は、限定された施設だけではなく、

地域の会合や集会、おまつりなどの機

会をとらえて実施し、さらに啓発を進め

ていきたい。 

（２） 勤労者施策については、成果指

標を設定する以前に、独立した

施策の必要性をもう一度検討い

ただきたい。そのため、全体とし

て、関連施設等との職務分担、

それに関わる委託料としてのお

金の流れが見えない。 

勤労者サービスセンターは勤労者

と事業者の福利厚生の向上をめざ

し、会員事業に止まらず、広く一般

勤労者をも対象に各種講座等を実

施し区の勤労者施策を担ってい

る。よって、区は運営経費（人件費

等）を補助してきた。勤労福祉会館

は区内勤労者が生き生きと活動す

るための拠点であるとともに、区の

勤労者施策展開の場である。 

いずれも区として必要な施策である

と考えている。 

 (財)勤労者サービスセンターが任意団

体になることに伴い会員事業はこの任

意団体に引き継がれる。任意団体化後

も広く区内勤労者を対象とした、公益性

のある事業展開をしていくことから、引き

続き運営経費の補助を行う。補助事業

として行ってきた一般勤労者事業につい

ては区の事業として内容を精査し、委託

により実施していく。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） 勤労福祉会館は、早期の民間

委託がのぞまれる。区が積極的

に関わるべき理由は、現在のと

ころ見あたらない。 

会館管理については、平成４年度

から条例により(財)勤労者サービス

センターに委託している。しかし、同

センターが平成 18 年度から任意団

体となることから、従来どおりの委

託ができないため管理方法の変更

が必要である。 

勤労福祉会館は施設規模が小さく使用

料収入が少ないため、指定管理者制度

を導入しても民間事業者の能力活用に

よる財政効果等が期待しにくいことか

ら、区の直営管理とする。施設の維持管

理については、併設の女性会館が機能

の見直しを行い、引き続き職員が配置さ

れる予定であることから子ども家庭部が

所管する。施設利用に関する事務は区

民生活部産業振興分野が所管する。 
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２４ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 「みどりの豊かさが感じられ」という前

半の分野名に関する施策は、成果指

標の設定・目標値に再度の検討が必

要である。施策の目標が客観的に捕

らえられない表現では、どのような手

段を持って、10 年後の中野区のみど

りの豊かさを感じ、それをどの程度

「達成」したと判断できるのか理解で

きない。 

「みどりのゆたかさが感じられる」民

間のみどりの増加のための啓発が

主となっていることから民間のみど

りのみを適切に現す指標の工夫が

足りず数値目標の設定が困難な状

況であった。 

公と民の取り組みによる区全域の

みどりの量と分布を測る指標として

緑被率を用い、１０年後には１６．

０％から１６．５％へみどりを増やす

目標設定とする。 

また昆虫や小動物との共生など

「質」の面でもみどりを把握できるよ

う調査項目を検討する。 

（２） 目標値は「進んでいる」「増えている」

と主観的な表現が多用され、目標と

してまったく成立していない。「目に映

る緑」という指標設定も、極めて主観

的であり、ここからいったいどんな具

体的な事業が導き出されるのか疑問

である。また現状の数字の把握も極

めて曖昧である。 

適切な指標を設定し得なかったこと

により数値目標が示せなかった。 

生け垣等設置や保護樹木・樹林等

の緑化助成事業の再編成を検討

する。 

区内の事例をＰＲする（仮）屋上緑

化のモニター制度を検討する。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

施策「環境リサイクルプラザ」の「環境

を考え行動する人の割合」という成果

指標は、そこから具体的な事業が導

き出せないという点で、まったく意味

をなさない。区民が環境に対してどう

アプローチしているのか、何が足りな

いのか、という個別具体のデータを把

握し、それを指標、事業に生かしてい

ってほしい。 

「環境を考え行動する割合」のアン

ケートは、区民が環境配慮行動を

実践している割合について、包括

的に把握するもので、施策の成果

指標として適切と考えている。しか

し、行動の具体的な内容までは把

握していないので、具体的な事業

にその結果は反映できていない。 

18 年度に実施する環境基本計画

の改定などの機会に、例えば省エ

ネや環境に負荷を与えない製品の

購入など、区民が具体的な実践行

動をどの程度行っているかを把握

し、指標を検討するとともに、事業

に反映していきたい。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

「みどり」に関する部分については、

生垣・保護樹林などの成果目標があ

るが、様々な条件により、区民の誰も

が実行できることではない。積極的に

働きかけ、働きかけられる対象を個

人ではなく、企業なども巻き込んでい

ければ、もう少し効果が見られたので

はないだろうか。 

民地での創出といまあるみどりの

保護について示している。 

（仮）屋上緑化モニター制度により

積極的に取り組んでいる企業をＰＲ

していく。また屋上開発研究会など

のＮＰＯ法人との連携も図る。 

環境と暮らし・公園道路分野 外部評価結果 B- 評価のページ(別冊) １００ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（２） 分野の目標として「屋上緑化」をうた

いながら、それに該当する事業が１

つも見あたらない。 

１６年度には屋上緑化見本園の整

備を実施した。 

 

屋上緑化については、今後義務化

を含め事業展開を検討する。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（３） 「環境」に関する事業は、現状維持

に終始しており、個人や団体、企業を

巻き込んだ積極的事業を打ち出せな

いでいる。 

環境基本計画の重点事項として、

「環境を考え、行動する人づくり」に

向け、環境リサイクルプラザを拠点

として、環境学習を中心とした人材

育成や団体等の活動交流の支援

を推進してきたが、総花的な事業

展開となり、区民の関心を呼ぶに

は、事業内容がマンネリ化し、ま

た、参加者も固定化しているので改

善が必要と考えている。 

京都議定書が発効し、国を挙げて

地球温暖化防止に取り組む中、区

としても、地球温暖化の防止や、ヒ

ートアイランド現象の緩和を環境問

題の中で、緊急に取り組む課題と

位置付けている。そこで、区民、ＮＰ

Ｏ、事業者との協働により地球温暖

化防止ビジョンなどを策定し、これ

らを柱として、環境問題への区民の

関心を一層高め、積極的な事業を

展開していきたいと考えている。 

（１） リサイクルプラザの運営は、順調のよ

うで評価できる。欲を言えば、知識と

しての「環境」から、私たちの生活は、

生態系につながる一部であるというこ

とを、実際の「みどり」として感じられ

るような区のみどりの事業を望む。 

自然観察会などからは、みどりに

関心を持ち活動する区民のグルー

プなども生まれている。このように、

環境リサイクルプラザの事業が、

「学び」から「考え」、「行動」につな

がり、区民の日常生活の中で実践

的に生かされ事業展開が重要と考

えている。 

区民グループと連携し、「みどり」

は、水源となり様々な生き物の営

みの場となり、また、地球温暖化の

防止やヒートアイランド現象の緩和

につながることなどを講座や、自然

観察会などによる体験を通じて普

及していきたい。 
実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 
（２） ポイ捨てに関する条例のＰＲ、周知活

動は十分とは言い難く、効果に関して

は判断材料もない。条例は制定前の

活動よりも、制定後にどんなアクショ

ンを起こすかが重要である。 

 

ポイ捨てに関する条例のＰＲは、ま

ちの美化推進に大変重要であり、

平成17年3月のポイ捨て条例の改

正・施行を契機に、啓発活動の充

実を図る。 

「中野区吸い殻、空き缶等の散乱

及び歩行喫煙の防止等に関する条

例」を１７年４月施行し、中野駅周

辺を路上喫煙禁止地区に指定し

た。それに伴って、大々的なキャン

ペーンや、環境美化パトロール隊

による継続的な啓発を行っている。

さらに、区内全駅周辺の啓発活動

について、計画的に推進していく。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 「地域緑化」に関する戦略がみえてこ

ない。また、ターゲット層も明確でな

い。ゆえに当施策の事業に、合格点

を与えられるものは見あたらない。 

みどりと環境分野（環境分野）とし

ての総合的な戦略の組み立てをう

まく機能させることが出来ていなか

った。 

屋上緑化の規制を含め、民間のみ

どりの創出と保全並びに公共のみ

どりの創出の施策を構築する。 

地上と屋上、民地と公共用地のみ

どりのネットワークによる地域の緑

化を推進する。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） リサイクルプラザの運営について、

維持管理費の発生は、計画段階から

考慮されている費用である。「維持管

理費の削減は難しい」という認識で

は、今後の費用の増大を容認してい

るようにも受け取れる。成果が十分あ

ったと自己評価しているのであれば、

今後はさらなる工夫のもと、費用の削

減を実現して欲しい。 

維持管理費は、常に必要最少限の

経費としているが、経費節減に向け

さらに工夫をしていきたい。 

施設の維持管理の内容などの点検

を行うとともに、節電、節水に努め

るなど経費節減に取り組んでいく。

（１） この分野では、「みどり」と「環境」に

取り組んでいるが、施策として両者が

かみ合う地点が無いように見受けら

れる。本来、連携すると思われるのだ

が、リサイクルプラザや環境学習講

座が成功すれば、すぐ「みどり」に結

びつくわけではない。そこの連結環の

検討が今後必要ではないだろうか。 

環境部門の「みどり」は自然とのふ

れあいなどが主で、直接的に緑を

増やすことにはつながらないが、自

然観察会などを通じ、「みどり」に対

する親しみを醸成するなどの効果

はあったと考えている。 

 

平成 17 年度の組織改正で、公共

緑化との連携、専門的知識や技術

活用の観点から、民間緑化部門が

都市整備部に戻された。 

地球温暖化の防止やヒートアイラン

ド現象の緩和に向け、地域や公共

施設の緑化の推進に取り組む道

路・公園分野と連携を強め、区民が

「みどり」に関心を持ち、「みどり」を

増やすことにつながるきっかけとな

るような講座や自然観察会などを

工夫したい。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（２） 「生け垣等助成事業」は費用対効果

も曖昧で、戦略もみえず、件数も少な

い。この程度の事業でいいと考えて

いるならば、最早、継続に意味はな

い。明確な戦略を提示できないなら

ば、事業の即刻停止を提案する。 

生け垣化の推進は、民地のみどり

の創出によるまちなみの景観の向

上や安全なまちづくりに重要な役割

をもっている。 

生活道路整備事業やまちづくり整

備事業との連携のほか、建築物の

耐震性強化事業など防災対策とも

連携を強化したＰＲを検討する。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） 環境リサイクルプラザを運営すること

だけでなく、学校などへの出張講義

など、省エネへの積極的な活動がの

ぞまれる。 

 

施設における環境学習講座にとど

まらず、外に打って出る取り組みも

必要であり、民間活力の活用など

で対応を考えたい。 

今後、地域における省エネ推進等

の啓発のためのアドバイザーを育

成して派遣するなど、地域における

取り組みも推進したいと考えてい

る。 
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２５ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 23 区の平均値と比較した指標を、成

果指標とした点は、比較できるという

点で興味深い。平均値に収まらず、さ

らに独自の発想で、ここまでできると

いうアピールを中野区に目指して欲

しい。 

当面の比較対象として23区の平均

値を考えているが、意識としては、

常に 23 区の先頭走者をめざした

い。 

10 か年計画では、10 年後の達成

目標として 1 人あたりごみ量を現在

の半分にするという極めて積極的

な数値を設定した。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（２） 「ごみ」と「みどり」「環境」のつながり

について扱う施策が必要ではないか

と思われるが、ここまでのところ、明

確にこれとわかる施策がない。 

環境との関係では、ごみを減らすこ

とが、例えば結果として二酸化炭素

の発生抑制、ひいては温暖化防止

に貢献することがあるかもしれな

い。区のレベルでみどりとの関係を

指標化し、ごみ問題との相関関係

を検証するのは難しい。 

区は、区役所本庁舎のＩＳＯ１４００

１取得に向けて、１８年度から区施

設から排出される粗大ごみは、廃

棄物処理業者により回収することと

した。 

（１） 

 

区民の意識を高めた結果、協力が得

られ達成できた目標値だと思われ

る。今後も長期の定住率が低い区で

も、マナーのよい区民として意識付け

の活動を続けていただきたい。 

評価結果を励みに、今後も現在の

活動を維持したい。 

現在の活動レベルを維持し、住民

の意識向上に努める。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 各施策の目標値の出し方も合理的

で、かつ、すべてにわたって達成して

いる。これは評価に値する。 

多様な機会を活用してごみ減量の

協力依頼をしている。協力的な区

民の方々が増加するよう努めてい

るが、全体値の改善まで成果が及

ぶには時間が必要と思われる。 

キャッチフレーズやキャラクターを

活用し、子どもや若年層にも「ごみ

ゼロ都市・なかの」の取組みを訴え

かけていく。 

転入者に対するごみ分別やリサイ

クル方法等の情報提供をもれなく

行う。ごみ・リサイクル会計を作成

し、ごみ処理と資源化にかかるコス

トを区民・事業者に公表する。 

一般会計に占める清掃・リサイクル

経費の割合を公表し、税の有効利

用の観点からもごみゼロの取組み

を働きかける。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（１） 地域に根ざしたごみの回収が進めら

れており、その結果その後の処理工

程が合理化され、経費の削減にも役

立っていることがわかる。 

今後とも処理工程の合理化と経費

の節減に努めたい。 

常に工夫・改善の余地がないか、と

いう姿勢を堅持したい。 

 

ごみ減量分野  外部評価結果 B  評価のページ(別冊) １０６ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

実
施
事
業
の
実

績
に
つ
い
て 

（２） 「ゴミ集積所を増やさず、減らす」こと

を目指した事業がおこなわれていな

いことが残念である。 

集積所改善の結果が、分散化と

個別化になりがちなのは事実で

ある。 

 

集積所分散化を防ぐためにも問題の

ある集積所の早期改善に努める。集

積所の統合や廃止も視野に入れた改

善に努める。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 効率的な作業分析を行うことによっ

て、経費削減の道筋が見えてくる場

合もある。集積所が多いため、他区と

比較して経費がかかることを説明し

ているが、それを上回る効率の良い

回収で、資源化と全体の処理コスト

減の両立を目指していただきたい。 

集積所数を経費節減の制約条

件とは考えていない。資源回収

についても経費節減に努めた

い。 

集積所数にかかわらず、様々な手段

により処理コストの減を図っていきた

い。びん・缶回収方法を変更するとと

もに、古紙回収の集団回収への移行

を進める。 

（１） ごみの処理を直営で行うのか、委託

で行うのか、各自治体の取り組みは

異なるが、常勤職員が携わっている

部分、委託としている部分の作業効

率分析を行い、人件費を効率よく削

減につなげていく努力を継続してい

ただきたい。 

今後とも、ごみの減量を人件費

の効率的な削減に結び付けてい

きたい。 

今後も作業効率の向上などを通じて、

人件費の効率化に意を用いていく。 

 

（２） 分野の将来像、成果指標、目標値が

非常に明快である。このことは、最大

限に評価したい。 

この評価を継続できるよう努力する。 

 

（３） 審議会での調査・研究を継続するな

らば、「ゴミ集積所を増やさず、減ら

す」ことを議題にのせてほしい。 

ごみ有料化の議論の中で収集方

法についても検討する必要があ

ると考えている。 

１８年度後半から、審議会で有料化実

施に向けた議論をお願いする予定に

なっている。 

（４） 中野区の場合は、一人暮らしの高齢

者、５年以内に越していく若者層が、

ゴミ問題の最大のターゲットとなると

思われる。こうしたターゲットをねらい

打ちした事業を積極的に展開しては

どうか。 

一人暮らしの高齢者、５年以内

に越していく若者に絞った広報、

啓発は必要と考えている。 

ＰＲの徹底が必要であると考えて

いる。 

区報、チラシ、ホームページなど、そ

れぞれの年代やライフスタイルに即し

た媒体により最新の情報を提供し、ご

み減量を呼びかける。カレンダー方式

の収集日・分別の手引きを全戸配布

していく予定である。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（５） 「自分たちの生活」「身の回り」に関す

る区民の関心は高い。分野に囚われ

ず、横断的な広報・情報公開はでき

ないものか。 

横断的な広報、情報公開として

「ごみ」は誰でも関係することから

影響が大きいと考える。 

ごみ・リサイクル会計を作成し、ごみ

処理と資源化にかかるコストを区民・

事業者に公表する。一般会計に占め

る清掃・リサイクル経費の割合を公表

し、税の有効利用の観点からもごみ

ゼロの取組みを働きかける。（再掲）

ごみ減量への動機づけや費用負担の

公平化を図るため、家庭ごみ有料化

の実施について検討する。 
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３０ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 少子化の進行、家族を取りまく環境の

変化から、設定された施策や目標は

「多様な援助に支えられ、安心して子育

てができる」という方向性で整理されて

いる。しかし、子育てを全面的に支援し

ていくのか。区としてどのように視点を

絞って進めていくかが具体的に見えて

こない。これが、区としての成果指標が

立てづらい理由になっていないか。 

今年 3 月に策定した次世代育成

計画において、区としての基本

理念と取り組みの視点を整理し

た。同計画にある通り、子育ての

責任は第一義的には家庭にある

と考えている。 

中野区次世代育成支援行動計画

に定めた目標達成に向けて、施策

を実施していく。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（２） 子育てを楽しんで行なえる親になるた

めの自立支援施策が是非とも必要と思

う。 

親になる人々に対して、子育て

の楽しさや喜びを体験する機会

を用意し、子どもを産み育てるこ

との意義や家庭の大切さについ

て理解を深めることが必要と考

えている。 

育児に不安や戸惑いを感じている

保護者に対し、親育ち講座やグル

ープミーティングを開催したり、児童

館など身近な場所での相談機能を

充実することにより、子育てを楽し

んで行える環境づくりに取り組む。 

（１） 

 

子ども家庭支援センターを開設し、総合

相談窓口を開設したことによる利用者

満足度数値から効果があったと判断で

きるが、虐待問題について充分な把握

と対応がなされていない。 

虐待は家庭という密室での行為

であることから、十分な把握が難

しい面がある。 

平成 16 年の児童福祉法改正によ

り、区市町村の役割が明確化さ

れ、より虐待への具体的な対応が

求められている。 平成 17 年度よ

り、虐待の早期発見とともに、未然

防止に向けて、養育支援が必要な

家庭を把握し、自宅訪問を実施し

ながら適切な対応を行っている。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て （２） 多様なサービスや育成・医療・教育の

経済的負担の軽減などは充分なされて

おり、効果があったと判断できる。 

子育てに経済的負担を感じてい

る保護者は多いことから、今後と

も必要な施策と考えている。 

施策の効果があったという評価で

あり、これを踏まえて、推進してい

く。 

子育て支援分野  外部評価結果 B-  評価のページ(別冊) １１０ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 虐待の早期発見や相談があっても虐待

件数の減少につながっていない。適切

な対応が必要ではないか 

虐待は、様々な要因が複雑にか

らみあって発生することが多く、

問題の肥大化を防ぐためにも、

早期発見を行うことが大切であ

る。近年、区民の関心も高まり、

新たに通告される事例もあり、結

果として件数の減少に繋がって

いない。 

17 年度に中野区要保護児童対策

地域協議会を設置した。地域の関

係機関とネットワークを形成し、更

なる虐待の早期発見に努めるとと

もに、解決に向けて、自宅訪問を含

め、きめ細かな対応を行っていく。 実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 基本構想や１０ヵ年計画との整合性の

ある、次世代育成支援地域行動計画が

できたことは評価すべきことである 

子育て支援に関する基本理念と

取組みの視点を中野区次世代

育成支援行動計画で示すことに

より、子育て支援施策を総合的

に実施していくことができると考

えている。 

中野区次世代育成支援行動計画

に定めた目標達成に向けて、施策

を実施していく。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 人件費の削減が難しいのであれば今後

は、事業によっては受益者負担などで

コストの削減を考えていくべきではない

か 

受益者負担の考え方は必要であ

り、一時保育などの子育てサー

ビスについては、既に実施してい

る。 

適切なサービスと受益者負担のあ

り方について検討していく。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 区が多くの人件費をかけて、どこまで

「子育て支援」をするのかの明確なレベ

ルを他の分野と一緒に考えるべきであ

る。手厚いサービスは要求されるが、す

べてに対応していてはとてもコスト削減

につながらない。全庁挙げての「支援」

に対する的確なスタンスを決め、対象

や支援の幅を再考すべきである。 

区として「支援」に対する的確な

スタンスを示して、全庁的に施策

を展開していくことが必要と考え

ている。 

中野区次世代育成支援行動計画

では、区の子育て支援への取り組

みの視点として、子育ての第一義

的な責任は親・家庭にあり、社会全

体で子育てを支援していくこと、広く

すべての子どもと家庭への支援に

取り組むこと、子どもの成長・発達

段階に応じた支援に総合的に取り

組むことなどを示しており、これを

踏まえ、施策を展開していく。 

（１） 子育て支援のあり方がこのように手厚く

あっていいのか。家族づくりを支援する

ことが子育て支援である。悩みながらも

子どもを共に育てる場づくりや助け合い

を中心にした施策も考慮していくべきで

はないか。 

子どもを共に育てる場づくりや助

け合いを中心にした施策は「新し

い中野をつくる１０か年計画」の

中でも位置付けられており、子ど

も育成分野で実施している。 

地域の様々な子ども育成に関す

る活動の支援やコーディネートを行

うとともに、子育てサポーターの養

成と活動支援を通じて地域の養育

力の向上を図るなど、「新しい中野

をつくる１０か年計画」に定めた目

標達成に向けて、施策を実施して

いく。 

（２） 今後、少子化や子どもの虐待防止(早

期発見・予防)という視点からも、親子が

歩いていける身近で気軽に利用できる

支援の場の設置や子育てを側面から支

援する地域のネットワーク化が急務で

ある。 

行政サービスだけでなく、地域の

ネットワーク化を始めとした地域

での支援の取組は必要であると

考えている。 

子ども家庭支援センター機能の地

域展開を進め、地域のネットワーク

化を始めとした地域での支援の仕

組みづくりに取り組んでいく。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） そのために、その中心となる（仮称）地

域子ども家庭支援センターが地域の子

育てサークルの把握や関係機関などと

連携し、ニーズ別子育て支援、年齢に

応じた情報の提供、父親の子育て参加

支援など具体的支援の取り組みを広げ

ていく必要がある 

地域と連携した取組を広げていく

必要があると考えている。 

（仮称）地域子ども家庭支援センタ

ーを整備することにより、地域との

連携を強化し、様々な支援の取組

を広げていく。 



51 

 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（４） 保健・福祉・教育も連携し、子育て支援

の連絡調整や情報交換を密に行ってほ

しい 

関連する各部と連携しながら施

策を展開していくことが必要と考

えている。 

17 年度に中野区要保護児童対策

地域協議会を設置した。区内部の

関係部署はもとより、関係機関等と

も、個別ケース検討で一貫した支

援方針を示していくなど、連携して

施策展開を図っていく。 
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３１ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 概ね目標と指標の関連は好ましいと考え

られる。 

目標と指標の関係は良いとの評価

であり、今後も引き続き目標の達

成に努力する。 

今後も適切な目標・指標を設

定していく。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（２） 子育てに対する意識の多様化に、どこま

で対応するかで、事業の達成度や経費の

かかり方が大きく違ってくるゆえ、中野区と

して、区財政や人的配置を睨みながら、子

育てに対する「支援」の程度は見極める必

要がある。今後の大きな課題である 

提供すべき「支援」の範囲を常に念

頭に置きながら、引き続き各事業

の運営を行う。 

中野区次世代育成支援行動

計画で示した区の子育て支援

のスタンスを施策に反映させ

ていく。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

育児相談や健診、母親・両親学級への参

加状況等から、的確な分野目標の設定や

事業展開が図られている。 

引き続き事業の充実を図りながら

成果をあげる努力をする。 

新産婦・新生児訪問の拡充、

乳幼児健診未受診者の把握

を行い、各種サービス利用等

支援につなげる。 

（１） 人的な対応に負うところが多い事業であ

り、利用者側からの評価も前年に増して高

くなっている点、活動実績は充分に行われ

たと判断できる。今後は、常に人的な対応

の質を高められる仕組みや職員研修（自

主及び庁内）の実施をベースに、効率的

かつ現実的な対応の中で、顧客満足度を

高い水準で維持していくことが望まれる。 

顧客満足度を現状の高い水準で維

持していく努力を続ける。 

継続して満足度調査を実施し

ていく。また、担当者会議の中

で事業検討や研修等を行って

いく。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て （２） 親及び両親学級への参加者数の増加や

講座内容の充実も今後とも期待したい。 

事業の内容等充実を図る。 満足度調査を実施し、内容の

充実を図る。また、両親学級

の電子申請による申込を導入

した。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 支援の方法の見直しで、経費節減を図る

ことが望まれる。 

支援の手法の見直しを図り、経費

節減の努力を続けていく。 

講座・学級等の内容の見直し

等により、報償費等の縮減を

検討していく。 

子ども健康・出産育児支援分野 外部評価結果 B 評価のページ(別冊) １１８ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 経費が組織改編により算出不能とある

が、ていねいな支援を目指すためには、充

分なコスト意識も不可欠であり、効果との

バランスを常に評価しながら、改善していく

姿勢を今後とも期待する。 

コストに対する意識を高めると同時

に、虐待予防や事故予防など支援

の質の確保のための努力を続けて

いく。 

－ 

（１） 子育てに対して手厚く、ていねいに支援し

ていこうとする姿勢は、中野区の特色とし

て大いに伸ばしていきたいところである

が、「支援」の程度や範囲を明確にしてお

かないと区民要望に対する過度なサービ

スに陥る状況になりうる。子育ての肩代わ

りではなく、親が育てる上での有限な「支

援」であるという線引きを、内容、時間、金

額の面で区の役割を明示していく必要が

ある。 

子どもたちが健康に育つための区

の役割としての「支援」の範囲を見

極めながら事業を実施する。 

中野区次世代育成支援行動

計画で示した区の子育て支援

のスタンスを施策に反映させ

ていく。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（２） 区民満足度も高く、職員の対応の仕方や

事業の展開の仕方は、評価すべき内容と

して考えられる。今後は自主的な地域での

活動を促していく役割を大いに負ってもら

いと期待する。 

自主的な地域活動を育成し、ネット

ワーク作りを支援していく。 

現在、保健福祉センター単独

で実施している自主グループ

育成について、他部署との連

携において、地域活動活性化

に取り組む方向性を探ってい

く。発達障害の子どもを支援

するボランティアの育成、地域

活動活性化に向けて取り組み

を強化していく。 
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３２ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 施策目標を利用する区民サイドに変

えていく必要がある。また指標におい

てもトータル評価となっており、具体

的に変化が見えるわかりやすい指標

とすべきである。 

現行の施策目標は、めざすべき区民の

状態を記載したものである。 

 指標は概括的なものとならざるを得な

いが、具体的な変化が見えるよう、しっ

かりと数値を把握し、表示するよう努め

る。 

指標についてアンケート調査

を実施した。 

（２） 多様な事業の展開がなされているに

もかかわらず、区の果たす役割が見

えてこない。 

 区は、児童福祉法に定める保育の実

施者としての責任と役割に基づき、様々

な事業を実施している。 

目標の設定において、区の果

たす役割が見えるよう今後工

夫する。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

それぞれの特性を生かしたと明記し

ているが、保育の形態が明確化され

ていないために違いがわかりにくい。

 各保育園で行っている保育の特徴な

どは、区民が保育園を選ぶ際に必要な

情報であり、分かりやすく十分に情報提

供する必要があると考えている。 

ホームページや保育園ガイド

などでの周知方法についてさ

らに工夫する。 

（１） 

 

区立保育園の民営化により多様なサ

ービスが可能になったことや、入園事

務などの利便性がはかられている。 

区民に対する成果があったとの評価で

あり、これを踏まえて、さらに大きな成果

を目指して取り組みたい。  

延長保育実施園の拡大や 0

歳児の１１時間保育の実施な

どサービスをさらに充実させ

る。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 定員の弾力化で待機児童率が減少

している点も評価できる。 

区民に対する成果があったとの評価で

あり、これを踏まえて、さらに大きな成果

を目指して取り組みたい。 

私立保育園においても弾力化

を実施し、待機児率の減少に

取り組む。 

（１） 幼保一元化、区立保育園の民営化

によるメリットなど、区民に周知しても

らうための手立てが見えない。また、

入所可能な保育所に対し、厳密な対

応ができていない。 

民営化に伴うメリットについては、該当

園の保護者等には理解を得られている

と考えているが、区民一般への周知とい

う点では不足していた。 

 待機児がいる一方で欠員の園がある

のは、需要と供給の地域的な偏在と延

長保育の有無などが原因と思われる。 

ホームページ等を利用して区

民に周知を図っていく。 

 区立全園で延長保育などの

サービスの充実を図り、どの

園でも同様のサービスが受け

られるように取り組む。 

（２） 成果指標の目標が達成できていない

（満足度アンケートなど）。 

昨年度は保護者満足度調査を実施しなかったが、平成17年9月に実施し

た。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 入園事務の利便性がはかられた点

は評価できる。 

入園事務の利便性向上にさらに努め

る。 

窓口での多様な相談等に応じ

ることができるよう職員の研鑚

と連携を充実させるとともに、

親切、丁寧な対応に努める。 

 

 

保育サービス分野  外部評価結果 B  評価のページ(別冊) １２４ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 区立保育園の民営化。区立幼稚園、認可

保育園の入園事務、入園料・保育料の徴

収窓口が１本化されたことや、保育料の収

納に対しての積極的な働きかけで、収入

率を増やすなど成果が見える。 

十分な経費節減の効果が認められ

るとの評価であり、これを踏まえて

引き続き努力する。 

今後も計画的に民営化を進

めるとともに、経費節減と収入

確保に努める。 

（１） どの子も質の高い保育を受けるとはどの

ような質の高さか。民営化へ移行し、運営

形態もさまざまであれば、一定の基準をも

うけ、安全で快適な施設運営の計画が充

分行なわれているか、第三者評価をすべ

ての園を対象に行なうべきである。また、

利用者の満足度も把握するようにすべき

である。 

保育の質の高さは、一人ひとりの

子どもの状況に応じて、その心身

の発達を保障できているか否かに

よって決定されると考えている。民

営化園はもちろんのこと、全ての保

育施設において、区民の満足が得

られる保育を実施していく考えであ

る。 

17 年度に、区立保育園（指定

管理者園）２園、私立保育園２

園、認証保育所２～３園で第

三者評価を受審する予定であ

る。保護者満足度調査は、17

年 9 月に実施済み。今後毎年

継続する。 

（２） 多様な運営形態の保育施設を自己のニー

ズに合わせて選べるだけで、保育サービ

スといえるのか。そこに通う子育て世代の

学びや交流事業など、親同士が共に学び

育つ機会も視野にいれたサービス施策へ

と移行してほしい。 

保育園は入園児のためだけの施

設ではなく、保護者に対する支援

や在宅の子育て家庭のための施

設でもあるとの認識に基づき運営

しており、今後もそのようにしっかり

と取り組む。 

子育て相談やふれあい体験

事業などをさらに充実してい

く。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） 子育て支援分野と統一してもよいのでは

ないか。 

一部の事業については位置付けが

分かりづらいものがあるが、子育て

支援分野と保育サービス分野は、

区政目標体系において、その分担

を明確にしている。 

事業の位置付けについては、

区民にわかりやすいように周

知や実施方法などについて工

夫する。 

 

 



56 

 

３３ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（１） 分野の成果指標が施策目標の全体を反

映したものとなっていない。子どもの健全

育成に取り組む自主団体数や児童館活動

に関わっているボランティア数、地域との

共催事業、参加者数など、地域の側の関

わりや関心を推し量ることのできる指標の

設定が必要と思われる。 

分野の成果指標が施策目標の全

体を示す指標という視点で不十分

であると考える。 

分野及び各施策の指標につ

いて、地域活動等への子ども

の参加率や育成活動等に参

加した大人の数などを設定し

た。 

 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

16 年度の新分野でもあり効果の測定は難

しいが、分野全体としては効果があったと

評価できる。 

分野全体として一定の成果があが

ったものと判断する。 

前年度と比べて更に成果があ

げられるような事業執行に取

り組む。 

（１） 学童クラブ事業については、既存施設の

ハード面からの制約や少子化のなかでの

施設拡充の難しさなど種々の課題があろ

うが、定員に関する区基準の弾力的運用

や既存施設の活用などの工夫によって、

待機児童ゼロに向けた取り組みが必要で

ある。 

クラブ事業の実施にあたって待機

児童の解消は優先目的と考えてい

る。 

１８年度より待機児童の多い

地域に学童クラブを新設する

ほか、定員の弾力化を行い受

入人数の拡大を図る。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 育成活動支援について、支援団体や参加

者数が前年より 20～30％落ち込んでい

る。経費の 77％以上が人件費であること

を考える時、職員がエンジンとなって数値

をさらに上昇させる努力が必要と考える。

予算上の制約から事業回数の制

限を設けた等の要因もあるが、総

じて参加者が減少している。 

より多くの参加が得られるよ

う、職員による地域への働き

かけを一層行うとともに、参加

者の意見もふまえ参加しやす

い日時の設定に配慮する。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 各施設、各事業について全般的に節減さ

れていることが伺われるが、事業数や参

加者が下降したことによる事業費減になっ

たものと判断する。 

回数減等による事業費減もある

が、その他の経常的経費について

は引き続き抑制を図っている。 

地域活動団体等との連携によ

る事業の実施等により参加者

数を増やすほか、講座関係を

中心に内容が重複しているも

のについては再編整理を進め

ていく。また経常的経費につ

いては引き続き削減に努め

る。 

子ども育成分野  外部評価結果 B  評価のページ(別冊) １３０ページ
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（１） ５千人余のボランティアが児童館事業に関

わるなど、地域の関心の高さが伺われ、

行政の働きかけとともに高く評価されてし

かるべきである。 

児童館事業の実施にあたっては今

後も地域の協力が不可欠と考え

る。 

引き続き区民の関心を喚起し

事業協力を得られるよう働き

かけを行う。 

（２） この分野の最も重要なポイントは地域との

協働である。地域の力をさらに活かし、限

られた予算をより有効に使うために、児童

館事業や学童クラブ事業を担当する常勤

職員の業務の一部をNPO法人やボランテ

ィアに委託できないか、検討する余地があ

る。こうした工夫は子どもを見守る大人の

目を増やすことにもつながるのであり、仮

に定員を超えて学童クラブに子どもたちを

受け入れた場合でも、そのことに伴う不安

は解消されるものと期待できる。 

地域との協働、サービス向上のた

め多様な担い手の参加は必須であ

ると考える。 

今後、民間委託も含めて様々

な形でサービスが提供できる

ようにしていく。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） 種々の活動や事業に関わっている地域の

人々が何を感じ、どのような課題に直面し

ているのか、また行政に対してどのような

要望をもっているのか調査が必要で不足

している。当事者たる子どもたちの声につ

いても同様の調査が必要である。 

関係団体との会議の場では意見交

換、情報提供などを行っている。ま

た児童館でも運営協議会等を通じ

て利用者の意見を随時聞いてい

る。 

個別の意見だけでなく、例え

ば事業実施時のアンケートの

実施などにより広く地域の声

を聞く方法を行い施策に反映

していく。 

 

 

 

外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 
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３４ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 分野・施策において整合性があり、積極的

な働きかけにより審議会等への女性の参

画率など上昇し、おおむね指標の成果も

上がっている。 

庁内各分野に対しての男女平等推

進のための継続した働きかけは、

今後も積極的に行っていく。 

男女共同参画の趣旨を啓発

するとともに地域の中で男女

共同参画を推進する施策に取

り組み、さらなる参画率の向

上に結びつける。 

（２） 区役所における女性管理職の割合につい

ては、現在の数値から考え、１０年後の目

標値を高く設定してあるが是非実現してほ

しい数値である。 

職員数減少の傾向の現況の中で、

受験意欲を増すには、魅力ある管

理職像・組織・職場風土が影響を

与えると思われる。 

女性が管理監督者をめざす動

機づけを関係分野とも連携・

協力して行う。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

成果の指標を区民生活の視点から身近に

感じられる家庭生活・育児、地域活動など

に成果指標を絞り、また他分野との施策

の連携が現実的に見えて来るようなアウト

カム的指標を構築すべきである。 

身近な生活の場で男女平等が具

体的に実感でき、関連分野にもか

かわる指標の設定は必要である。 

「男女が多様な働き方ができ

るようになるべきと思う人の割

合」を成果指標として設定す

る。 

（１） 

 

審議会などへの女性の参画率などでは効

果があったと判断できるが、女性会館の有

効な活用や地域での啓発活動など、継続

的な区の取り組みが見えてこない。 

女性会館の事業の中には女性団

体との連携や地域センターと共催

で行っているものもある。地域で実

施するときは区民の協力を得て行

っている。 

女性会館を男女共同参画セン

ターとして改組し、この点につ

いて取り組みの柱としていく。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 分野を越えた横軸（ビーム）的な施策であ

るゆえ、他分野への遡及効果を期待した

い。 

男女平等の視点は、全ての部にお

ける施策の遂行に反映されていな

ければならない。 

男女共同参画基本計画の改

定を予定しており計画に盛り

込む視点として検討する。 

（１） 女性問題講座の回数が減少したが、質を

落とさずに工夫した点や男女平等推進の

啓発パンフレットの作成部数を増やした点

は評価できる。 

事業の質の維持のために職員が

知恵を出し合い、工夫をする努力

は、予算の有無にかかわらず、大

切なことである。 

今後も、創意工夫を凝らした

事業遂行を心がける。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 女性問題相談事業の相談件数に対して、

解決にいたっているのか。成果が見えな

い。 

相談の内容により、女性会館の法

律相談を受けてもらい、問題の解

決につながるよう継続的に面接を

行っている。生活面など緊急に対

応が必要な人は、生活援護分野へ

つなげたり、他の機関を紹介してい

る。 

成果が見えるような相談事業

を工夫する。 

 

男女平等分野  外部評価結果 B  評価のページ(別冊) １３６ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 啓発用パンフの大半を職員が作成するな

ど、経費の削減に努力が見える。 

啓発のパンフ、パネルなどは、職員

の手作りでも外注と比べて遜色な

く、経費節減に向けてさらに一層の

努力を行う。 

パンフ等は広報関係の職員研

修などで更にスキルアップを

図る。また、その他のどんな経

費をどういう方法で削減できる

かをつねに意識し、検討する。

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 一方作成した啓発用パンフレットが効果的

に配布され、活動実績につながっていった

かは判断しにくい状況である。パンフレット

を作るだけで事業の達成とすることなく、ど

のように活かすかを検討しながら、効率的

な経費節減を再考すべきである。 

パンフ以外にも効果的な広報方法

を編み出す必要がある。 

周知・啓発と活動実績が関連

づけられるよう工夫する。 

（１） 審議会など女性委員の枠を増やすなど女

性参画の機会が多くあり、区民から高い満

足度を得ていることは評価できる。 

さらに一層の努力を行い、区民満

足度の高い施策を展開していく。 

引き続き効果的な施策展開に

努める。 

（２） 共働き世帯が増加している。男女共同参

画はあくまで手段である。区民一人ひとり

が、性別にかかわりなく、個性と能力を十

分に発揮できる状態を認識するための啓

発活動を、地域においてもっと広める必要

がある。 

男女共同参画週間やDV防止週間

などにパネル展や写真展を実施し

ている。また、男女平等の情報紙、

トライアングルや女性会館のアン

サンブル、ホームページなどを活用

し、講座や事業の案内だけではな

く、男女平等に関していろいろな角

度から啓発や情報提供を行ってい

る。 

区民一般、あるいは女性に向

けた啓発が多かったが、これ

からは、地域活動団体向け、

学校向け、職場向けといった

対象別にターゲットを絞った啓

発の仕方を工夫することによ

り、各々の区民が自身のいる

状況の中で、より男女平等を

強く意識していけるようにす

る。 

（３） 女性が抱えるさまざまな問題や近年被害

が増加しているＤＶ（ドメスティック・バイオ

レンス）の相談・支援をきちんと行って欲し

い。 

DV 被害者の支援強化のため、１７

年度より DV電話相談などを実施し

ている。 

電話相談から女性会館の面

接相談につなげられるようにし

て、継続的な支援を行ってい

く。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（４） 「女性」という枠から、個人としてのアイデ

ンティティの確立や尊重を目指していく立

場が大切であり、「女性」を意識し過ぎたサ

ービスや過度な措置にならない工夫が必

要である。 

男女共同参画のためには、大切な

着眼点である。 

圧倒的に女性が不利な状況

に対しては、女性への手厚い

施策が必要である。一方で、

男女双方の人権を尊重し、バ

ランスを考慮した措置には常

に留意する。 

 

 



60 

 

４０ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 全体的に区民の位置付けが「サービスの受け手」

というやや消極的なものにとどまっている。区民が

健康や予防に対する意識を高め、日常生活のなか

で主体的に必要な行動をとることができている、と

いう点を分野の将来像に加える必要があるのでは

ないか。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（２） そのためには、保健や予防に関する正しい情報と

知識が、子供を含めた多様な世代の区民や事業者

に効果的に提供され、区民が広くそれらを共有して

いる必要がある。この点も将来像のひとつとして明

記する必要があるのではないか。 

区民が健康や予防に対する意

識を高めてもらうために、正し

い情報と知識を多様な世代や

事業者に効果的に提供し、広

く共有されることは重要と考え

ている 

目標及び指標に明記して

いく。 

（１） 

 

各施策については、いずれも設定された目標に近

い成果をあげており、分野全体として見ると効果は

あったと判断できる。 

－ 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） しかし、高齢者のインフルエンザ予防接種率や健康

づくり協力店舗数など、目標値自体が必ずしも高く

なく、目標値の再検討とその実現のための計画的

な取り組みの検討が必要である。 

現在設定している健康づくり協

力店の目標値については、十

分と思っていない。高齢者イン

フルエンザの予防接種率は、

米国では 60％程度であり、中

野区では 50％と決して低い訳

ではない。 

18 年度は健康づくり協力

店の効果的普及方法を

検討し、表示内容の質の

確保及び維持を図る中で

目標値について見直す。 

（１） エイズ等の性感染症予防については、教育委員会

や学校現場とも協力して、より積極的な啓発活動と

正しい予防知識の普及をはかる必要がある。とくに

中学生・高校生に対しては、教諭や保護者対象の

講演会にとどまらず、彼らに直接呼びかけ自ら考え

てもらい、事柄の重要性を理解してもらう工夫が必

要である。 

エイズ等の性感染症対策は、

中学生から行う必要があると

考えている。 

平成 14・15・16 年度文部

省エイズ教育（性教育）推

進地域事業の経験を踏ま

え、教育委員会や学校現

場と連携し、積極的に事

業を展開するよう努力し

たい。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 結核対策促進事業については、日本語学校で学

ぶ外国人学生の半数しか受診しておらず、一人でも

多くの学生が検診に応じるようさらに推進する必要

がある。 

日本語学校に在籍する外国人

学生の結核検診を推進する必

要がある。 

結核検診の受診状況を

調査し、未受診者には検

診勧奨をおこなう。 

 

保健予防分野  外部評価結果 B  評価のページ(別冊) １４０ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） １５年度と体系が異なり比較が困難とはいえ、

個々の事業についてより小さなコストで効率的に

できる部分がないか、精査する必要もあるのでは

ないか。衛生検査では自己点検によっても機器

の更新等によるコスト増が指摘されているが、他

区との共同利用や民間委託化などは考えられな

いのだろうか。 

検査の民間委託について

は、検討する。検査機器の

共同利用は非現実的であ

る。 

 

 

保健所業務（感染症、結核、

食品、環境等の行政検査）以

外の他部署からの依頼されて

いる検査は、民間検査機関へ

の委託は可能であり、今後調

整をすすめる。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て （２） 特に食品衛生については、衛生環境（分野４１）と

も連携し、効率的な衛生検査体制を工夫すること

でなお一層の経費節減に努めることが必要では

ないか。 

食品衛生監視と検査は,それぞれの専門性が高く、精度管理

上からも、現行の分業制の方が良い。 

（１） 健康づくり協力店への支援は良い発想であり、

中・長期的にみて区民とって非常に大きなプラス

になるものと推測される。趣旨に賛同する店舗が

少ないようだが、賛同することがその店のステー

タスとなるような魅力的な内容にし、賛同する店

舗をさらに拡大することが望ましい。たとえば、ス

テッカーだけではなく、協力店を区民に積極的に

PRするような試みもあってよいのではないか。 

健康づくり協力店の基本

は、表示されている栄養成

分や健康情報の見方を区民

に啓発が必要と考えてい

る。 

既に認定している協力店の実

態を把握し、お店のPRのみで

なく、区民の健康づくりを支援

する意識を啓発していく。 

（２） 試験検査内に「科学的行政」という表現がある

が、「データに基づく保健予防の推進」など分かり

やすい表現を工夫されたい。施策はある種行政

の「マニフェスト」であり、区民に向けた説明責任

でもあるのだから。 

｢科学的行政｣という表現は

不適切だった。 

来年度から区民に分かりやす

い適切な表現に改める。 

（３） 食品に関する事業など生活衛生分野と重複す

る事業含まれている印象がある。健康や生活環

境に関する情報発信などは生活する上で一体的

に行なわれる必要があるため、統合できる部分

はないか。 

保健予防分野で行っている食品に関する事業は健康増進法

に基づき、国民健康栄養調査・栄養成分表示や特定給食施

設指導等を実施しており、生活衛生分野の指導業務とは質を

異にしているので、統合は馴染まない。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（４） 様々な専門性があろうが、「区民に対して連携

して」という意識が感じられない。業務の円滑な推

進のために、衛生監視員等各専門職の連携を密

にしなければならないが、同じフロアにいながら、

連携がとれないのは不可解である。顧客対応に

ついて区は「区民主役」と声を大にしているが、実

態は「行政主役」であり、旧態依然の縦割りであ

ると思わざるを得ない。 

指摘については、もっともであ

り、改善する必要がある。 

衛生監視員等と定例的に合

同連絡会を開き、区民の視

点に立たったタイムリーな検

査情報を、ホームページ等

を通じて提供するように努

める。 
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４１ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 区民や事業者は環境問題の当事者であ

り、その基本にたって自ら環境や近隣に配

慮した環境行動を実践している、という点

も目指すべき将来像に掲げる必要がある

のではないか。 

区民、事業者自らの取組みが重要

であり、将来像の中で表現する必

要がある。 

新たな分野の将来像の中で反

映をさせた。 

（２） 国がレベルを定めている９つの環境基準

のうちすでに７つについてはクリアーして

いるが、それらについては個々に区として

のさらなる目標を定めることも必要ではな

いか。 

区としてさらなる指標の設定は考え

ていない。 

成果指標は、環境基準が達成

されていない大気汚染と自動

車騒音についての達成状況と

し、併せて、本指標を補足する

形で全項目の達成状況を表

記するよう検討する。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

大気汚染および自動車騒音については季

節や時間帯などによって目標値を工夫す

るなど、実態に即した、かつ区民にもわか

りやすい目標の設定の仕方もあるのでは

ないか。 

何がどの程度達成しているのか分

かり易い成果指標の設定も重要と

考える。 

大気汚染と自動車騒音の２つ

に分離し、大気汚染は項目

数、自動車騒音は幹線道路数

の達成数を成果指標とする。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

食品営業施設における食中毒ゼロや自主

管理施設の増加など、職員の努力のあと

が伺え分野全体としては効果が認められ

るものとして評価できる。 

－ 

（１） 環境衛生関連の自主検査実施件数は、対

象母数に比してまだ 150 件と少なく、行政

としても一層の働きかけが必要と思われ

る。 

自主検査を進めるために業界団体

への働きかけ及び現状把握を行

う。 

環境衛生協会へ働きかける。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 区民の環境行動度については、次回世論

調査においてより多くの質問を設定し、区

民自身が自分の暮らし方を様々な面で振

り返る機会となるような、同時に行政として

次の施策を検討する手がかりが得られる

ような測定を工夫されたい。 

指標の測定方法を工夫するととも

に、新たな分野の中での指標の位

置付けを整理する。 

環境公害の指標ではなく、分

野全体の指標としていく。 

 

生活衛生・環境と暮らし分野 外部評価結果 B 評価のページ(別冊) １４６ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 人件費、事業費両面で経費節減の努力が

伺われる。 

－ 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 反面、医療監視や薬事監視、また害虫防

除・空地指導など、事業内容に比して単位

あたりコストがかなり高いものもあり、なお

一層の自己点検が必要と考える。 

事業の執行方法を工夫する。  家庭用品の検査については、

年間計画を見直すとともに、

保健所組織を見直す中で検査

の外部委託化等も検討してい

きたい。 

（１） 環境衛生、家庭用品衛生、食品衛生に関

連して区民として理解しておくことが望まし

い情報や知識は、わかりやすい形で積極

的に提供してほしい。食品衛生について

は、保健予防・試験検査担当とも連携さ

れ、区民全体に必要と思われる情報や検

査結果は、適切なかたちで提供してほし

い。 

保健所としての試験検査結果につ

いて、情報提供の仕組みについて

確立する。 

区報やホームページあるい

は、くらしの安全展などにより

普及啓発活動を行っている

が、さらに情報提供の充実化

を図っていきたい。 

（２） 環境汚染のないまちづくりを目指すために

は、子どもたちへの啓発も重要な要素と考

える。また、都市計画・地区整備分野との

連携も視点として加えるべきではないか。

子どもの頃からの環境教育は大変

重要であり、推進をしていきたい。

また、公害防止はもちろん、環境施

策全般にわたりまちづくりの視点は

欠かせないと考える。  

環境と暮らし分野全体の中

で、環境教育の推進やまちづ

くり事業との連携の強化を進

めていく。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） 食品検査など、保健予防分野と連携でき

る事業があり、同様に区民の健康を啓発

するのであれば、保健予防分野と統合で

きる事業はないか。 

区民の健康を啓発する事業等につ

いて、保健予防分野と連携・統合を

検討する。 

食品検査については、保健予

防分野との間でさまざまな課

題があるが、事業等について

は、連携を図りながら統合の

可能性について検討していき

たい。 
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４２ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） この分野でのターゲットは全区民で子どもや若者も含ま

れる筈であるが、具体的な指標では大半が高齢者を意

識している。未来を担う若年層の栄養、体力、精神力な

ど課題は多いので、施策や指標に入れる必要があるよう

に思う。 

全区民に対して、さらに健

康づくりを進めていく必要

があると考えています。 

健康づくり月間等を実施

して啓発を強化するととも

に、健康づくり施策の体

系化を図っていきます。 

（２） 健康推進の５年後の目標に関する成果指標が、喫煙率

とホームページのアクセス数であるのは適性を欠くので

はないか。逆にいえば、喫煙率が１％減り、ホームペー

ジにアクセスする人が増えれば（PC 利用者の自然増も

ある）健康推進という大きな課題が達成されたことにな

る。区民の健康を推進するために、目標との整合性を持

たせ、何をどういう方法でどのレベルまで達成させるの

かについて、若年層を含んだ、学校や自主団体、医療機

関との連携を指標とするとか、検診受診率の割合など、

厳密につめないと、ただ前例踏襲になりかねない。施策

は高齢者をターゲットとしたものに偏っている。 

平成１５年に改定した「中野区保健福祉総合推進計

画」の中でライフステージごとの健康目標及び達成指

標を設定しているが、行政評価としては、２つの指標を

設定しました。施策は、高齢者以外の層に対しても展

開しています。 

（３） 地域医療の中で「かかりつけ医」の定義が曖昧になって

いないか。病院と家庭医との役割分担が望まれている一

方で、成果指標において「よく行く病院」まで含めた数値

（７２％）は意味が不明である。 

「かかりつけ医」を区民に対して厳密に定義付けること

は困難であるため、「あなたは、かかりつけの診療所・

病院を決めていますか」という設問にしている。なお、

東京都や他区でも同様な設問内容で実施されている。

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（４） 

 

区民全体の健康づくりを目指すべき分野が、高齢者に比

重が大きすぎる。高齢者の健康づくりをターゲットとする

ならば、地域保健福祉分野、高齢福祉分野にも同様な

施策があり、統合すべきではないか。 

介護保険制度の改正に伴い、組織の再編について検

討している。 

（１） 

 

それぞれの分野で職員が努力し、一定の成果を上げて

いるものと考える。 

－ 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 但し一方、若年層の健康づくりの考え方や、歯科診療が

他科目に較べて優位性をもつ理由、検診の大半が自己

負担がない理由、健康イベントを参加者少数でも直営で

続ける理由など、重大な詰めが不足しており、グランドデ

ザインに取り組む必要があるのではないか。その意味で

は効果ありと明言することが難しい一面を持つ。 

平成１５年度から、大腸がん検診を除く全ての「がん検

診」について、自己負担制を導入しており、“検診の大

半について自己負担がない理由”との指摘は当たらな

いと考えている。なお、平成１７年度から全ての健診

(検診)で自己負担制を導入している。区民に幅広く健

康づくりを推進するための健康イベント(健康づくり月間

等)は有効なツールの一つとして認識しており、多数の

区民に対して事業を実施する。要介護高齢者や障害

児(者)のための歯科診療については、民間での診療

体制が必ずしも整っていないため今後も推進していく。

健康づくり分野  外部評価結果 B  評価のページ(別冊) １５０ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 健康推進において、健康フェステイバル３１３人、禁煙教

室８６人、シンポジウム３５人と参加者が少なく、区が開

催する必然性に疑問がある。禁煙を区が進める為には

もっと斬新な企画が望まれる。健康手帳は内容が優れて

いるので、これを渡すだけでなく、活用のアイデイアが欲

しい。 

「健康づくり」に関する事

業は、対象者や実施方法

を見直す。 

「健康づくり月間」を設置

し、健康イベントを効果的

に実施するなど、より幅

広く区民の健康づくり運

動を支援していく。 

（２） 地域医療体制の整備に関して、「かかりつけ医」の定義

が曖昧なため、実績が図りにくい。歯科診療は数字が伸

びていて実績を認めうる。他の整備はどう進んでいるの

か分かりにくい。 

要介護高齢者や障害児(者)のための歯科診療につい

ては、民間での診療体制が必ずしも整っていないため

推進している。他の診療科目については、既に整備さ

れているため、区が推進する必要性は低いと考えてい

る。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 高齢施設は利用者が増えて活性化されている。更なる

充実を期待したい。 

－ 

（１） 成人検診やがん検診などに１１億円がかかっている。こ

のうち乳がんと肺がんだけが一部利用者負担（５２９万

円）があるが、他の大半は無料となっている。国と都から

２億５６００万円の補助があるが重たい負担だ。検診を区

に申し込めば無料で、そうでなければ自己負担というの

は何故かを明らかにした上で、困窮者を除いて原則自己

負担を考えるべきでないか。 

肺がん検診と乳がん(マンモグラフィ)検診は、区施設で

実施しているため歳入があるが、その他の検診につい

ては医療機関に委託しているため、自己負担金分につ

いては委託料と相殺している。既に原則自己負担とな

っている。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て （２） 健康手帳は制度改定にあわせた部数減なので、これを

もって自発的な経費節減というのは無理がある。一番の

経費節減は仕事の整理廃止であり、受益者負担の導入

である。 

経費節減の大きなものは健診の見直しや高齢者会館

の委託に伴うものと考えている。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（１） 施策の整理整頓、新しい視点を入れた全体企画（グラン

ドデザイン）に欠けている印象を受ける。区役所が培って

きたネットワークを活用しながら、ルーチン化した仕事は

民間や外部機関に受け渡し、行政としての要・不要を明

確にしていく必要があるものと感じる。 

今後予定されている医療

制度改革や、介護保険制

度の改正に対応したグラ

ンドデザインを構築してい

く必要があると考えてい

る。 

保健福祉総合推進計画

の改定によりグランドデ

ザインを構築していく。 

 



66 

 

４３ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 「将来像」に書かれている内容は、現在

すでに実現されているはずのものであ

り、目標にはどうか。「保健分野の連

絡・調整」を自負するならば、当然それ

に相応しい将来像、指標が設定される

べきである。 

現在、既に実現されていると指

摘されているが、そうは言い切れ

ないのではないか。ただし、後段

の指摘はそのとおりである。 

地域ケア分野を創設し、地域ケア

の構築と、部門計画の立案調整な

どとに分野の目標をより明確に分

離・整理することとした。 

成果指標については、地域での支

えあいの仕組みに関するものを新

たに指標化した。 

（２） 特に、成果指標に関しては、将来像とま

ったく整合性がなく、しかも現在提示し

ている数値は、「社会福祉協議会（社

協）」が担っている事業の数字であり、

分野の目標値ではありえない。 

成果指標は、適切なものにして

いくことが必要であると考える。 

新たに分離した分野目標としての

包括的地域ケア推進を示す指標と

して、①相談や助け合いなど地域

で親しい付き合いをしている人がい

る人の割合、②高齢者見守りの仕

組みである「元気でねっと」の登録

者数、③社会福祉協議会ボランテ

ィアセンター登録者数、とした。 

（３） 施策「保健福祉」の成果指標では、ボラ

ンティア登録者数をあげているが、登録

は社協任せであり、当施策の成果指標

としては不適切である。 

同上 

 

同上 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（４） 

 

自己点検でも述べている通り、施策「保

健福祉」の成果指標、「民生児童委員

の支援件数」は妥当性に乏しい。支援

件数が多ければいいのか、成果指標に

のせるべき課題なのか、という根本の

所を議論する必要がある。 

施策の目標について、適切に反

映した内容を指標化することが

必要であると考える。 

同上 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

ボランティア増加をうたっているにもか

かわらず、登録は社協任せで、ボランテ

ィアのニーズ、登録者の内訳、活動状

況など、情報をきちんと把握していな

い。 

指摘のとおり。 情報把握が不十分な面もあり、活

動状況等の把握に努めたい。 

保健福祉分野  外部評価結果 Ｃ  評価のページ(別冊) １５６ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（２） ＰＲは区報とＨＰだけであり、情報公開、

情報提供に関する意識、事業ともに不

足している。 

指摘のとおり。 区報やＨＰに加え、権利擁護センタ

ーが実施する地域での出前相談会

実施に合わせた地域ニュースの活

用や掲示板、施設内ポスターなど、

様々な情報伝達手段を利用して、

ＰＲに努めていく。 区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（３） 各施策で挙げられている事業８つの中

で、分野として自発的、中心的に行って

いるものは、「福祉サービス苦情調整委

員（福祉オンブズマン）」だけである。そ

の他のものは、「アシストなかの」や「社

協」などが行っている事業であり、当分

野は、助成しているに過ぎない。効果が

あったかどうか判断できるほどの事業

が見あたらない。 

本来、保健福祉分野の役割は、地域福祉の風土づくりとか福祉サービ

スの利用の権利を守れる仕組みづくりにあり、地域福祉の担い手を支

援することが行政の役割であると考える。 

（１） 「福祉オンブズマン」の活動が毎週金曜

に行われているにも関わらず、申し立て

には事前手続き、日程調整などが必要

であり、手続きは非常に煩雑である（日

程を調整するならば、外部委員が常駐

する必要はないのではないか）。コスト

パフォーマンスも利用頻度も悪く、制度

そのものの再考が至急必要である。 

１回の申立日（１回２時間）に申

立てを受けられる件数に限界

（概ね２件まで）があるため、申

立ての事前手続き及び日程調整

については、やむを得ないと判

断する。ただし、コストパフォーマ

ンス、利用頻度については指摘

のとおり。 

申立については、完全予約制とす

る。 

委員の報酬月額については見直し

をする。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 活動実績として列記されている事業の

ほとんどは、「社会福祉協議会」や「アシ

ストなかの」など、助成をしている団体

の実績を並べただけである。したがっ

て、評価をするまでにいたらない。 

本来、保健福祉分野の役割は、地域福祉の風土づくりとか福祉サービ

スの利用の権利を守れる仕組みづくりにあり、地域福祉の担い手を支

援することが行政の役割であると考える。 
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（１） 自己点検では、「大幅な経費削減が図

られた」と胸を張るが、これは外郭団体

への予算を減らしたに過ぎず、合理化

は、あくまで外郭団体の成果である。自

分たちが補助金を出した団体に関して

は、事業内容、予算など常にチェックが

必要であり、その結果の経費削減なら

ば評価に値するが、今回は外郭団体へ

の丸投げに過ぎない。 

外郭団体に対して、補助金の実

績報告を求めるなど種々のチェ

ックを行い、一層の経営合理化、

経営改革を促してきた結果、経

費削減が実現したものである。し

たがって「外郭団体への丸投げ」

との評価は当たらないと思う。 

外郭団体に対して、補助金の実績

報告を求めるなど種々のチェックを

行ったほか、一層の経営合理化、

経営改革を促してきた結果、団体と

しての経営改革方針の策定に至っ

たものであり、これによって団体の

経費削減が実現しているものであ

る。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） １６年度に１２件しかない「福祉サービス

の苦情受け付け（福祉オンブズマン）」

の事業の廃止を含めた見直し、経費削

減を考える必要がある。 

経費の節減を図る必要があると

考える。 

委員の報酬月額については見直し

をする。 

（１） ヒアリングでは、自分たちの分野が、

「各分野の連絡調整」「間接的支援」で

あることを明言していた。この自己認識

の正確さは評価すべきである。ただし、

こうした文言が資料に一切なく、「アシス

トなかの」の活動を実績として並べ立て

ており、自己認識と文章に大きな隔たり

がある。 

指摘のとおり。 地域ケア分野を創設し、地域ケア

の構築と、部門計画の立案調整な

どとに分野の目標をより明確に分

離・整理することとした。 

成果指標については、地域での支

えあいの仕組みに関するものを新

たに指標化した。 

（２） 社協など外部団体を信頼している点

は、評価したい。ただし、助成をしている

外郭団体との情報共有は心許なく、情

報整理などなされていない点は、すぐに

でも改善すべきである。 

指摘のとおり。 

 

 

 

区が補助対象としているすべての

事業について、少なくとも毎月の各

種数値や関係情報について、でき

る限りの情報提供を受け、その共

有化を図りたい。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） ボランティアに対するニーズ、登録者の

内訳、活動状況などは、すぐにでも情報

を収集し、分野の活動に生かしてほし

い。 

区内のボランティア活動の最新

状況を把握することが必要であ

る。 

社会福祉協議会と連携して実施し

ていきたい。 

外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（４） 「区内に成年後見を行う法人」をつく

るのに１０年後を予定しているなど、民

間なら１年でやれることと比較してコスト

意識にも疑問が残るし、必要性もわか

らない。事務事業のスピードが緩すぎる

し、総合的にみてミッションが不明だ。こ

のままではこの部署の存在意義に疑問

を感ずる。あり方を問い直す必要があ

る。 

指摘の趣旨は受け止めたい。 ミッションをより明確にして分野

目標を分離・整理した。 

法人後見については、区内での

成年後見人を全体として確保して

いく視点から、個人の後見人養成

事業と合わせて一体的に検討し、 

２１年度に実施する計画とした。 
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４４ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） １０年後の将来像について、「自分にあっ

た努力」、「自立して生活」、「時には担い

手として」と区民にアクテイブな生活姿勢を

期待しているからには、相談件数や認定

率以外の自立指標を掲載する必要がある

のではないか。 

相談件数や認定率以外の指標に

ついても検討する。 

 

平成１７年度には保健福祉事

業に関する満足度を測るアン

ケート調査を実施している。こ

の結果・分析を参考にする。 

（２） １０年後の将来像について、「前期高齢者

における要介護・要支援の認定率」５，

０％は１６年度の目標であり、すでにクリア

ーされている。できるだけ５％を維持すると

いう考え方であるにせよ、横ばい目標がい

かなる意味を持つのか。 

高齢者人口の自然増を考慮し、ま

た、介護予防事業の充実を図る中

で、認定率が抑制された結果の目

標値として５％を設定したもの。 

同左 
分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

相談、支援が主な業務であり、これが成果

指標となっているが、これらの件数が増え

れば良しばかりでなく、区民にとってはそ

の結果問題が解決されたのかがアウトカ

ムである。「行政起点」から「生活者起点」

への指標に転換する必要がある。 

（１）に同じ （１）に同じ 

（１） 

 

それぞれの事業において職員が努力し一

定の効果を上げているものと考える。 

－ 
区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 一方相談件数、支援件数が上昇している

にせよ、区民にとって問題解決になったの

かどうかは別問題であり、読み取れない。

成果として相談をした区民の側からの結

果を表示することも必要ではないか。 

個々のさまざまな相談に対する対

応で、何がどう変わったのかを、継

続して検証し、質的な側面にも着

目して、区民の側からの成果を表

示する努力をしていく。 

同左 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（１） 健康支援について、（精神障害を別にし

て）人件費だけで２億４千万円かけて様々

な相談事業が行われ、一つ一つは重要な

ものである。しかし、健康相談は２名の常

勤職員が従事し、１件５万円かかり、いき

いき入浴健康教室は１回あたり４８万円か

かることを考えると、区が直営で行わなけ

ればならない理由が見当たらない。いきい

き入浴健康教室などは高齢福祉分野にも

同じ内容の施策もあり、一体化はできない

か。地域相談や地域高齢者支援も同様。 

コスト意識を持つことは、重要であ

ると認識している。行政が担うも

の、民間委託や事業の統合が可能

なものなどの検証は必要と考え

る。 

同左。 

なお、いきいき入浴健康教室

については、高齢福祉分野と

一体的に実施していたもので

あるが、平成１７年度には委託

化し、改善を進めた。 

地域保健福祉分野  外部評価結果 B  評価のページ(別冊) １６０ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（２） 健康相談、口腔保健相談など実績として

は低めであるし、健康づくり分野にも同じ

内容の施策が含まれているので、一体に

できないか。 

一次予防に関する施策体系の見

直しは必要と考える。 

平成１８年度に向け施策体系

の改善を進めている。 
実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 保健師による相談件数は子ども家庭部門

と一体集計して示す必要があるのではな

いか。 

行政評価が分野単位のため、保健

福祉分野の相談件数の提示以外

はできない。 

― 

 

 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） コストに関しては全体でいくら節減できた

のか明確な数字が出ていないし、特別目

立つ節減も見当たらない。 

制度改正や組織改正で予算の組

み方が前年度と大きく変わったた

め、経年で明確に数字を提示する

ことができなかった。 

１７年度においては、いきいき

入浴健康教室事業の委託、精

神障害回復者社会生活適応

訓練事業における利用者負担

の導入を実施した。 

（１） 事業予算全体で８億８５７５万円、そのうち

約９割が人件費であることを考える時、定

着し問題解決の手法も固まった事業を区

の直営で続ける意味があるのかということ

と、高齢者の虐待などが次々と起きてくる

問題点を発見することこそが仕事ではない

か思われる。 

経費の節減、事業のあり方につい

て、さらに検討する。 

コストは重要な評価要素として

認識している。区が直営で行

なわなければならないもの、民

間に任せられるものを、区民

のサービス享受満足度や、サ

ービスの改善向上の側面から

も検討を進めている。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（２） 見守りネットワーク、地域の民生委員など

様々な名称の委員が重層化している。機

能を統合できないか。また、見守られてい

る側が監視されているイメージで捉えてし

まうなど、見守る側とサポートする側との

意識のミスマッチが存在する。区民がどう

いう支え合いを望んでいるのか、区民と区

は協働で知恵を出し合いながら高齢化社

会に向けてネットワークを創り上げていくも

のではないか。 

新たな地域ケアネットワークシステ

ムを構築する。 

新たな地域ケアネットワークシ

ステムについて検討を進めて

いる。 
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４５ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） １０年後の将来像の中で表現われているキ

ーワード「地域でいきいきと自立した生活」や

「質の高い多様な保健福祉サービス」がいか

なる状況を描いているのかが、不明である。

成果指標でも「多様な施設整備」としており、

重複していて説明に至らない。 

区が整備誘導の主体となる具

体的な施設・サービス種類、整

備数等を明らかにした目標を

設定する。 

グループホームや小規模多機能

居宅介護、夜間対応型訪問介護

など、地域密着型サービスの整

備状況を指標とする。 

（２） 授産場、シルバー人材センターの登録者数

が必ずしも「いきいきと生活」に連動するわ

けではないし、食事サービスの満足度だけ

でも難しい。 

シルバー人材センターについ

ては、平成１７年度より産業振

興分野へ移管し、高齢者の自

立に向けた就業支援の一環と

して事業展開をしている。この

ため、１７年度の目標を改善事

項のとおり変更する。 

１７年度から目標を｢自立した生

活を続けるための、心身の健康

や機能の維持、体力の向上｣に

変更し、目標に資する事業内容

の実績などを指標とした。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

介護保険施設について、成果指標に民間参

入率が入っているのは、「生活者起点」とは

別物である。ハードの側面でなく、サービス

の内容やレベルが描かれるべきであろう。 

民間参入率は区の施策の方

向として、「民間の多様なサー

ビスの活用」の観点から導入

したが、指摘を踏まえ改善す

る。 

地域密着型サービスの事業者指

定、指定事業者の監視・指導が

１８年度より区の権限となること

から、サービス内容の客観的評

価基準（第三者評価、もしくは区

の基準）の受診率、評価基準の

平均値を超える事業者数（もしく

は率）を指標とする。 

（１） 

 

それぞれの事業について職員が努力し、一

定の効果を上げたものと考える。 

高齢者緊急一時宿泊事業など

更に検討を行い、常に事業効

果をあげていく。 

介護保険制度変更に伴い、高齢

者緊急一時宿泊事業を権利擁

護事業に位置づけ事業拡充する

ため、利用実績（相談件数に対し

て）を指標とする。 
区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 一方で、訪問理美容、寝具乾燥、おむつ、徘

徊者検索、食事、三療サービスなど区が直

接サービスを提供すべきことかどうかには疑

問が残る。分野全体としての効果と区が行

なうべきかどうかは別問題だし、どこまで行

なうべきかを再検討する必要を感ずる。民間

でサービスが提供される方法はないか考え

る必要がある。 

区が実施する事業について、

その目的を改めて明確にす

る。 

事業の対象者を①一般高齢者

②虚弱高齢者③要介護高齢者

(家族支援を含む)に区分する。

②③について、介護保険サービ

スを基本としたケアマプランを充

足させるメニューとし、事業の効

果を計りながら実施する。 

実
施
事
業
の
実

績
に
つ
い
て 

（１） 高齢福祉について、食事サービスや在宅サ

ービス、人材センターなどほぼ達成できたこ

とは評価するが、民間活用によりサービスが

提供できないか。 

高齢者の在宅サービスは全て

委託で実施している。 

今後も、民間活用を前提として事

業を実施する。 

高齢福祉分野  外部評価結果 B-  評価のページ(別冊) １６６ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（２） 江古田の森は、途中方針変更や PFI を選

択した経緯があるとはいえ、あまりにも仕

事のペースが遅いのではないか、（平成８

年から）しかも進捗状況を成果指標として

いること自体、目標による管理に欠けてい

る。トコロテン式に、振り返ればここまでで

したという方式は右肩上がりの時代の古

い発想で、人件費がコストであることの認

識が薄い。 

指摘を踏まえ改善する。 １７年度に整備計画を事業化

したので、今後は「介護保険を

活用し、住み慣れた地域で生

活する区民｣に目標を設定す

る必要がある。そのため、高

齢福祉分野から介護保険分

野へと目標体系の位置づけを

変更した。１８年度の目標は整

備工事の監視と懇談会の立

上げ支援である。従って、単独

の指標は特に設けないことと

する。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 在宅介護を重視していくとしながら、区の

施設にかかわる時間と人件費のコストを

みるとどちらを重視しているのか疑問であ

る。 

施設整備・運営支援は、入所施設のみを対象にしているものではな

く、在宅介護を支えるショートステイ、デイサービスを行う施設支援も

含めて行っている事業であり、施設＝入所ではない。 

したがって「在宅介護重視に疑問」との指摘については、事業認識の

錯誤と考える。 

なお、特別養護老人ホームへの補助金については、介護保険制度

施行に伴う移行対応の期限付逓減補助金であり、毎年、経費節減を

実施している。 

（１） 在宅サービスの事業費は殆どが増加傾向

にある。 

 

高齢化率の上昇や要介護認定者

が増加しており、在宅サービス事

業費の増加は当然の結果であり、

サービスが広く普及しているためで

あると考える。 

介護保険制度の改正に伴い、

在宅サービス事業の目的を改

めて明確にし、事業効果を検

証する。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） アドバイザー委託料とデイサービスの委託

料について、経費節減が図れている。 

デイサービスについては、区立施

設の民営化方針にのっとり既存の

委託施設（３ヵ所）を１８年度より民

営化・指定管理者による運営に切

り替えていくことにより更に経費節

減効果を追求する。 

１８年度より民営化・指定管理

者による運営に移行。 

アドバイザー委託料は１６年

度で終了。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（３） 授産場は、シルバー人材センターとの統

合など、単独で運営する必要性は消滅し

ている。４３６０万円かけて３２名の登録。

１人当たり１３６万円かかるのは時代に合

わない。利用率の低い施設については民

営化を図ることにより、時間と人件費の経

費節減が図られるのではないか。 

高齢者の就労支援を一本化する方

向で検討を進めており、指摘を踏ま

え改善する。 

18 年度授産場事業をシルバ

ー人材センター事業に統合

し、授産場を廃止する。 

（１） 将来目標には種々の形容詞がついている

が、そのことと成果指標がリンクしていな

い。 

指摘を踏まえ改善する。 「在宅生活を支えるための小

規模多機能型居宅介護拠点

や身近な地域で生活するグル

ープホームなどの地域密着型

サービスを介護保険事業計画

に基づき地域実情に応じて整

備する。」等の目標に変更す

る。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（２） 高齢者への福祉事業は何箇所にも別れ

て実行されているが、入浴事業のように重

なっているものなど、果たして官の役割か

どうか不明なものがある。 

１８年度より実施となる地域支援事

業との関係を精査し、その後、官民

役割分担について再検討する。 

１８年度からは、関連事業を介

護予防の考えを踏まえて組み

立て、事業実績を指標とする。
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） 在宅介護を重視しながらも、江古田の森

に事業化など、もう少し明確な理由付けが

欲しい。 

「施設＝入所」という視点が評価のズレにつながっていると思われ

る。江古田の森については、近隣に病院や施設等が集中している地

域であることから、区の保健・福祉・医療の中心地域として位置付け、

ネットワーク構築の拠点と考えている。今回、建設する施設に関して

も、入所施設のみではなく、病院から在宅の中間となるリハビリ施

設、通所介護や通所リハビリ施設、訪問介護や訪問看護の拠点、シ

ョートステイ機能など在宅生活を支えるために必要なサービスを兼ね

備えた複合施設である。また、地域住民の方との交流スペース、災

害時には二次避難所としての機能も持つ事により、「住み慣れたまち

でいつまでも暮らすために」を実現する重要な事業であり、在宅介護

重視の方針の中でも中心的な事業の一つと考えている。 
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４６ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 障害者に接する区民の意識を正確に推し

量ることは決して容易ではないが、区民が

様々な障害を有する区民と共生し自然な

かたちで交流できている、という将来像を

今少し明確に掲げる必要があるのではな

いか。 

将来像をもう少し明確にする必

要性は認識している。 

障害について地域社会に理解さ

れ、障害者が気軽に外出や社会

参加をし、多くの人々との交流が

進んでいます。また、障害者自ら

が支援者となり、お互いに支えあ

っていく社会をめざす。 

（２） 上記の点に関する成果指標のひとつとし

て、世論調査における障害者に対する区

民の（地域社会の）受容度を設定する、と

いうことも考えられる。 

一般区民の障害者への理解度（意識）を推し量り、成果指標として設

定することは難しいが、検討してみたい。 

（３） ケア体制やグループホームの整備など 10

年後の目標値が設定されていないものが

あるが、制度の転換期にあるとはいえ、少

なくとも現在すでに顕在化している需要

（当事者の要望）を前提に、数値化を試み

る必要があるのではないか。とくにグルー

プホームは地域における交流の拠点とし

て、区としても期待しており、その意味でも

具体的に目標を設定することが望ましい。

具体的な目標の設定について検

討してみたい。 

平成１８年度行政評価では具体

的な数字で示したい。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（４） 

 

成果指標が「充実」や「整備」で表現されて

いるが、成果指標は本来、何を、いつまで

に、どういう手段で、どのレベルまでという

最終ゴールを示すことにあるのではない

か。 

一定の到達点を示すことができ

るよう検討してみたい。 

平成１８年度行政評価では具体

的な数字で示したい。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

社会参画の促進、福祉事業の展開、支援

費制度の活用、精神障害者の社会復帰な

ど、障害者に対する施策が様々に展開さ

れており、全体としては効果を発揮してい

るものと認められる。 

－ 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（１） 福祉作業所の満足度調査の結果を次の

施策にどのように活かそうとされているの

か、また活かされているのか、よく見えな

い。 

満足度調査結果の活用につい

て、できるだけ示していきたい。 

よりよい結果を得るため、職場内

研修の充実とともに、専門職研

修への派遣を積極的に行い、職

員のレベルアップを図っている。 

障害福祉分野  外部評価結果 B  評価のページ(別冊) １７２ページ



77 

 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

実
施
事
業
の

実
績
に
つ
い
て 

（２） 区立施設の在宅待機者ゼロなど、これま

での取り組みの成果が現れている。 

－ 

（１） 支援費制度の利用や施設整備などにより

経費増の部分もあるが、人件費も含めて

全体的に経費の節減に努めていることが

伺われる。 

－ 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 就労施設に関して、特殊な分野であるとは

いえ、コストパフォーマンスの点から疑問

が残る。本当に区が直営する必然性があ

るのか。例えば知的障害者生活支援は、

４０人対象のクラブ活動１回当たり１３５万

円。知的障害者就労支援は、３人の実習

参加に１人当たりのコストが５８０万円。身

体障害者生活支援は２９人を対象に１人

当たり１２４万円が使われている。税金自

体、幾多の困難をもつ人々によって支払

われている現状を考える時、「最小のコス

トで最大の効果」を常に考えることが行政

に課せられた重大な使命である。 

「最小のコストで最大の効果」を

考慮し検討してみたい。 

民間社会福祉法人など民間活力

を導入する方向で検討を進めて

いきたい。 

（１） 一般的に、障害者の置かれている環境や

状況について、区民や地域社会がよく理

解しているとは言いがたい。また知らない

がゆえの偏見も依然として克服できていな

い現状があると思われる。一方で当事者

の置かれている環境を少しでも改善する

取り組みを継続しつつ、他方で一般の区

民に対する啓発活動もさらに積極的に進

める必要もあると思われる。 

啓発活動は重要な仕事であると

認識している。 

いままでも機会あるごとに、啓発

を行ってきた。今後も様々な機会

を利用して啓発に努める。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（２） 小中学校で障害児とともに学習したり、重

度の子どもたちとの交流をしたり、教育の

中で受容している学校もある。障害者が地

域で安心して暮らすためには、近隣に住

む住民の理解、協力は大きな支えになる。

グループホームの建設は専門家に任せる

として、近隣住民へのソフト面の取り組み

が大切なことではないかと考える。 

障害者が地域で安心して暮らす

ことができるよう検討したい。 

包括的な地域ケア体制の構築の

なかで、障害者への支援を計画

している。 
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４７ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 法定内処理率に関し、3 年間現状の成

果目標がほぼ達成できているのであれ

ば、今後、さらに高い目標設定の検討

の余地があるのではないだろうか。一

方で、この成果指標自体、部内の事務

目標ともいえる。「廊下を走らないように

しよう」的な目標を、あえて公開しないと

いう選択肢もあるのではないか。 

保護申請に対する迅速な決

定は、困窮状態にある区民

の生活安定に欠くことがで

きない要因と考えている。達

成目標については上方修正

する。 

平成１８年度の法定内処理率の目標値

を９７％として設定した。 

（２） 貸付が多いほど「良い」と判断できる分

野ではない。そのため、成果指標とし

て、貸付相談件数と受理件数、また、新

規だけではなく、累計件数も示したほう

が、全体像が把握できるのではないだ

ろうか。償還率も同様である。 

成果指標とした新規貸付相

談件数および受理件数だけ

では、福祉資金の全体像が

見えにくいため、全体像が

把握できるよう、これまでの

統計のあり方を見直し内容

改善を行う。 

貸付の全体像が見えるよう、新規相談

から貸付、償還に至るまでの相談件数

および経過が分かるよう、統計項目を改

善した。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

将来像の表現は、今も担当部門の役割

として当然のことに思われるので、マー

ケットの動向を予測した上で、将来、支

援や保障のしくみやワクをいかに充実

させるべきかを検討し、数値目標や達

成レベル、期限を設定することが望まれ

る。 

将来像の表現は、抽象的な

表現であるため、各施策の

方向性、将来像を明らかに

する。数値目標、達成レベ

ルについては、成果指標と

目標値で設定する。 

将来像を １.生活困窮者に対する相談

援助 ２.被保護者に対する自立支援

３.貸付金制度の周知 の３つに分け記

述した。平成 18 年度から就労支援の充

実を図るため就労支援員（非常勤）の導

入を図ったことから、被保護世帯の稼働

者数、平均稼働収入を新たに数値目標

とした。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 
（１） 

 

法定内処理率は、高水準を保っている

ので、目標に対する効果があると判断

できるが、成果指標を上方修正する必

要があるのではないだろうか。（一部の

職員が、成果目標をきちんと理解してい

なかったという説明があったが、職員間

でのコミュニケーション十分なのか、ま

た、全体として成果指標を意識して職務

に取り組んでいるのか、疑問が残った）

法定内処理率の目標値に

ついては上方修正する。 

また、ミーティング、打ち合

わせ等により「成果目標」に

ついて職員の認識を深め、

組織全体で取り組んで行く。

平成１８年度の法定内処理率の目標値

を９７％として設定した。 

生活援護分野  外部評価結果 A  評価のページ(別冊) １８２ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 貸付金の償還率は、目標が低

めに設定されているため、結果

的に達成度が高くなってる。この

点は、成果目標が現状から導き

出された妥協点ではないことを、

確認いただきたい。 

福祉資金貸付対象者は、所得の少ない世帯が対象

である。そのため、督促状や催告書の送付のほか、

電話督促を実施。借受人の生活状況を把握し、無

理のない返済指導により目標達成したものである。 

成果目標は達成したため、目標値を上方修正する。 

平成１８年度からの償

還率の目標数値を８

２％に設定した。 

（１） 全体像を把握できる説明があ

り、活動内容は理解できる。区

民と職員の信頼関係がなけれ

ば、実施できないことも多数あっ

たことが推測でき、実績はあった

ものと考えられる。 

－ 

（２） 自立支援のために、訪問期間を

ターゲットごとに変えるなど、き

め細かな対応をとっていること

は、大いに評価したい（その努

力が、数字や文章から見えてこ

ないのは残念であるが）。その

結果、前年度より自立世帯数が

２割アップした点も十分に評価に

値する。 

行政評価の文書の中で全てを盛り込むには限界が

あるため、別資料等で補足したい。 

自立支援のための訪

問活動の状況等につ

いて、別資料等で説明

する。 
実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 貸付について、区民の生活を支

える区の事業としてアピールす

る手段が不十分ではないだろう

か。 

区には、区民福祉の向上のために、福祉資金のほ

かに国民健康保険高額療養資金及び出産資金貸

付や老人保険高額医療費資金貸付、産業経済融資

制度を設けている。また、国制度として、社会福祉協

議会に委託し実施している貸付もある。こうした貸付

制度について区民に周知するために関係分野との

情報交換を深め、制度のあり方、ＰＲ方法等の検討

を進める。 

区報やＨＰでのＰＲ内

容を改善する。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 保護世帯数が増え、自立世帯数

が減り、結果として、施策コスト

が増加することは当然である。

施策の性格上、致し方ない部分

もあるが、根本的に事務作業の

効率化を検討して欲しい。 

経済的自立を支援し、被保護者の稼働収入

の増加を図る。また、生活保護システムのリ

プレイスにあわせ事務作業の効率化を図る。

稼働収入の増加については、

稼働者のいる世帯数と稼働収

入平均月額を成果指標に取り

入れる。また、就労支援の充

実を図るため、就労支援員

（非常勤）の導入を図る。 

生保システムのリプレイスの

変更に合わせ、医療券の発券

事務及び収納事務の効率化

を図る。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 区民個人の生活に密着した事

業であることから、資金の取り扱

いはケース・バイ・ケースにより、

一概に経費節減ではくくれない

側面がある。しかし、償還率は

上がっており、貸付金の償還に

は、職員は知識の習得に努め、

最大の努力をしていただきた

い。 

償還率の向上が一概に経費節減とくくれない

が、さらに償還率の向上を目指すための知

識習得の職場内研修を実施する。 

償還率向上のために、職場内

において、情報の共有を図る

ミーティングを充実し、知識習

得の研修を実施する。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（１） 「生活保護からの自立」という言

葉は「就労」によるものを連想さ

せる。そうでないものも「自立」と

呼ぶのならば、名称として検討

の余地があるだろう。成果指標

として、「就労等により生活保護

から…」あるいは「就労や別の公

的支援の利用により生活保護か

ら…」等のほうが、実態を表して

いるといえる。その中で、内訳数

を把握しておくのが、経済状況

に影響される部分の管理もで

き、経年比較に適するのではな

いか。 

「生活保護からの自立」という表現は、不明

確であるため、就労による自立数が把握でき

るような表現、目標値に変更する。 

平成１８年度の成果目標は就

労自立世帯数を内訳数として

計上するように変更した。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（２） もっと、区からの貸付金について

PR があってもいいのではない

か。区報や HP も一手段ではあ

るが、商店街中心に周知する手

段をとられる策が、いっそう効果

的であろう。ＰＲと窓口を一本化

するなど、利用者にわかりやす

いシステムを希望する。 

福祉資金は、所得が低く金融機関から融資

を受けられないが、この資金を利用すること

によって生活保護を受けずとも、自立し安定

した生活ができる区民を対象としている。区

が設けている各種貸付制度は、貸付目的に

よって対象者等が違うため、ＰＲ内容や方法

もそれに合わせたものとなっている。より利用

者にわかりやすいシステムに改善していくた

め、関係分野と調整を図り、効果的なＰＲ、窓

口の一元化等わかりやすいシステムに改善

していく。 

区報やＨＰでのＰＲ内容を改善

する。 

（３） 自立支援のために、訪問期間を

ターゲットごとに変えるなど、き

め細かな対応をとっていること

は、大いに評価したい。その努

力が、数字や文章から見えてこ

ないのは残念であるが。 

事業の実施（２）と同じ。 事業の実施（２）と同じ。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（４） 「安定」と「自立」という二つの戦

略に対し、「自立」を優先課題と

する、というはっきりとした方向

性は評価したい（できれば文章

でも明記して欲しい） 

生活保護において「自立」が優先課題である

ことが分かる表現に改める。 

分野の将来像は「自立」を中

心とした内容に変更するととも

に、施策の目標も自立支援に

ついての方向性が分かるよう

な内容とした。 
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４８ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 各施策の成果指標の数値の出し方が恣

意的である。ほとんどの目標値が、「今年

度はこうなる」という予測値であるせいで、

各施策は軒並み高点数となっているが、

それに反して、分野のメンバー自体は、自

分たちの結果に満足していないという矛盾

した結果に陥っている。分野・施策目標を

達成するために、なぜ、この成果指標をか

かげるのか、順序だてた徹底的な議論と

裏付けが望まれる。(自らの努力でコントロ

ールできない『診療日数』など不適当では

ないか。 

予測値的な指標については、見直

し是正していく。 

指標については、成果が事業

の実績から量れる「保険料の

納付率」「資格遡及適用率（他

の医療保険を離脱して国民健

康保険に加入するまでの期間

の短縮）」「国民健康保険療養

給付費及び老人保健医療給

付の過誤調整金額の割合」と

した。 

（２） 分野の成果指標で「健康」をうたっている

が施策に反映できるようより具体的な指標

に変更すべきである。 

健康づくりの啓発は保険者の役割

であるため、指標の設定を工夫す

る。 

健康づくりの啓発について、保

健事業として行う。具体的に

は、重複・頻回受診者の訪問

指導を行い、改善率を指標と

した。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

４８０３の「情報提供や～満足している区民

の割合」の成果指標は、任意アンケート調

査（回答６８人）という不確かな調査を元に

しており、アンケートの取り方、指標の出し

方を含めて、早期改善が望まれる。 

調査方法や対象が不十分なため、

指標の達成度を測るものとして情

報量が少なかった。 

アンケートの回数や期間を改

善し、指標の達成度を図る情

報量を確保する。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

「医療費適正化と保険料収納確保と重点

的に取り組み」と「自己点検」にもあるよう

に、分野全体の戦略は明確であるが、効

果については満足するにいたっていない。

保険料の収納確保については成

果が不十分だった。 

１７年度に自動電話催告シス

テムを導入し、催告業務の効

率化を図るとともに、財産調査

や差押の滞納処分を強化し収

納率向上に努める。 

保険医療分野  外部評価結果 B  評価のページ(別冊) １８６ページ



83 

 

（１） 休日の特別訪問催告の強化や、コンビニ

収納の開始など、取り組みは精力的であ

る。 

継続して行っていく。 － 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 分野全体として、区民の意識調査、広報

活動ともに実績があったとは言い切れな

い。誰に対して、何を語るのか、という、明

確な意識付けが必要ではないか。 

広報については「国保ガイド」によ

る一般的な制度案内はできている

が、ターゲットを絞った広報活動は

検討の余地がある。 

対象者、内容、媒体について、

情報の提供に最適な方法で

広報する。制度改正や運営状

況などは、区報で、国民健康

保険の手続き、しくみについて

はホームページや冊子で、医

療費の節約の啓発等は、通知

等で情報提供する。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 通知回数を減らすなどのさまざまな効果に

より、十分な経費節減が行われている。 

継続して行っていく。 － 

（１） 「わかりやすい情報提供……」（国保資格

賦課施策の目標）、「加入者が、保険料の

意義について理解しており……」（国保保

険料納付施策の目標）、と各施策目標でう

たっているにもかかわらず、事業の情報公

開、区民への周知にあたる事業が少な

い。今後、広報活動に力を入れて欲しい。

情報の周知については、通知等の

機会ごとに適宜行っているが、今

後、より効果的な広報活動を、費用

効果も考慮し検討する必要があ

る。 

 

「国保ガイド」の毎年配布や、

ホームページの活用により、

加入者が必要なとき情報が得

られるようにしていく。また、国

保運営状況を PR し、保険料

への理解促進がはかられるよ

う区報や国保だよりによる情

報提供に努める。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 
（２） 休日の特別訪問催告の強化や、コンビニ

収納の開始などを積極的に行い、「納付率

をアップさせる」という目標が明確であるこ

とは、非常に評価すべき点である。 

継続して行っていく。 － 

 

 

外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 
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４９ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 分野・施策名には整合性があるが、

施策を複数に分割しているにも関わ

らす、同一の目標を設定している。指

標とすべきデータが見つからない、と

いう事情があるにせよ、広範な活動

のために焦点を絞り込めていないの

ではないか。区民への世論調査など

を用い、目標を数値化する手立てを

工夫して欲しい。 

複数の施策が同一の目標になる事

については変えていく必要があると

考えている。 

１８年度から、介護保険施設基盤

整備に係る事業が高齢福祉分野

から介護保険分野へ移行されるこ

とに伴い、施策体系を 1.安定した

制度運営 2.サービス利用者に対

する支援 3.サービス提供事業者

への支援・基盤整備誘導に変更

し、それに沿った目標とした。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（２） 介護を受ける側、サービスを提供す

る側・中立的立場の行政などに施策

目標・指標設定を分けて設定できな

いか。 

今までも事務事業以下のレベルで

は設定していたが、施策・分野の目

標にも多面的な要素を取り込んで

いきたい。 

（１）で記載した形で施策体系を組

替えることにより、目標・指標とも、

それぞれの立場の要素を取り込ん

で設定した。 

（１） 

 

制度をこなしているだけ、という印象

を受ける。国の制度に振り回されて

いるだけで、中野区としての活動指

針がみえてこない。ゆえにどの事業

も中途半端に終わっている。 

全国的な制度である介護保険制度

を中野区において着実に運営する

ことが介護保険分野の主要な役割

であると考えている。 

介護保険事業計画に基づいた安定

した制度運営を行うために必要な

体系として、利用者向けの施策と

事業者向けの施策を明確にした目

標体系に変更した。 
区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 事業者だのみの感は否めず、しかも

その事業者に対する施策が十分でな

い。 

事業者に対する施策を充実する必

要があると認識している。 

事業者に対する研修は１７年度か

ら介護保険分野に集約・体系化し

ている。また事業者への指導体制

についても１７年度から整備したと

ころであるが、１８年度から区の指

定検査権限が拡充するのにあわせ

て部として施策体系を再整備する

予定である。 

（１） 介護を必要としないのに、認定申請

を行うという現状に対しての情報周知

などの対策が十分でない。 

 

制度広報については各種の媒体を

通じて行っているが、まだ不十分と

言う指摘と認識している。 

申請を拒否することはできないが、

認定の主旨については、今後も窓

口となる地域包括支援センターに

おける指導の徹底、医師会への

PR,また更新勧奨通知をより工夫す

るなど粘り強く周知していきたい。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 事業者への事業はどれも成果をあげ

ておらず、また事業内容も十分とは

いえない。また、どんな事業者が理想

なのか、という区としての姿勢もはっ

きりしていない。 

自ら質の向上に努める事業者を育

成するという立場は明確にしている

つもりだが、現状の事業者に対す

る評価がそうではないという指摘で

あると真摯に受け止めている。 

事業所においてサービスの質に責

任を負う立場にある、訪問介護事

業所のサービス提供責任者と、各

事業所の管理者を対象に、質の向

上に向けた研修を行っていく。 

外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

介護保険分野  外部評価結果 B-  評価のページ(別冊) １９４ページ
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経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 制度として開始されたばかりで不安

定な部分が多いせいか、経費節減を

行うほどの積極的な改革にはなかな

か踏み込めていない。 

大きな制度見直し下において、執

行体制の変更を伴うような経費節

減に取り組む事は困難である。 

今後とも適切な給付が行われるよ

う、事業者及び利用者に対する指

導に努めると同時に、事務執行方

法についても制度確定に合わせて

検討したい。 

（１） 事業の中に、広報活動的な施策が見

あたらない。わかりやすい情報提供

を積極的に行ってほしい。 

広報活動は事業の基本として実施

しているが、行政評価上もその内

容が分かるように記述していきた

い。 

介護保険制度が改正されることも

あり、中野区報、６５歳以上の高齢

者全員にお送りする介護保険だよ

り、保険料決定通知や介護保険利

用者宛の各種通知に同封する制度

案内ちらし、個別パンフレットやホ

ームページなどで今まで以上に積

極的な制度周知を図っていきたい。

（２） また、サービス提供者の事業者やケ

アーマネージャーとどう連携するか。

中立性の確保に充分な対策が必要

である。 

指摘については、そのとおりと認識

している。 

１８年度以降、地域における連携の

核となる地域包括支援センターとも

協働しながら、事業所連絡会や地

域包括支援センター運営協議会を

通じた働きかけを強化していく。 

（３） 今後、高齢者が要介護状態になるこ

とをできる限り防ぐ、予防重視型へ転

換していく必要がある。高齢者自らが

経験や能力を生かし、共に助け合い

生き生きと生活するため、それぞれ

の状況に応じたサービスの提供を視

野にいれた施策も考えてほしい。 

まさにそのような観点で、１８年度

から制度改正を行う。 

虚弱高齢者に対する介護予防事

業、軽度認定者に対する新予防給

付を、地域包括支援センターが一

人一人に合ったマネジメントを行っ

て提供することにより、高齢者がで

きるだけ要介護等の状況に陥らな

いようにしていく。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（４） 高齢化社会を迎え、健康寿命がのび

ているにもかかわらず、介護保険を

活用しつつという、分野目標に無理

があるように思う。 

健康寿命が伸びる中でも、介護が

必要になった場合には保険サービ

スが活用できる運営をしていくこと

が、保険制度の運営を担っている

介護保険分野の目標と考えてい

る。 

分野目標を変更する考えはない。 
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６０ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） これからの区のまちづくりの方向を自助・共

助・公助の役割と責務を明確にした上での

「みんなで進めるまちづくり」と設定している

以上、目指すべき将来像として以下の点を

明確に示す必要があるのでないか。 

(1)区民主体の自主的・内発的なまちづくり活

動が、さらに区内に浸透し、そのネットワーク

が形成されていること、同時に区民と区（行

政）との間に対等な協力・連携の関係が築

かれていること。 

(2)バリアフリーという理念や、その基礎にあ

るノーマライゼーションあるいはユニバーサ

ルデザインといった理念や考え方とともに区

民の視点に立脚したまちづくりを展開してい

ること。 

区民主体の自主的・内発的なま

ちづくり活動及び団体相互のネッ

トワーク形成を活発化させるこ

と、併せて、区民と区との対等な

協力関係を築いていくことは、持

続可能な活力あるまちづくりの原

動力と考える。指摘の趣旨が最

大限生かせる施策を検討する。 

区民の自主的・内発的なまち

づくりを活性化させるため、団

体相互の自主運営による学習

会及び活動報告会を定期的に

行うことを常態化させる。 

上記により区民のまちづくり意

識の醸成や団体相互のネット

ワーク形成も推進する。 

対等な協力・連携関係を築い

ていくため、区民団体と区との

まちづくりに関する情報交換

会を定期的に行う。 
分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（２） 都市の将来像を計画し、その計画を実現す

るには多様な利害を有する地権者や事業

者、関係団体との協議と協力が不可欠では

あるが、少なくとも中長期的な将来像には、

そうした多様な主体間に相互理解と協力関

係が形成されていることを併せて示す必要

があるのではないか。この視点に立てば、１

３駅すべてにおけるエレベーター、エスカレ

ーターの設置も５年後の施策の目標に掲げ

ることは困難でも、１０年後の目標値に具体

的に示すこともできるのではないか。 

エレベーター設置に関しては、関

係事業者の協力が前提であるう

え、構造上駅舎の大規模改良工

事が必要となるなど、目標値を

掲げることは実効性から課題が

多い。指摘された相互理解、協

力関係等の形成を示せるような

目標値を工夫したい。そのため、

事業者と調整しながら実現に向

けた５年後、１０年後の具体的な

目標値を示していく。 

関係者との調整・進捗状況を

普遍的尺度で設定することは

難しいが、協議・調整回数な

ど、実際の進捗状況を示せる

ような目標値の掲載を検討す

る。その上で、それぞれの目

標達成に向けた年間行動計

画を策定し、その達成度合い

を示すとともに、まちづくり全

体の目標値を示していきた

い。 

都市計画分野  外部評価結果 Ｂ－  評価のページ(別冊) ２００ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

１０年後の目標値については、

殆ど無記入であるが、なりゆき

まかせではなく、全体的に、いつ

までに、何を、どういう方法で、

どのレベルまでと、具体的でわ

かりやすい目標値を示す必要が

ある。 

１０年後の目標値については、量的

な数値より活動状況やネットワーク

形成状況という質的な計測手法が

ふさわしいと考える。指摘された趣

旨を踏まえ、区内のまちづくり団体

や専門家等が自主的にまちづくり

を推進している状態を数値で示す

など、目標値設定を工夫したい。 

今後、「成果指標」、「１０年後の目標値」

を再度検討する中で、例えば、自主・内

発的なまちづくり活動指標として、自主

的なまちづくり学習会・報告会の実施回

数や、ネットワーク形成に向けた取組み

を数値化していく。併せて、今の機能を

一歩進め、民間の力を生かしたまちづく

り支援情報コーナーづくりに向け、５年

後のイメージや実施手順が示せるよう、

また、１０年後の状態を想定し、段階的

目標を検討する。 

（１） 

 

16 年度のみを評価するには、お

のずと限界があるが、全体とし

て目標に向かって前進している

ことは評価できる。 

これまでの取組みに対し、一定の

評価を受けたと認識する。指摘され

た課題の改善を行い、区民の自主

的・内発的なまちづくり活動の活発

化に向け、今後、さらに改善を図っ

ていきたい。 

指摘された改善すべき点を踏まえ、年

間目標の設定のあり方を検討し、外部

評価で指摘されたように全体としての成

果が見えやすくなるよう工夫していく。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 都市施設に関して「実績として具

体的に表現できるものはなかっ

た」とある。すぐには効果が出な

いことを理由としているようであ

るが、公金を使う限り目標による

管理をして実績を示すことが使

命であり、万が一できなかった

場合は区民が納得する合理的

な事情を説明する責任があるの

ではないか。 

設定した目標値に対して定量的に

表現できるものはなかったものの、

具体的な関係者との取組み面で

は、進捗が見られたと考えている。

目標値の設定が適切であったかど

うかも含め、表現方法を検討した

い。そのため、目標と成果について

は、具体化に向けた協議・調整など

の取組み過程も含め、表現方法を

創意工夫していく。 

定量的な目標設定が難しい面は否めな

いが、実現に向けて協議・調整などの状

況が段階的に表現できるような、計画部

門としての新たな尺度の設定を含め、表

現方法を改善していきたい。その上で、

段階的な目標値として、協議・調整など

も位置づけ評価していく。なお、目標設

定にあたっては、広域的な側面と地域

的な側面の両面から、成果を表現する

よう工夫していく。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（１） まちづくり支援については、場や情

報の提供、また、区民からの相談

への対応や地域における会議へ

の行政としての参加など、区として

もさまざま取り組んではいるが、全

体として、区民主体・区民主導の活

動にはなっていないように思われ

る。情報の提供の仕方とその場

所、活動のコアを担い得る団体と

の連携・協力のあり方など、多様な

世代の区民の関心を喚起するよう

な創意工夫が必要ではないか。 

事業の分担については、活動団体が

主に行うものと、行政が主に行う事業

とがあり、各事業とも連携・協力が必

要と考える。活動のコアを担い得る団

体の連携・協力のあり方等、指摘事

項を留意し、区民主体・区民主導によ

るまちづくり活動を一般区民及び専門

家が評価するようなしくみを実施する

など、区民のまちづくり力を高め、関

心を喚起する。 

全体として、区民主体・区民主導へ

と誘導してまちづくり支援を進める

ためには、区の都市計画事業との

適正な連携・協力が必要である。ま

ちづくり学習会や情報交換会等を

日頃から行うことに加え、一般区民

や専門家によるまちづくり活動の評

価・報告会を行うなど、区民の自主

的なまちづくり活動を活発化し、多

くの区民が関心をもてる取組みを

進めていく。 

（１） まちづくり支援・情報コーナーの運

営については、区民団体による主

体的な運営に委ねるという選択が

あってもよいのではないか。区側

の説明を参考にすれば、１．７５人

の職員が関わる必要性は薄いと感

じられる。 

情報コーナーは、区民の自主的・内

発的なまちづくり活動の活発化のた

めにどのような運営ができるかを試行

中である、また、対等な協力・連携の

ために、団体と区がまちづくり情報交

換を定期的に行うなどの取組みも試

行の段階にあるため、左記の職員数

となっている。今後、改善に努めた

い。 

団体の活発で主体的な利用に供す

るためには、今以上に団体が利用

しやすい施設運営が必要である。

区民との意見交換会や情報交換を

通じて、運営のあり方を検討すると

ともに、公設民営化に向けた運営

方法・施設運用のあり方を検討して

いく。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） この部門では経費の８割が人件費

で１億１千万円を超えている。人件

費が主要な経費であることは仕事

の性格上、当然であるから、長期

の計画に基づく管理だけではなく、

厳密に毎年の目標を管理すること

が節減の中心軸にあるのではない

か。その意味では節減についての

基本姿勢に疑問が残る。 

上鷺宮地域を含む地区計画策定支

援をはじめ、まちづくりに関する事業

については、合意形成が困難で、か

つ、労力・時間がかかることなどから、

相応の執行体制が必要であり、経費

の大半が人件費とならざるを得ない。

なお、１６年度は専門技術を有するコ

ンサルタントに委託せず、職員によっ

て地元に入り、合意形成や説明、住

民とまち歩きを行うなどの現地調査等

を行った。そのことからも、人件費の

比率が高まったが、執行方法につい

ては、さらに検討を加えていく必要が

あると考える。 

事業の性格上、人的対応が欠かせ

ないところであるが、民間委託の可

能性や業務分担のあり方を含め、

当該業務の効率的な運営に努めて

いく。また、目標設定にあたって

は、課題への取組み状況や成果等

が示せるよう一層工夫していく。そ

の上で、今後、区民提案型地区計

画・まちづくりの提案件数や、上鷺

宮等に対する地区計画策定の進捗

状況を踏まえ、成果指標等を検討

していく。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 区民の中に広くまちづくりに対する関心

を広げていくために、区としてもさまざま

に取組んでいることは評価できる。しか

し、福祉分野、防災分野との連携など、

今日の基礎的自治体のまちづくりに求

められている総合的なまちづくり関連施

策の展開が弱いように思われる。 

従前より、まちづくりを進める上で、

部内各分野との連携はもとより、他

部との連携にも配慮しながら職務

を遂行している。なお、成果として

記録に現れてこないが、例えば、部

内各分野や防災分野との共催によ

る「阪神・淡路大震災１０年目を契

機とした防災まちづくりシンポジウ

ム」の実施や、ＮＰＯと協働した図

上防災訓練などのまちづくり支援を

行っており、他の組織との連携・協

力も図っているところである。 

まちづくり支援は、都市計画、建

築・住宅分野だけではなく、防

災、環境、福祉分野とも密接に

関わってくる。そのために、他分

野との協力・連携体制が築ける

よう、業務連携を円滑にするため

の調整窓口の設定に努めるとと

もに、区の都市計画やまちづくり

の基本となる「（仮称）まちづくり

条例」の検討の中でも、各分野と

の連携・協力に関する制度的根

拠規定を示すこととしたい。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（２） 自助・共助・公助の役割分担が明確に

なされ、美しい街並みが形成されるとと

もに、すべての区民と区を訪れる人々

にとって安全・安心でかつ活気と賑わい

のある中野のまちという、区としてのま

ちづくりの基本方針を具体化していくた

めには、区に対する区民の自発的な意

見表明とまちづくりの実践活動への参

加・学習も不可欠である。今後、地域の

自治組織や、まちづくりを主たるフィー

ルドとする区内外のＮＰＯ法人、また建

築士会といった専門家の職能団体や地

元の事業者ともさらに連携しながら、区

民自ら考え、行動することを促していけ

るようなまちづくり活動の拠点的組織づ

くりを検討する必要があるのではない

か。そうした活動を促す一方で、区とし

ては、行政としての責任と具体的な事

業に関するスケジュールを明確に示し

ながら、随時、説明責任を果たしていく

ことが望ましい。 

指摘のとおり、自助・公序・共助の

役割分担を明確にしたまちづくりを

活性化させていくためには、区民や

各団体の自発的で活発なまちづく

り意識の醸成とともに、区内外の専

門家やＮＰＯ、事業者、そして地域

自治組織との連携・協働は非常に

重要だと考えている。区民の自発

的活動でできること、区の責任で行

うべきこと、両者の協力・連携が必

要なことなど、役割分担を明確化

し、指摘されたような、まちづくりの

拠点的組織づくりの検討も行ってい

きたい。 

指摘にあるように、区民の自発

的な意見表明とまちづくりの実践

活動の機会を盛り上げ、地域自

治組織やＮＰＯ、事業者との協

力・連携によるまちづくりを、より

強化していくためのまちづくり支

援を行うとともに、まちづくり活動

の拠点的組織の形成に向けた

検討を進める。 
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６１ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 分野の目標は「整然として快

適な道路交通空間」となって

いるが、施策の中身には「道

路」「河川」「自転車」などが含

まれている。区としての権限

の問題はあるが、目標はもう

少し「区民のための基盤整

備」の視点が入っていてもい

いのではないか。 

分野の目標は、区民の視点から検討

を行い、分野が担い支える多種多様

な施策の目標を網羅し、包括して総

合的に表現し得る適切なものとして掲

げたものである。 

平成１７年度に組織改正を行い、当分野

を再編し「快適に管理された道路交通空

間」に分野名を変更するとともに、道路

を管理部門と保守整備部門に分割し

た。目標（指標）については、区民の視

点に立った整備事業として、バリアフリ

ー関連などの事業を設定していく。河川

の整備に関しては東京都の事業ではあ

るが、区として協働して事業を推進する

立場から、分野の目標達成においても

重要な項目であり、「河川の５０ミリ改

修」や「橋梁架け替え」などの整備事業

を成果指標（目標）として設定した。 

（２） 分野全体の成果指標の目標

値に数値がないものが多く、

この点は工夫を要する。 

施策目標すべてに数値を掲げている

ことから、施策によっては目標を言葉

により表現した方が、分野の考えがよ

り明確に伝わり適切であると考えたも

のである。 

指摘を踏まえ、数値により表現するよう

改めた。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

各施策の成果指標は専門用

語が多く、わかりにくい部分が

ある。区民に対してわかりや

すい表現で補足していただき

たい。 

簡潔かつ正確な表現を行った結果、

専門用語が一部多くなったので、わか

りやすい表現に改めたい。 

できる限り、わかりやすい一般的用語に

置き換えていくほか、専門用語によるこ

とがより適切である場合等は、カッコ書

き等で注釈を付すなど、わかりやすい文

章表現を工夫・改善していく。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

目標に対する達成度は概ね

高く、ほぼ効果はあったと考え

られる。しかし、この効果は設

定された成果指標に対する達

成度であって、上述（１）のよう

に、中野区独自の視点が盛り

込まれた上での高い達成度を

望みたい。 

指摘を受けた「中野区独自の視点」を

盛り込み、高い達成度を目指していき

たい。 

上述（１）に同じ 

土木、公園・道路分野  外部評価結果 B- 評価のページ(別冊) ２０４ページ 
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（１） 個別施策における年度別の

成果指標の目標値について

は、漸増のものが多く、「何年

間でどこまで引き上げる」とい

う目標がわかりにくい。 

「施策の目標・成果」の目標値に漸増

が多いとの指摘は、事業の性格から

やむをえない部分があると考える。 

 

今後、できる項目については、数値目標

に置き換えるよう検討・工夫したい。ま

た、目標値が区民の視点からわかりにく

いようであれば改める。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 有料制自転車駐車場の利用

率は２３区平均では高いとい

うことであるが、現に放置自転

車が存在していること、自転

車の有効利用の推進を考慮

すると、もう少し高い目標を設

定してその実現に努力するこ

とが必要ではないか。 

過去５年間で有料制自転車駐車場の

利用率は５５％から７０％へ増加し、

利用率１００％を超える自転車駐車場

も出現している。放置率は４０％から

１１％へ減少し、大幅に改善してい

る。また、自転車の適正利用推進の

ため、７箇所の自転車駐車場を再編

または新規開設した。自転車放置規

制区域も新たに１駅指定した。これに

より、以前と比較して歩行空間は格段

に改善された。 

自転車駐車場の利用率向上について

は、撤去活動と啓発を強化していく。ま

た、自転車駐車場未設置駅圏には民間

整備の支援なども含めた整備を目指し

ていく。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 全体として経費節減の努力は

評価できる。また、交通不便

地域に対するバス路線新設な

どの新規事業については、そ

の需要を明確に把握した上

で、取り組むべきである。 

｢区北部地域にバス路線を｣という強

い区民要望に、バス事業者が路線の

新設という形で応えたものである。区

が事業主体者ではなく側面から支援

した。 

今回のバス路線新設支援は、２０年来

の地元の悲願を、可能な手法で実現し

たものである。今後、新規事業立ち上げ

の際は、需要の把握について一層適切

な対応を行いたい。 

外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 道路上のごみの不法投棄、自

転車の放置などへの対策に

必要とされるコストは、区民

（それ以外も含む）がルールを

遵守すれば必要としない部分

が大きい。残念ながら、１７年

度予算でも、自転車撤去関連

は増加している。今後とも、コ

ストを示すことも含めて区民

の協力を求める施策を併せて

推進することが必要である。 

道路上への粗大ゴミ不法投棄等は、

区民それぞれが生活上の社会ルー

ルを守れば発生せず、その除去コスト

も必要としない。防止には、モラルの

啓発や不法投棄できない、しにくい環

境づくりが重要であり、区民への理

解・協力を含め、発生防止に向けた

取組みをさらに推進していきたい。放

置自転車対策については、３か年の

緊急地域雇用創出補助金を有効に活

用し推進した。なお、この補助金（制

度）は１６年度で終了したため、１７年

度からは一般財源により支出すること

となったが、事業の質を落とさず前年

度より２，０００万円減額した予算編成

を行った。また、自転車駐車場利用料

の大幅な増により歳入を確保した。し

たがって、撤去関連の経費増のみを

もって経費節減がなされていない、と

いうことではないと考える。 

清掃事務所等と協働し、ゴミ処理ルール

遵守の区報によるＰＲをはじめ、地域や

警察等と連携したクリーンキャンペーン

の展開、また、道路パトロールによる監

察業務の強化等を図り、不法投棄等撲

滅に向け区民と協力して、より総合的な

取組みを展開していくことにより、コスト

削減を目指したい。 

一人でも多くの自転車利用者等の区民

が、自らの意思でコストを理解し、放置

防止についての自覚と協力を得られる

よう、一層の啓発活動に努めたい。 

（１） 道路、河川の保守整備に関し

ては、区民の安全を最優先と

しつつ、バリアフリーや美しい

まちの視点を今後とも積極的

に打ち出していただきたい。 

 

道路等保守整備に際しては、安全性

や快適性はもちろんのこと、暮らしを

営む区民の視点でバリアフリーや美

しいまちをも視野に置き、関連分野や

関連施策との調整・連携を一層強め、

より総合的、計画的に推進していきた

い。 

歩道の段差解消等のバリアフリー整備

及び、景観に配慮した転落防止柵の取

替工事などを推進していく。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（２） 近年、自治体が運営に携わる

バス交通は多様化している。

先行事例を調査しながら、新

しいモデルを構築することを

望みたい。 

高齢者・障害者など一人での移動が

制約される人たちのための福祉有償

運送システムや、コミュニティバスの

ほかワゴンタクシーによる輸送システ

ムも考えられる。 

いろいろなシステムがあり、それぞれの

特色があると認識している。新しい交通

のしくみについて、導入に向けた検討を

行う。 
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分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） 自転車の有効活用に関して

は、単に交通安全対策の一

環ではなく、身近な交通手

段、環境に優しい交通手段と

して積極的に区民にアピール

し、区民の意見を取り入れつ

つ、「利用計画」に類するもの

を策定することが必要であ

る。 

現在も、平成９年に策定した１０か年

の「中野区自転車駐車対策総合計

画」を実施している。平成１９年に次

期１０か年計画を策定する予定となっ

ている。 

前回と同様に、区民の声や学識経験者

の意見を十分に取り入れながら、計画を

策定する。 
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６２ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 夢のある理想的な目標であり目標と指標

が適切に設定されているものの、骨格的

な公園と区民の身近にある小さな公園と

の関連性が見えないために風の道や緑に

覆われた街並みが想像できない。 

身近にある公園の運営管理や、整

備に関する方針等の具体的な記述

が不足していたため、骨格的公園

との関連性が明確にならなかった

ものと思う。 

目標とする事項をひとつの文

章表現としていたが、それぞ

れの目標に合わせた表現とす

るため箇条書きとする。 

（２） 一人あたりの公園面積や緑地率など大き

く変化のない指標だけを掲げるのではな

く、公園を利用する側の利用度や満足度

などのアウトカム的な指標も必要と思う。 

利用度や満足度などを指標化する

ことは、必要なことと認識している。

アンケートなどの実施を検討

する。 
分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

緑が増えることにより、環境への配慮が期

待でき、子どもから高齢者まで世代のニー

ズに応じた特色ある公園の創造につなが

る。区民の生活と密着した公園の具体的

イメージを区民に指し示せる段階的な計

画や成果指標があると、より親しみやすい

施策になるのではないか。 

公園の拡張や新設などの面的な拡

大のほか、公園や公有地でのみど

りの拡大の取組み、管理運営手法

の工夫などについても、指標設定

が行われれば、具体的なイメージ

に結びつくものと思われる。 

指定管理者による区民の視点

に立った公園運営や、中高年

のニーズにマッチした公園整

備を行う。 

（１） 

 

限られた財源のなかで公園の維持管理な

どなされており評価できるが、利用者が少

ないのが現状である。 

公園の運動やレクリエーションなど

の機能については、確かに利用者

数の多寡を成果とすべき部分もあ

るが、地区住民や通行者にとって

は、景観や環境面の機能も重要な

要素である。 

少子高齢社会の中で、成人や

高齢者に魅力のある公園づく

りについて検討する。健康公

園の整備などにより、利用者

の増進を目指す。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 屋上緑化・ビオトープの効果が見えてこな

い。 

現時点では事業展開の検討段階

にあり、具体的な効果を示すことが

できる状況にはない。 

小中学校などの屋上緑化や、

ビオトープと連携したみどりの

ネットワークづくりを進めてい

く。 

（１） 公園の維持管理は行き届いている。 今後も向上を目指して努力していきたい。 
実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 公園を利用するマナーが悪いことを視野

にいれても、公園に対する苦情への対応

がはたして適切に行われているのかが見

えない。 

苦情件数という指標のみでは、対

応の適否が示されないのは指摘の

とおりである。 

苦情や陳情受付後の対処目

標期間を設定し、その期間内

処理達成率を指標化すること

などについても検討する。 

 

公園・道路分野  外部評価結果 Ｂ  評価のページ(別冊) ２１０ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 人件費削減がなされており、経費の削減

はできていると思う。 

今後も引き続き努力していきたい。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 今後は地域活動分野との連携で、住民に

よる区立公園の維持管理が可能となるよ

うなしくみづくりが必要であり、委託料の節

減の工夫が課題である。 

住民組織やＮＰＯなどとの連携は

重要な課題であるが、指定管理者

制度の導入なども視野に入れる

と、委託料のみを節減の課題とす

ることは妥当とはいえない。 

個性的な公園づくりの中で、

管理運営などソフト面での改

善と充実を検討していく。地域

の団体による公園運営ができ

るようなしくみについて検討す

る。 

（１） 財政難により公園の拡大が進まないこと

は十分理解できるが、身近にある公園や

空き地など管理面も含め、町会・自治会や

企業を巻き込んで魅力ある公園にできる

のではないか。また、「わが町公園写真コ

ンテスト」など公園を使ってさまざまな催し

ができないか（公園はあまりにも禁止事項

が多いように思う）。 

公園の禁止事項は、公園利用者の

マナーに起因するものである。 

（２） 屋上緑化やビオトープ、公園の整備など

ハードな面だけでない、ソフト面（地域の

人々が出会い・癒される、誰もが利用しや

すい、使いやすい公園）に考慮した施策も

視野に入れてほしい。 

－ 

利用者マナー向上のための取

組みを強化するとともに、個性

的な公園づくりの中で管理運

営などソフト面での改善と充実

を検討していく。地域住民が公

園の維持管理・運営を実施

し、公園を地域住民のルール

で開放できる方法について検

討する。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） 今後は他分野と連携し、学校の緑やビオト

ープなどを地域に開放し、河川やすべての

道路が線で繋がる緑のネットワーク化を目

指し、残された自然を守る施策としてほし

い。 

公と民の連携によるみどりの保護

と創出は、重要な課題である。 

平成１７年度の組織改正の利

点を活かした取組みを強化

し、他の分野や民間との連携

を強化していく。 
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６３ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 目標と成果指標の時間的到達度

が、１０年間の中ではあいまいであ

る。 

民間事業者やＮＰＯと区との連

携のもと、住宅の建替えや改修

のプランづくり、資金面まで、区

民の住まいづくりに関するさまざ

まな相談に総合的に応じ、情報

や専門技術を提供できる体制(以

下｢住宅まちづくり総合支援｣とい

う。)の立ち上げ時期を明示すべ

きであった。 

従来の｢誘導居住水準を満たす住宅の

割合｣に｢住宅に満足する区民の割合｣、

｢高齢者向け民間賃貸住宅登録戸数｣

の二つを加える。また、住宅まちづくり総

合支援の立ち上げ後(平成１９年４月以

降)は、区民のニーズにあった住まいづく

りが実現した件数を、成果目標に掲げ

る。 

（２） 従来からの法令の施行、国・都の

助成対応や各種申請対応が、多く

の業務内容であり、区側から区民

側に積極的にアプローチする組織

になっていないため、区民側に立

った成果指標（アウトカム）ができ

にくい分野であるが、今後は質の

高いストックを形成するためにも、

積極的に誘導策を講じていく必要

がある。 

質の高いストック形成のため、都

営住宅の建替え等にあたっての

要請、国等の制度を活用して事

業者の住宅建設の取組みに助

成する際など、さまざまな機会を

とらえて働きかけをする。 

区未利用地等を活用した事業者等によ

る民間賃貸住宅の整備にあたっては、

良質な高齢者向けやファミリー向けの住

宅を誘導する。また、区内の都営住宅

等の建替えにあたっては、居住水準を

高めるよう要請する。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

区と区民、ＮＰＯ等の協力・連携に

よる住宅まちづくりの実現方策が、

具体的にイメージできず、目標値

の達成プロセスも曖昧である。区

がどのように関わっていくかのアク

ションプランが見えない。 

｢住宅まちづくり総合支援｣のしく

みについては、平成１９年４月立

ち上げに向け、準備を進めてい

る。 

平成１７年度については、新たなしくみ

が担う役割や区の支援のあり方などに

ついて検討を進めてきた。平成１８年度

は、これらを踏まえ、住まいづくりやまち

づくりに関わる区内の専門業者等に対

するしくみの趣旨説明や意見聴取、ま

た、業者を通して区民のニーズの把握

などを行いながら、詳細なしくみづくりを

進めていく。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

住宅整備の量から質への変換が

叫ばれているが、まだまだ効率優

先の建築物が多く、ストックと言え

るゆとりや潤いに向けた動きは着

実には見えていない。 

住宅整備の量から質への転換を

行政のみで進めていくことは非

常に困難であり、民間の理解・協

力を得ることが不可欠である。 

住宅まちづくり総合支援のしくみを通じ

て、ゆとりや潤いのある住宅を誘導して

いく。 

 

建築、住宅分野  外部評価結果 Ｃ  評価のページ(別冊) ２１４ページ



97 

 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 耐震改修への取り組みをスター

トさせたことは評価するが、災害

危険性が高い中野としては、重

点施策として積極的に取組む必

要がある。時期的な遅さ、区民

の関心の高さを鑑みて、抜本的

な見直しの中、耐震性の確保の

推進と実績を高める必要があ

る。 

耐震性確保に係る総合支援事

業として、平成１６年から開始し

た。なお、耐震支援事業は阪神

淡路大震災を契機として、平成７

年から平成１１年までの５年間と

決めて取組んだ。しかし、区民か

らの利用申請が少なく、１１年度

限りで予算が打ち切られた経緯

がある。 

耐震性が不十分だと想定される昭和５６年

５月以前に建築された木造住宅等の所有

者等に、耐震性能を具体的に認識してい

ただく方法として、耐震診断を重点的に勧

めている。周知の方法として、職員及び区

委託の調査員が対象となる建築物を戸別

訪問し、平成１８年度末までに約３２０００

戸全部について訪問を終える予定である。

広報として、ホームページ、区報、地域ニ

ュース、ＣＡＴＶ、マスコミへの情報提供や

町会回覧板等、あらゆる機会や情報媒体

を利用している。 

（１） 安全や質を確保する上でも、違

反建築の是正は着実に行う必

要があり、是正できないときの対

応策をとるべきである。早期発

見及び早期是正指導は、早急に

体制を整えて行うべきである。 

早期発見及び早期指導によって

違反建築物の是正が着実に進

むことは、十分認識している。 

平成１６年度は｢平成１６年度監察パトロー

ル計画｣により、四半期ごとの重点課題を

明確にして自主パトロールに取組んだ。そ

の結果、年間３９件の実地調査を行ってい

る。今後は、各年度の｢監察パトロール計

画｣の中で、年間５０件の実地調査を行

い、違反建築物の是正を目指す。 

（２） 居住水準を一気に高める事は

不可能であるが、最重点課題と

して、災害時の危険度が高い区

であるが故の施策や事業展開

の工夫が望まれる。 

居住水準を高めていくには、区

民の理解・協力、民間活力の活

用が不可欠である。 

｢住宅まちづくり総合支援｣のしくみを立ち

上げ、良質な住宅を誘導していく。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 防災や道路分野と連携した、現

状の中野のまちの評価を街区

単位や町丁目単位で押さえ、改

善の目標値を数値目標として区

民に示していく事も必要である。 

東京都は、地震に関する地域の

危険度を科学的に測定し、地震

に関する地域危険度を、都内都

市計画区域の５，０７３町ごとに

相対評価したものを概ね５年ごと

に都民に公表している。 

中野区では東京都の調査結果をもとに、

「中野の防災」のしおりを作成し公表してい

る。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（４） 無料耐震診断を積極的に活用

し、中野区の住宅の耐震性を早

急に把握しておく必要がある。 

無料耐震診断の対象建築物を拡大すると共

に、区内の住宅の耐震性能状況を把握して

いくことが必要であると認識している。 

耐震診断助成に関する区民

への周知徹底を図るため、戸

別訪問を実施し、実績を上げ

る。また、簡易耐震診断のた

めに、登録診断士を派遣す

る。さらに、一般耐震診断の助

成対象建築物を、昭和５６年

以前の建築物まで拡大し、実

施する。診断結果は区として

把握していきたい。 

（１） 指定確認検査機関扱いの建築

確認申請数が増加し、中野区扱

いの建築確認申請数が減少し

ている背景を充分に把握する必

要がある。それにより、人員配

置への工夫も必要な分野であ

る。 

区への確認申請件数は、減少する傾向であ

った。しかし、民間の指定確認検査機関が行

った確認処分は特定行政庁の事務であると

いう最高裁の判決により、法に抵触する疑い

のあるものや、住民との間にトラブルがある

ものについては、区が再審査する必要が生じ

ている。また、構造計算書偽装事件以降、指

定確認検査機関に申請した建築確認を区に

改めて申請し直したり、指定確認検査機関で

行う予定であった中間検査・完了検査を区に

申し込むケースが増えている。中間検査・完

了検査については、意匠、構造、設備の再審

査を行い、法に抵触しないことを確認した後

に、検査を行っている。このようなことから、

業務量は増加しており、特に構造担当者は

人員不足の状況である。 

事務分担の再編により、建築

確認・検査担当を減員し、耐

震事業担当職員を増員した。

また、左記の最高裁の判決が

あったため、指定確認検査機

関との連携をより綿密に図る

などして、区が建築確認関係

事務全体の責任をとれる体制

を作っていく。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 国や都からの助成策の有効活

用を行う必要がある。 

公営住宅整備等、既存の補助事業が廃止さ

れ、新たに地域住宅交付金制度が平成１７

年度に創設された。この交付金は、既存の補

助対象事業のほか、地域の提案による地域

の住宅政策の実施に必要な事業を対象とし

ており、同交付金を活用していく。 

区営南台３丁目アパートのエ

レベーター設置工事につい

て、地域住宅交付金を活用す

ることとしている。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（３） 防災や福祉等モデル事業の指

定や特区の緩和策によるまちづ

くりめざし、助成や補助事業の

可能性を模索する必要がある。 

区の財政負担の軽減を図るため、国等の助

成制度の活用が必要であると考えている。 

平成１７年度に創設された地

域住宅交付金を活用して、区

営南台３丁目アパートのエレ

ベーターの設置工事を行うこ

ととしている。 

（１） 福祉のまちづくりやハートビル法

に係る建物の整備が少ない。独

自の条例制定を考え、中野の建

築物の質の向上を目指すべきで

ある。 

ハートビル法関連の審査が建築基準法に組

み込まれたため、申請件数が減少したが、こ

の規定の遵守により、福祉のまちづくりが実

現されると判断しており、区独自の条例制定

は考えていない。 

建築確認申請の事前相談に

来庁した設計者等に積極的に

ハートビル法及び都条例の周

知を図るとともに、区の福祉担

当から建築物に関するハード

面の相談を受けた際に、助言

する等の連携を深め、建築物

のバリアフリー化に一層努め

ていく。 

（２） １６年度開始の耐震確保の支援

事業は、中野の災害危険性を鑑

み、着実に伸ばしていける体制

を今後とも確保していく必要があ

る。 

耐震性確保支援事業の実績を着実に上げる

ため、体制を確立していく必要があると認識

している。 

１７年度からは、職員を３名か

ら４名に増員した。また、耐震

診断助成に関する区民への

周知徹底を図るために戸別訪

問を事業者に委託したり、簡

易耐震診断に登録診断士を

派遣するとともに一般耐震診

断の助成対象建築物の拡大

を図るなどの取組みを進めて

いる。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） 今後は建築確認申請業務を指

定確認検査機関扱いに移行して

いくことを前提に、区内業務の見

直しを十分に検討する必要があ

る。 

区への確認申請件数が減少していることは

認識している。しかし、建築基準法の規定に

より、確認申請の全てを民間に移行すること

はできない。 

事務分担の再編により、耐震

事業担当職員を増員した。ま

た、行政の果たす役割を見直

す中で、組織体制について検

討していきたい。 
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６４ 
地域まちづくり、 

拠点まちづくり分野 
外部評価結果 Ｂ 評価のページ(別冊) ２１８ページ

外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） １０年後の将来像に関する提示に対

して、成果指標が不燃領域率以外は

具体化されていない。いつまでに、何

を、どういう方法で、どのレベルまで

達成するかを示さない限り、区民の

側にたったアウトカムにはなりえない

のではないか。 

安心して住めるまちにおいて、不燃領域

率は安全なまちの判断基準であり、分

野の成果指標としてふさわしいものであ

るが、施策の指標である「地区施設道路

整備率」なども含め、総合的に幅広く成

果指標を考えている。 

目標値達成に向けて、区民の

皆さんに理解していただける

よう情報提供し、道路の整備

や建築物の建替えを促進す

る。 

（２） 安全性が十分確保され安全なまちが

構築され、とあるが＜分野１７防災＞

との連携はどのようになされているの

か、区民の命を守るために防災面を

ばらばらな分野で取り組むのは大き

な疑問がある。 

密集市街地におけるまちづくりは、道路

整備などのハード面を中心とした取組み

であり、防災担当は避難訓練などソフト

面の対応をしている。部門や分野は独

立しているが、毎年の地域防災計画の

見直しなどについては全庁的に参画し

ており、協力しながら行っているところで

ある。 

密集市街地におけるまちづくり

にあたっては、広域避難場所

機能の強化など、区民の安全

が確保できるよう、引き続き防

災分野と情報交換を密にして

いく。 

（３） 

 

中野駅周辺の活気とにぎわいが「中

野の顔」とは、「区民の考える中野の

まち」とのギャップがあるのではない

か。ハード面だけでにぎわいがうまれ

ると考えることに疑問がある。「中野

まつり」など商店街などが中心となり

区民が全面的自主的に行うことな

ど、ソフト面から区民自らが創生する

新しいまちが創られるのではないか。

中野駅周辺整備にあたっては、指摘の

とおり、まちづくりはハード面の整備のみ

ではなく、区民の主体的な関与によるソ

フト面での対応も必要であると考えてい

る。 

「中野駅周辺まちづくり計画」

において、まちづくりの推進方

針の第１番目に「区民参加の

まちづくり」を掲げた。今後は、

計画で定めるエリアごとにまち

づくり勉強会・協議会等を立ち

上げるなど、地域・地元ととも

にまちづくりの構想や計画づく

りを進めていく。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（４） 「中野駅周辺整備」において、駅の乗

降客数や計画の進捗状況を成果指

標としているが、まちづくりに対する

区民側の盛り上がりを指標とすべき

あり、「区民起点」のアウトカムになっ

ていない。目的が曖昧になる指標で

ある。西武新宿線沿線まちづくりも同

様のことが言える。 

中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まち

づくりにあたっては、指摘のような視点で

の指標設定も必要であると考える。 

中野駅周辺整備にあたって

は、中野駅の１日あたりの乗

降客数とともに、地域でのまち

づくり勉強会・検討会・説明会

等への参加人数を指標として

施策を進めていく。また、西武

新宿線沿線まちづくりにあたっ

ては、地域でのまちづくり勉強

会等への参加人数を指標とし

て施策を進めていく。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

相手のある事業ではあろうが、時間

と人件費がかかりすぎると考える。

民間に委託するなど経費節減や、

目的実現を考える必要がある。 

「安心して住めるまち」では、一部の事

業について地区担当制から業務内容

に重点をおいた区分けにするなど、執

行体制の見直しにより人員削減を行っ

た。「中野駅周辺まちづくり」及び「西武

新宿線沿線まちづくり」については、透

明、公正な計画づくりと区民の参加が

不可欠であり、区民検討会、説明会、

勉強会など区民参加の機会を十分に

確保するため業務量を考慮し増員し

た。分野内でマンパワーを調整したこと

により、分野総体として１．９人の減を

実現しており、人件費を圧縮している。

各職員の能力を十分に引き出す

ことができる組織構成（分担する

領域）や人事構成（責任の単位）

を検討するとともに、調査、計画

策定作業など、今後も委託によ

り成果が上がるものについて

は、効率化の視点から民間への

委託を行う。 

 

（１） 人件費が多いのに驚いたが、職員

は何に従事しているのか、十分に説

明する責任があるのではないか。 

分野の仕事の大部分がマンパワーに

よることと、区の職員の年齢構成から

平均人件費が高いことも要因と考えら

れる。中野駅周辺整備・西武新宿線沿

線まちづくりでは、計画策定にあたり、

地元勉強会に参加し地域意見を収集

するためには、一定の人件費は必要と

考える。 

職員の従事内容は、区民にとっ

て見えにくい部分である。説明責

任を果たすためには、行政評価

の評価票を含めた改善が必要と

考えている。仕事の仕方などに

ついて一層の工夫をしていきた

い。また、事業の進捗状況に応

じ、必要な人員を見極めていきた

い。 実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 
（２） 支援、策定、検討の言葉が目立つ

が、具体的な内容がわかりにくい。

その内容、進捗状況が区民に明確

にわかるように、広報等を通じて情

報の提供をしてほしい。 

地域まちづくりを進めるにあたっては、

支援、策定、検討等の内容について

は、適宜情報を提供してきたところであ

るが、今後も区民にとって必要な情報

を提供することを考えていく。中野駅周

辺整備にあたっては、指摘のとおり、広

報誌などによる情報提供が不足気味

であったため、今後は広報誌等による

情報提供に努める必要がある。 

地域まちづくりを進めるにあたっ

ては、地域団体へ説明する機会

を設けるほか、まちづくりニュー

スやホームページなどを適宜利

用し、周知を図っていく。また、中

野駅周辺整備・西武新宿線沿線

まちづくりにあたっては、事業の

進捗状況にあわせ、広報等を通

じて適切な情報提供に努めると

ともに、地域ごとに説明会・勉強

会等を開催していく。 
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実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 大震災の危険が予告される現在、

耐震補強助成の整備対象地域区民

への周知は、どのようになされてい

るのか。区民の安全を考える時、優

先すべき取組みと考える。強力に進

めるための手立てを考える必要が

あるのではないか。 

耐震補強の前に耐震診断を受

け、自分の住まいが安全であるか

どうかを認識してもらうことが大切

である。この耐震診断は全区的な

取組みであり、地域を限定して行

ってはいない。 

今後、まちづくりニュース配布などの

機会を捉え、担当分野と協議しながら

整備地域に対する啓発を行っていく。

 

（１） 交渉、手続きはあろうが時間がかか

りすぎる。それによる人件費をコスト

として評価する必要がある。 

分野の仕事の大部分がマンパワ

ーによることと、区の職員の年齢

構成から平均人件費が高いことも

要因と考えられる。時間がかかる

ことについては、検討の内容や区

民からの意見の収集の状況など

によっては、やむをえない面もある

ものと考えている。 

職員の従事内容は区民にとって見え

にくい部分である。説明責任を果たす

ためには行政評価の評価票を含めた

改善が必要と考えている。仕事の仕

方などについて一層の工夫をしてい

きたい。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 木造建築物の建替え補助や不燃化

助成など、全体からみると件数が少

なすぎる。都からの助成のため、ル

ールが厳密すぎるとはいえ、貴重な

人件費をかけて細かなやり取りをす

る手間を考えると、再考を要するの

ではないか。 

国や都の補助を受けるため、助成

の基準は建物の構造などによって

決められており、件数を増やすた

めに基準を緩和することはできな

い。しかし、防火地域や新防火地

域では、すべてに助成ができなく

ても、建築物の建替え時に耐火や

準耐火建築物に変わるため、安全

なまちができていく。 

 

規制と誘導により安全なまちをつくる

ことが大切である。引き続き、共同化

などによる建替えの誘導を進めていく

が、さまざまな問題の調整に一定の

時間がかかることを、区民に理解して

もらえるよう努める。 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 区民と同じ土俵で対等に意見を交

わし、中野をどんなまちにしていき

たいのか、まさに官民協働の分野

だと考える。支援、説明、説得の場

ではなく、区民の意思を尊重した協

働の場づくりに積極的に取り組んで

ほしい。 

ご指摘のとおりと考える。計画策

定では、透明、公正な計画づくりと

区民の参加が不可欠である。その

ため、区民検討会、説明会、勉強

会など区民参加の機会を十分に

確保し、同時に迅速な情報の公開

に努めている。 

区民と区長の対話集会や地域での説

明会のほか、パブリック・コメントを行

うなど、区民の意見を計画づくりに反

映させていく。中野駅周辺整備にあた

っては、「中野駅周辺まちづくり計画」

で定めるエリアでまちづくり勉強会・協

議会等を立ち上げるなど、地域・地元

とともにまちづくりの構想や計画づくり

を進め、区民参加・区民の合意づくり

の場を確保していきたい。また、西武

新宿線沿線まちづくりでは、地元勉強

会等をとおして、区民との意見交換を

行っていく。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（２） この部門では職員数２１人、人件費

約２億円、経費全体で１２億円を超

えている。まちづくりには当然多額

の費用を要するだろうし、多々ご苦

労もおありだと思うが、残念ながら

その成果が見えにくい。役所だけで

はパワーと発想に限界があるので

はないか。また、まちづくりは誰のた

めかを考えた時、住民をもっと巻き

込んでいかないと、権力行政がイニ

シアテイブを持つような印象を受

け、やや不安が残る。 

長期にわたるまちづくり事業では、

調査、構想、計画、法手続き、着

手など各段階でさまざまな業務が

行われており、途中では成果が見

えにくい場合がある。指摘のよう

に、区民の参加を保障する手続き

も大切なことである。まちづくりの

成果については、すぐには表れて

こないものが多い。しかし、住民を

巻き込む点は、指摘のとおりと考

える。 

常に執行体制や事業の進め方をチェ

ックしながら分野を運営し、行政評価

などの機会を通じて区民にわかりや

すい成果を示していきたい。中野駅周

辺整備にあたっては、「中野駅周辺ま

ちづくり計画」で定めるエリアでまちづ

くり勉強会・協議会等を立ち上げるな

ど、地域・地元とともにまちづくりの構

想や計画づくりを進め、区民参加・区

民の合意づくりの場を確保していきた

い。 
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７０ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 分野・施策については、適正に設定され

ている。成果指標の達成度が 3 年間連

続で 100％であり、かつ指標が二つのみ

という点では、成果指標の設定に疑問を

持った。しかし、これらは金銭に関するこ

とであるから、当然、完璧な遂行および

ミスゼロが求められるという点で、妥当

な成果指標であり、達成すべき目標を

果たしえたと判断する。 

今後とも、ミスゼロを維持する。 

目
標
に
つ
い
て （２） マルチペイメントネットワークシステムの

導入により、区民サイドの選択性、利便

性が高まる事は、アウトカム指標とし

て、区民側に示していく必要があると考

える。ただし、他の分野との関連や調

整、導入に関するコスト把握を充分に検

討しながら、区全体の行政サービスを横

でつなぐ役割を高めていく必要がある。 

マルチペイメントネットワークシステム導入については、

アウトカム指標を区民に示していく必要があると考え

る。また、コスト把握についても充分に検討する。 

区
民
へ
の
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

新たな会計システムの稼動は、全体的

にプラスに働いているようである。まだ

初期の段階であり、十分な効果があっ

たとは判断しにくい面もある。今後につ

いてであるが、このシステムを十分活か

す方向で資金管理を行う必要がある。

常勤職員が多いことから、システム導入

の効果として他の部署へ配置転換する

場合、会計システムのプロとして配置転

換するのも一策であると考えられる。一

方、各部門や分野毎にこのシステムを

理解し、支援できる人材を早期に育成す

る必要もある。 

新会計システムの改善・活用をさらに図っていきたい。 

会計研修や会計指導を通して、職員の新システムの習

熟に努めていきたい。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（１） 資金管理の面で、十分なキャッシュの把

握を行っており、各金融機関を利用して

利息として受け取った収入は、区の財政

に対する貢献度が高いと評価できる。こ

の資金管理の綿密さは、十分な評価に

値する。 

今後とも、キャッシュフローを的確に把握し、資金の運

用効率を高めるよう努力する。 

収入役室  外部評価結果 A  評価のページ(別冊) ２２４ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 財務会計システムの導入により、今年

度は積極的な経費節減が可能となって

いる。 

初年度からの大幅な経費節減は難しいが、今後、努力

する。 

（２） 用品調達基金及び公共料金支払基金

の廃止によって、運用資金の捻出や各

分野にでもコスト意識の浸透に貢献した

と考えられる。 

指摘のとおりの成果があったと考える。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（３） 不用品の斡旋事例も多く、庁内備品等

の有効活用に貢献している。 

今後も、物品の有効活用を図っていく。 

（１） 今後は、職員全員の財務会計システム

の利用方法の理解を周知徹底し、十分

に有意義なシステムとして効果が現れ

ることを望む。処理時間の短縮が期待

できるゆえ、さらなる経費節減が可能と

なる。 

システムの円滑な運用を図り、事務の流れの改善や事

務処理時間の短縮を目指していきたい。 

（２） 平成 20 年度計画しているマルチペイメ

ントネットワークシステムの導入は、区

民に多数の選択肢を与える点は評価で

きる。しかし、多額の費用をかけても本

当に区民に必要なサービスなのか、費

用対効果を充分に検討し、かつ他区の

利用状況なども勘案して、情報連絡部

会で、慎重にかつ活発な議論を進めて

いただきたい。 

費用対効果については充分に検討する必要があるの

で、関係職員を構成員とするマルチペイメントネットワ

ークシステム情報連絡部会において、充分に検討した

い。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） 中野区の限られた財源の中で、キャッシ

ュフローを的確に把握し、可能な限り、

継続的に資産運用が行われたことは、

評価に値する。今後の更なる展開を期

待する。 

今後とも、社会経済状況や金融環境の変化に充分配

慮しながら、的確な資産運用に努めていきたい。 
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８０ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（１） 部門の目標を基礎に、重要な目標と指標が一

応設定されている。しかし、今日、公立学校不

信の最大要因が教員の指導力不足にあると指

摘されるなかで、そのポイントがあまり意識さ

れず、「学校」という抽象的な表現でくくり、問題

の所在を曖昧にしているように思われる。 

「学校」という表現には学校の組

織と経営、教職員も含まれてい

るので目標として適切と考える。

事業の中には、教員の資質・能

力向上にかかわるものがある。 

同左 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（１） 

 

将来目標などプログラムが形成されている点

は評価できる。しかし、自己点検されているよう

に、目標値に達しなかったものが約半数あるこ

とは、残した課題が多いと言わざるを得ない。 

今後、目標値に達するよう、各施

策において事業を見直し実施し

ていく。 

同左 

（１） 地域に開かれた学校づくりや外部評価の一環

としての学校評議員制度のあり方とその責務・

役割についてさらに検討する必要がある。16

年度外部評価の結果によれば、小・中学校の

場合、調査に協力できていない評議員がいる

ことが伺われる。また幼、小、中すべての段階

で、評議員と保護者の認識に軽視できない大

きなギャップがある。これらを解消しないかぎ

り、評議員制度が形骸化するのではないか。 

各学校の実態に応じた評議員の

活動の充実や評議員の選定方

法等検討していく。なお、評議員

と保護者の認識のギャップは、

学校運営に関してそれぞれがも

っている情報の差も原因と考え

る。 

より公平な立場で評価し厳

しい意見をもらうため、外部

の学識経験者の評議員へ

の採用の拡大など、効果的

な制度にする。 

（２） 学力向上について、区独自の調査をしたとある

が、点数の分析が明確に説明されず、次の数

値目標に結びついていない。全校を包括的に

処理するのではなく、明確な情報公開が必要

ではないか。 

今年度実施２年目であり、まだ経

年で結果を見ていくことができな

い。結果の目標への反映を検討

する。実施結果を分析し、授業改

善の取り組みとともに各学校が

ホームページ等で公表している。 

引き続き学力調査結果の活

用、公表の方法について各

学校の実態に応じた取り組

みを指導し、説明責任を果

たしていく。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（３） 教員の資質向上について、助成や研修が手薄

で本気を感じない。特色ある学校づくりの推進

も常勤職員 0.2 人分の業務とされ 13 校実施と

形式的に終わっている。 

特色ある学校づくり推進校から、

１７年度は「特色ある学校づくり

重点校」として事業を拡大してい

る。 

 

１８年度より教育マイスター

制度を創設し、教員の資質

向上を図るとともに、教員養

成課程を持つ大学等の学

生を学校スタッフとして活用

し、優秀な人材の育成、確

保を行う。 

学校教育分野  外部評価結果 Ｂ  評価のページ(別冊) ２２８ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（４） 区独自の学力調査や、臨床心理士の有資格

者などを心の相談員として全小中学校に配置

するなど、区としての姿勢が感じられ、評価す

べき点である。前者については経費も要する

が、今後も継続実施され、その結果を学校と家

庭の両方で活かしていただきたい。 

今後も充実していく。 同左 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 学校給食調理の委託による人件費削減や栄

養業務の NPO 委託など、大きな成果をあげた

ものと評価できる。 

今後も委託を拡大していく。 １８年度は２校を新たに委託

化する。 

（１） 全国的にはすでに教員 FA 制度や教員公募制

など従来にない試みが始まっており、都内でも

区部や市を中心に、学校運営協議会を運営主

体とするコミュニティ・スクールやマネージャー

としての校長公募制など思い切った改革が進

みつつある。学校評価や情報公開を一段と充

実させながら、広い意味での学校改革にむけ

たさらに積極的な対応が望まれる。 

２学期制を実施するなど教育改

革に取り組んでいる。 

同左 

（２） 地域に開かれた学校づくりの一環として、外部

評価とあわせ、教員の声や悩みも吸い上げる

内部評価を実施し、区民全体に情報提供する

ことも必要ではないか。教員の意欲ある取り組

みを紹介することも非常に重要である。 

内部評価は、各学校がその実態

に合わせて行っているが、学校

からの発信も広げていく。 

同左 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（３） 反面、「地域に開かれた学校」のレベルが旧態

依然のままであることも否めない。年に数回の

授業参観や学校便りの配布、たまに保護者・

住民の意見を聞けばすむものではなくなってき

ている。保護者、地域住民や有識者による学

校評価、場合により個々の教員の実力を評価

し、なおかつ情報公開した上で、信賞必罰まで

求められる時代に入ってきたが、その準備や

時代認識に今ひとつ欠ける印象を受ける。 

外部評価や情報の公開は、従来

のやり方だけでなく、順次拡大

し、「地域に開かれた学校」をめ

ざしていく。 

同左 

１７年度より一部の学校で

実施した長期授業公開制度

を、１８年度は実施校を拡大

していく。 
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８１ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 施策の 5 年後の目標が成果

指標と同一に近い数値目標に

なっているため、施策の方向

性（将来ビジョン）が見えてこ

ない。 

施策の目標は、施策の目指す方向性を

示したものとする。 

平成 18 年度の施策の 5 年後の目標

は、向上させる度合いを具体的な数

値で示した。 

（２） 分野目標に対しての成果指

数の目標値が曖昧な表現とな

っている。 

成果指標は明確にしたほうがよいと考

える。 

平成 18 年度の分野目標は目標値を

明確にした。 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

分野目標の成果指標の学習・

スポーツの成果指数を別記で

きないか。 

別記するよう努力したい。 平成 18年度の分野目標では、学習と

スポーツについてそれぞれ成果指標

を設定した。 

（１） 

 

分野全体の目標に対して多

様な事業展開がなされてはい

るが、施設の有効活用や地域

生涯学習館の効率的活用法

が見出せないままであり、充

分な成果があがったとはいえ

ない。 

生涯学習事業の実施、施設の管理運営

について、時代や社会の変化に伴う区

民のニーズに対応し、かつ、より効率的

に運営するために、検討を常に行ってい

く。 

文化・スポーツ施設の管理運営の指

定管理者制度の導入により、より柔

軟な運営や事業実施についての検討

を進めている。地域生涯学習館につ

いても、学校教育に支障がない範囲

内という制約のもとでの活用について

検討を行う。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 
（２） 知的資産施策については、業

務の一部委託を行なっている

にも係わらず、利用者に対す

るきめ細かいアンケートや業

務改善に努め、効果があった

と評価できる。 

引き続き、区民の声、利用者アンケート

（年２回）などから、利用者ニーズを的確

に捉え、施策へ反映していく。 

引き続き、利用者ニーズを的確に捉

え、施策へ反映していく。 

生涯学習分野  外部評価結果 Ｂ  評価のページ(別冊) ２３４ページ
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（１） 「ガイドブック」の発行やホー

ムページ等のアクセス件数増

加だけでは、情報の提供を行

なっただけである。利用者の

ニーズや満足度などの把握に

努めた上での事業展開や施

設の運営であってほしい。 

情報提供の充実や顧客ニーズの把握に努め、

より効果的な事業展開・施設運営を目指してい

く。 

顧客満足度調査の充実、苦

情内容の記録と分析を行う。

情報ロビーの充実を図り、文

化芸術・生涯学習・スポーツ

に関する総合案内と IT 活用

によるサービス展開について

の検討を進める。 

（２） ことぶき大学修了生の地域活

動での活用・かかわりが薄く、

個人的志向の対応や満足度

向上だけに貢献しているよう

に見える。 

 

個人学習の満足度を高めるだけでなく、地域活

動に必要な知識・技術を高め、実践に向けた学

習のねらいをもっており、それに向けた学習展

開を図っている。また、居住地域を軸にした地域

センター単位の分教場学習や地域ことぶき会が

あり、地域に密着した活動を行っている。とくに

近年は、次世代に伝える活動が活発である。

（学校ボランティア・中野の歴史を語り継ぐ活動

など）今後もさらに地域での活動につながるよう

な展開を図っていきたい。 

地域活動に関係する機関（消

費者団体、ボランティア団体

など）との連携を進め、地域

情報を充実させる。また、分

教場学習の取り組みを充実さ

せることにより、地域への関

心を高める。 

（３） 地域生涯学習館の利用時間

の見直しを行い、有効活用す

べき時期にきている。 

 

地域生涯学習館は学校教育に支障がない範囲

での利用ということが前提になっており、利用時

間が限定されている。また、学校使用やＰＴＡ活

動による利用も多く、地域活動にとっては制約

が多いのが現状である。 

土日の利用を高めるためのＰ

Ｒなどを行う。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（４） 図書館の業務運営について

は効率的な簡素改善がなさ

れ、利用者のニーズにあった

創意工夫ある事業展開である

と思うが、総合的な学習の時

間を通じて、学校図書館との

連携も必要だと思う。 

現在実施している資料相談、団体貸出、体験学

習等を中心として、学校との連携の強化を図っ

ていく。 

資料相談、団体貸出、体験学

習等の充実を図っていく。 

外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 
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（１） 分野全体では、事業運営方法

の見直しによる補助金の削減

や業務一部委託化による人

件費の削減により成果をあげ

たが時限的なものであり、より

一層の簡素効率化が望まれ

る。 

業務委託内容の拡大を視野に入れた検討など

を行い、さらなる簡素で効率的な業務運営を図

っていく。 

一層の簡素効率化を図ってい

く。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（２） 文化・スポーツ公社への委託

が余りにも多く、経費節減とは

外注に供することのように読

み取れる。コスト削減を熟知し

たスタンスで、民間委託や指

定管理者制度の遂行が早急

に望まれる。 

文化・スポーツ振興公社の設置目的は区の文

化・スポーツの振興、及び施設管理の効率化を

図ることであった。指定管理者制度が設立され

たことにより、民間のノウハウを活かし、経費節

減と共により柔軟な運営による一層のサービス

の向上が期待できることから、同制度を導入す

るものである。 

平成 18 年度から指定管理者

制度を導入する。 

（１） これからの生涯学習は、団魂

の世代が地域にもどってくる

ので、学習者が拡大し本格的

な学びの時代となる。顧客の

ニーズに応じたサービスや情

報の提供には専門的学習・学

びを発表する場・仲間づくり

（異業種の集まり）を視野に入

れてほしい。 

これからの生涯学習施策は、区民が学習の成

果を活かし地域での活動につなげるための支

援に重点をおいて取り組んでいく。民間サービ

スにより担えるものは民間へゆだね、区は情報

提供や場の提供、生涯学習の機会を得にくい障

害者などへの機会の提供など、行政として求め

られる役割を果たしていく。今後は情報提供の

充実をめざし、地域の中で人的資源を生かす仕

組みをつくっていきたいと考えている。 

区内の関係機関との一層の

連携をはかり、情報提供の充

実をめざす。生涯学習情報の

拠点である情報ロビーの充実

を図り、区民による地域の学

習活動支援のための「生涯学

習サポーター」を養成する。 
分
野
全
体
に
つ
い
て 
（２） 施設利用されていない曜日・

時間帯は使用料の見直しを

行い有効活用できないか。 

現在施設の使用料は、公平性を重視し設定さ

れているため、個々に設定することは難しい。平

成１８年度からは、指定管理者による管理運営

が行われ、利用料金制度を導入する予定であ

り、区は施設使用料の上限を定めることとなる。

利用者のニーズや施設の利用率増を考えての

料金設定が可能となり、施設の有効活用が図ら

れると考えている。 

平成 18 年度から指定管理者

制度を導入する。 

外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（３） ことぶき大学の学びを一部市

民教室として開放し、様々な

世代間交流の場とし、「自分

の学びを楽しみながら他人に

貢献する」修了後の地域活動

への参加へ夢をえがけるよう

にすべきではないか。 

個人の学びを地域貢献につなげるために、地域

活動団体や学生達と一緒にゼミやワークショッ

プを行い、地域活動の参加へつながるよう図っ

ている。今後、地域の分教場学習にも地域活動

団体の参加を促し、区民一体となった学習を目

指していきたい。 

地域で活動している団体や地

域施設との連携をとりながら、

地域活動のきっかけをつくる。

（歴史民俗資料館、国際交

流・環境・消費者・まちづくり団

体、学校、児童館など） 
分
野
全
体
に
つ
い
て 

（４） 今後学校施設の活用を視野

にいれ、教育・福祉分野のお

互いを支えあう支援ネットワー

クの構築やそのための地域コ

ーディネーター・サポーターの

人材育成が急務ではないかと

思う。 

 

重要な課題であると認識している。 教育委員会や子ども家庭部、

保健福祉部など、全庁的な体

制で検討すべき課題と認識し

ている。生涯学習分野におい

ては、生涯学習サポーターな

どの人材育成を進める。 
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８２ 
外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

（１） 分野の将来像について、一般基準としてみると、常識

の範囲で十分了解できるものである。しかし、長らく聖

域とされ行政改革の最難関ともいわれる教育をどうす

るかについて１０年後を見据えるのであれば、これま

での延長線上ではなく、地方分権の視点を入れて中

野区独自のプランをつくり、実現に向けたマネジメント

を強化するために、もっと大胆な発想が望まれるので

はないか。例えば、教師の人事権や予算裁量権を現

場の校長に権限委譲する。第一線で活躍する社会

人・専門家を年俸制や契約教師で登用する、あるい

は、現役教師を一般社会でインターンシップをさせる

など。 

教員人事権の区移管などを求

めながら、教育改革を具体的

に行いたい。 

教育ビジョンを具体的

に実現するための実行

プログラムを策定して

いく過程で、新たな視

点に立った様々な取り

組みを進める。 

（２） 教育改革の５年後の成果指標が、「適正な規模の学

校に通う児童・生徒の割合」と「基本計画（１０か年）の

実施率」になっているが、CS（顧客満足）をどこまで高

めるかなど学習者起点になっていないのは残念であ

り、アウトカムへの発想転換が必要である。 

成果指標のあり方について

は、課題として認識しており、

今後とも検討を進めたい。 

保護者等区民意見の

反映に留意した指標の

設定に取り組む。 

 

分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（３） 

 

教育委員会に関する５年後の成果指標について、同

じく「教育委員会傍聴者数」と「ホームページのアクセ

ス件数」となっていることは、一方通行のお知らせレベ

ルに近いから、顧客からみた成果指標にするには、意

見を反映できる双方向モデルに持っていくことが望ま

れる。 

成果指標のあり方について、

新たな視点からの指摘があっ

たので、改善を進めていく。 

現在、教育委員会への

区民の関心度の高さを

示す指標を設定してい

るが、さらに区民意見

の反映に留意した指標

の設定に取り組む。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 
（１） 

 

日常的な教育行政の推進の他、小中学校の再編計画

（案）の策定、教育ビジョン素案、施設整備など全体と

しては所期の効果を上げているものと判断できるし、

区民との対話集会や意見交換会が積極的になされた

その努力も高く評価したい。 

一定の評価をいただいた。今

後とも努力する。 

今後とも区民との意見

交換の場を設定し、意

見の反映に努める。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（１） 「開かれた教育委員会」を推進するために、対話集会

や広報活動など努力の成果があったものと判断され

るが、その結果何が実現され、学校の何が変ったの

か、現実レベルまでは至っていないように思われる。 

対話集会等の結果の反映に

ついて一定の認識が示された

ので、わかりやすい公表方法

について改善を進めたい。 

教育施策、教育改革等

について区民意見を反

映した結果を示すため

の取り組みを進める。 

 

教育経営分野  外部評価結果 Ｂ  評価のページ(別冊) ２４０ページ
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 改革を進め、開かれた教育委員会をめざすには、評価と

情報公開が大前提になる。すなわち、区民と教育現場を

結ぶ要としての教育委員会が、実際に区民からどう評価

され、信頼されているのか。実施されている事業からの

み把握するには限界がある。傍聴者数やインターネット

へのアクセス数を手がかりとしつつ、別途、外部評価の

際に、その方針が妥当か否か、教職員に対する指導が

十分か否か、また区民として信頼しているか否かなど、

自らの存在価値についても保護者・区民に問う必要があ

るのではないか。 

保護者、区民からの評価を

見ることのできるような指標

について研究に取り組みた

い。 

学校の外部評価の項

目に、教育委員会の施

策に関する評価を取り

入れる方向で調整を進

める。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 臨時的な経費を確保しつつ、事務事業のきめ細かな見

直しをするなど、全体として節減に努力していることが認

められるし、人件費を含めた３億５千万円のコスト減は大

いに評価できる。 

一定の評価をいただいた。

今後とも努力する。 

同左 

（１） 「小中学校の再編計画」（案）や「教育ビジョン」の策定な

ど、教育委員会を中心に精力的な論議が積み重ねられ

るとともに、区民との対話集会なども積極的にもち、広く

区民と共に教育行政を考えていこうという姿勢が感じら

れる。 

広く区民とともに教育行政を

進めていこうとする姿勢に

ついて評価をいただいた。 

今後とも区民との意見

交換の場を設定し、意

見の反映に努める。 

（２） しかし、「学校教育」の評価と同様に、文部科学省自らが

教育改革の必要性を説いている時代にしては、児童・生

徒の側からみた「顧客起点」と「成果指標」が曖昧であ

り、種々横たわる問題解決のデザインが描ききれていな

いように思われる。 

顧客起点と成果指標が曖昧

との指摘があった。研究を

進める。 

 

評価指標について、明

確性を高めるための取

り組みを進める。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 
（３） 「中野区教育ビジョン」の趣旨説明の中には、「生涯を通

じた教育の質的向上」や、「積極的に時代の変化に対応

した教育改革」とある。具体的には、「コミュニケーション

能力を高め」、「社会性」の重要度も説明されているし、

「思考力」、「判断力」、「表現力」、を育成することも盛り

込まれている。しかし、見事な計画と教材をつくろうが、

現場にいる個々の教師の授業力いかんに、その実現が

託されている。でもこれらの能力を養成されていないの

が実情ではないか。 教育改革の最大テーマは教員の

質的向上そのものだと思う。一般行政同様、もはや学校

や教育委員会だけでは時代に対応した教育改革の実現

は難しいと考えられることから、地域住民や保護者、身

近な専門家を更に巻き込み、権限と責任を伴う官民協働

の実現が、教育委員会に与えられた重大な使命である。

教育改革について、教員の

質的向上や官民協働の実

現の指摘があった。具体的

な方策について取り組みを

進めたい。 

 

課題を受け止め、教育

ビジョン実現のための

実行プログラムの中で

対応に取り組んでいく。
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分
野
の
目
標
に
つ
い
て 

（１） 選挙における成果指標はズバリ投票率で

あろう。記載された「めざすべき将来像」は

戦後一貫した理念であり、これは永久に変

ることのないものなので、更に具体的な数

値目標を年代別、選挙の種別などに分析

して、明確に掲げるべきものと考える。選

挙は事実上「民主主義の生命綱」である

が、明日の社会を担う２０代３０代が２０％

前後しか投票行動をしないことは異常な事

態である。この基本認識をどう改善し選挙

に結び付けていくかについて、目標に反映

されることを願う。 

若年層の投票率向上に向けた対

策には、政治意識を高める効果的

な啓発活動を充実させるとともに、

政治教養教育の充実を図っていく

ことが重要であると認識している。 

若年層の投票率向上に向け、

18 年度は東京都選挙事務運

営協議会において“効果的な

啓発事業の実施”をテーマとし

て、都と区が共同で具体的な

啓発方法を研究していくことと

なっている。 

（１） 

 

１６年度の参議院選挙において、過去３回

の投票率４９，２％が５４，５％に上昇した

のは、政治情勢や候補者にもよるが、一

応の成果として認めうる。但し、啓発活動

がいかなる成果を導いたのかは測定し難

いので、今後は施策と数値目標を結びつ

けて測定ができるような装置を考える必要

があろう。 

中野区では、明るい選挙推進委員

を中心に、さまざまな啓発活動を行

っており、これらの結果は投票率向

上に少なからず影響を与えている

ものと考えている。 

今年度は、複雑な選挙制度に

対する理解を深めてもらうこと

を目的として、明るい選挙推

進委員に対し、講義形式の研

修会を実施した。平成１８年度

は、この研修をより多くの区民

に普及することを狙いとして、

区民参加型への拡大を図って

いく。 

区
民
に
対
す
る
成
果
に
つ
い
て 

（２） 推進委員の高齢化は、若年層の投票率に

も関係が無いとはいえないと考える。推進

委員の活動も見えにくい。立会人を若い人

にすることで若年層の投票場への誘い込

みの契機にならないか。 

明るい選挙推進委員や投票立会

人に若年層が増えることは、将来

の投票率向上をはかる上において

も、重要であると考えている。 

１８年度の選挙に向けては、

立会人に若年層を活用するた

めの方策として、新成人に対

し啓発誌を送付する中で、立

会人の募集を実施している。 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（１） 各種の明るい選挙推進活動や政治セミ

ナーなどが開催されて、それなりのプロモ

ーション活動になったと思われる。但し、推

進委員は高齢者に偏りがちであるのは、

町会の推薦を中心とするなど、その集め

方に工夫が不足しているのではないか。 

区民への政治意識高揚をはかる活

動は、今後とも積極的に推進して

いきたい。また、明るい選挙推進委

員は、多くの区民の投票参加を目

指す意味から、地域に根ざした団

体の推薦により委嘱をしている。 

明るい選挙推進委員の委嘱

については、若年層を積極的

に推薦いただけるよう、地域

の団体に対し依頼を行ってい

る。 

選挙管理委員会事務局 外部評価結果 Ｂ 評価のページ(別冊) ２４６ページ 
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外部評価結果 区の考え 18 年度の改善事項 

実
施
事
業
の
実
績
に
つ
い
て 

（２） 著名人を呼んで集客実績のある政治セミ

ナーは予算の制限があり、隔年となってい

るが、民主主義の危機はどこかで思わぬ

事態を引き起こしかねないので、優先度の

高いものとして重要認識を促したい。 

区民が政治を身近に感じる事業の

実施は、重要であると考えている。

区民が政治や選挙に関心を

深められるような事業への新

たな取り組みとして、１８年度

は、明るい選挙推進委員研修

会を一般区民参加型へと拡大

していく。 

経
費
の
節
減
に
つ
い
て 

（１） 参議院選での開票時間の短縮で７００万

円の経費削減は、その成果として評価で

きる。正確な開票と共に推進して欲しい。 

今後とも、経費削減については、重

点課題として認識し、積極的に推

進していきたい。 

適正かつ効率的な選挙執行を

基本とし、経費削減にも努め

ていく。 

分
野
全
体
に
つ
い
て 

（１） 事務局の事業は、自らの企画提案よりも

国の制度により枠が決められていることが

多い分、思いきった手段をとりにくいと考え

られるが、それでも使命は適正な選挙の

実行であり、投票率の向上が第一目標で

ある。そのために緻密な分析をし、戦略・

戦術について事務局内外の叡智を結集し

ながら考えることが最重要課題である。 

投票率は、その時々の政治情勢や

候補者等に左右されることが多い

が、常に区として最善な啓発活動

は何かを考え、投票率向上を目指

していくことが重要であると考えて

いる。 

今後とも、区民への高い政治

意識高揚を諮る啓発活動に励

むとともに、正確かつ効率的

な選挙を目指し、不断の努力

を重ねていく。 

 

 
 



 

３．行政評価制度への外部評価委員会からの提言及び、 

提言を受けての見直し内容 

 

（１）区政目標の設定について 

 

提言１ 各分野や施策の目標は箇条書とすると共に、体系性を明確に説明すること 

長文記述形式の区政目標は、焦点が曖昧になり、評価がしにくいものになっている。形容詞など焦点を不明確に

する表現をできるだけ排した箇条書きとし、区民に対して簡潔に説明すべきである。その上で、目標の各項目に対応

した成果指標を設定するべきである。また、大きな目標と、実際の取組みが、どの様につながるか、説明が不足して

いる。区政の全体像から取組みを説明できるようにして欲しい。 

平成 18 年度の見直し 

（１）平成 18年度の区政目標は、長文記述をできるだけ排し、箇条書き、簡潔記載を行う。 

（２）成果指標については、目標との関係を明確にする。 

（３）大きな目標と実際の取組みとの関係が見えやすい形式に変更する。 

 

 

提言２ 目標は、区民から見て、何が得られ、何が実現されるかを具体的に記述すること 

目標・指標の設定について、未だ区民から見た発想・描写ではなく、行政側からの発想によるところが多いように

思われる。事務局が行政評価の趣旨説明や制度管理を徹底して改善を進める必要があるし、実際の事業を担当し

ている管理職のチェックも厳密にしてほしい。内容について外部評価委員が理解できることを「わかりやすさ」の判断

基準とし、評価票への記載能力向上を図って欲しい。 

平成 18 年度の見直し 

（１）アウトカム（区民の利益向上）を明確にした記載、指標設定することを徹底する。 

（２）「区民のわかりやすさ」については外部評価委員の指摘を参考に、職員に対し、記載基準を設けて

徹底する。 

 

 

提言３ 目標に成果の前提となる条件を掲げないこと 

目標は正確性、安全性といった前提となる条件がクリアされた上で付加価値をつける努力やレベルアップに対し

て設定するものである。正確性といった当たり前のことを目標として掲げると、区民が区に対する不信感を生むことに

つながらないか。 

平成 18 年度の見直し 

正確性、安全性はその事業が実施される前提条件となるものである。その上で、区民生活の向上

について目標設定し、レベルアップする部分がわかりやすいように改善する。 
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提言４ 目標に対応する主要な顧客を示すこと 

目標で、重点的に考えなければならない顧客を示していない場合が多い。少なくとも、当該年度の課題を明確に

し、それに対する主要な顧客を示せば評価も行いやすくなる。さらに、主要な顧客が明らかになれば、同じ顧客を対

象とした仕事を統合するなど、効果的な取組みにつながる。 

平成 18 年度の見直し 

平成 18 年度の区政目標では、重点課題を明確にするとともに、その主要な顧客を記載する。 

 

 

提言５ ５年後の目標を削除し、毎年の重点課題を記述すること 

現在、当該年度の目標を示すものが成果指標の目標値だけであり、何が課題であったのか分らないようになって

いる。また、記載されている 5年後の目標との結びつきも説明されていないものが多い。将来像を実現するため当該

年度にどのような課題があって、どの様に取り組んだのかを明確にすることが必要ある。 

内部管理的な直接的に区民に価値を提供しているわけではないので、評価しにくいとの意見もあるが、このように

毎年の課題が鮮明になっていれば、それに対して評価を行うことができる。 

平成 18 年度の見直し 

当該年度の重点課題が明確になるように改善する。 

 

 

提言６ アンケート調査結果を主要な成果指標として扱わないこと 

    アンケート調査結果は、調査の方法（設問の方法）等による変動が大きく、偶発的、部分的といわざるを得ない。評価

を行うにあたり中心に据えることは危険である。補足、基礎資料として扱うことが望ましい。 

平成 18 年度の見直し 

区の取組みの効果を測定する成果指標は、より客観的な数値となるよう改善する。アンケート調査

については、変動要因が大きくならないよう、精度を向上させていく。 

 

 

提言７ 実施前の目標・指標に対し外部がチェックできるしくみにすること 

    現在の評価は事後に行われており、翌年度の改善にどう生かされるか担保されていない。このことが、外部から数年

にわたって同様の指摘が繰り返される原因となっている。次年度の目標・指標設定に、評価結果がどう生かされたかチ

ェックできる仕組みが必要である。 

平成 18 年度の見直し 

評価に対する見直し内容及び次年度の目標を公表し、区民が意見を言えるようにする。 
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（２）評価手法について 

 

提言８ 毎年、特に共通して評価する項目を設定して実施すること 

 区民に対する成果・効率性を2大評価視点とすることについて議論の余地はない。さらに、たとえば「区民との協働

に対してどう努力したか」など、区政として共通に求められている課題に対して評価の視点を設定し、区政全体の改

善を目指すことを要望する。 

平成 18 年度の見直し 

（１）評価は区民に対する成果と効率的に事務を行ったかを 2本の柱として行なう。 

（２）仕事の進め方として区政全体に共通に求められている視点について、次年度の外部評価委員と協議

の上、評価の視点に盛り込むことを検討する。 

 

 

提言９ コストに関する資料を充実させること 

    経営効率向上の視点が、自己評価で軽視されている。人件費、固定費、総務などの支援部門の経費も上乗せし、

できるかぎりフルコストを把握することで、民間企業が実施した場合との比較が可能になり、民営化の促進などコスト

の削減策を検討することができる。 

平成 18 年度の見直し 

民間と同様のコスト分析を行うことができるしくみの導入を検討する。 

 

 

 

提言１０ 他分野との連携を評価視点として盛り込むこと 

   同種の目標について、複数分野が連携し効率的に行うことが必要である。目標体系により、連携して行うべき事

業が整理できつつあることから、年度初めに具体的な連携を目標設定し、事後評価の視点として加えるべきである。 

平成 18 年度の見直し 

年間目標の設定段階で、関連する分野とどのように連携するか設定し、事後評価の視点としていく。 
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提言１１ 区役所横断的に評価視点として欲しい項目は以下のとおり 

 区役所の情報化が各分野においてどのような効果を及ぼし、事務改善されたか。 

 事業のＰＲは主に誰に対して PR するかを明確にしておこなわれたか。 

 啓発事業は誰に対して啓発するかを明確にし、無駄がなかったか。 

 窓口におけるサービス提供は、全庁統一した水準で行われたか。 

 将来像では、行政が担う部分、区民が担う部分、民間事業者にゆだねる部分、協働で行う部分

を明確にされているか。 

平成 18 年度の見直し 

仕事の進め方で共通して行うべき上記事項について、次年度の外部評価委員と協議の上、評価の視点

とすることを検討する。 

 

 

提言１２ 外部評価委員会は効率的に運営すること 

      外部評価委員会の運営は、効率的に必要な情報提供や意見交換が行なえるよう改善する。事業所管部からは

主に、課題への対応、努力した点などを説明して欲しい。管理職員よりも、実際事業に携わる職員の声が聞きたい。

委員会開催は平日午後とされているが、限られた区民しか参加できないため、柔軟な時間設定を望む。 

平成 18 年度の見直し 

外部評価の効率的運営を行うべく、上記視点を検討する。 

 

 

提言１３ 評価するまとまりは分野とし、分野の評価を行う前に部門全体の成果について説明を行うこと 

 分野は、区民への効果を測る上で評価しやすい単位である。その前提となる、部門全体の目標・戦略の説明を、

事前に行い、分野の評価内容を深めるべきである。 

平成 18 年度の見直し 

部門の目標も明らかにしながら、分野目標との関係を明確にし、理解が深まるように努める。 

 

 

提言１４ 自己評価では、当初設定した課題の対応状況について記述すること 

    残された課題については十分分析して、次年度の目標を立てる。この点をさらに評価時に再度議論することで仕事の

質の向上が実現できる。 

平成 18 年度の見直し 

所管の自己評価では、当初掲げた課題の対応情況について簡潔に記載することとする。 
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提言１５ これまでの提言を踏まえ、評価票の様式について改善すること 

 他分野との連携方法を示す項目を設ける。 

 事業コストは、固定費などを含むフルコストを掲載し、コストの説明を充実する。 

 区民との協働が評価できる項目を追加する 

 仕事に直結する外部団体の状況について記載する項目を追加する 

平成 18 年度の見直し 

上記視点を踏まえ、評価票を改善する。 

 

 

 

今年度の行政評価の総評（外部評価委員会） 

 外部評価を主体とした手法の存在意義は大きく、高く評価できる。 

 定性的な目標が未だ多い。そうならざるを得ないことも理解するが、定量的に表現する努力を進

める必要がある。 

 各分野職員に行政評価の意義を徹底する方法を再考することが肝要。現状では発展途上、努

力不足といわざるを得ない。 
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